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ひとり親家庭の安定した生活に向けて

都内のひとり親家庭は、母子家庭が約 世帯、父子家庭が約 世帯、合計で

約１５万７千世帯あると推計されています。

ひとり親家庭の親は、「子育て」と「生計の担い手」という二つの役割を一人で担うため、

肉体的、精神的な負担が大きいほか、住居、収入、子供の養育等様々な生活の場面で困難

に直面することが多くあります。

また、ひとり親家庭が抱える課題は、母子家庭では、家計や就労などの問題が多く、父

子家庭では、家事等生活面の問題が多いなど、状況によって異なっており、各家庭の状況

を踏まえた上で、安定した生活を送るとともに、安心して子育てができるための支援を、

進めていくことが必要です。

都はこれまで、ひとり親家庭に対し、各家庭のニーズに応じた相談体制の整備、独自の

手当制度など、国に先駆け、ひとり親家庭を支えるための様々な取組を進めるとともに、

国及び区市町村、民間団体等、多岐に渡る関係機関と連携しながら、ひとり親家庭への様々

な支援施策を展開してきました。

ひとり親家庭を取り巻く環境の変化として、令和６年５月「民法等の一部を改正する法

律」が成立し、離婚後の父母の子供の養育に関する規定が見直され、令和８年５月までに

施行される予定となっています。こうした法改正にも対応しながら、ひとり親家庭を確実

に必要な支援につなげ、地域全体で切れ目なく支援していくことが求められます。

ひとり親家庭のニーズに対応した今後の支援施策を展開するため、令和７年度から令和

１１年度までの５年間で、都が行うべき施策と区市町村等に対する支援策を示した「東京

都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」を策定しました。

今後、この計画に沿って、区市町村をはじめ、地域の関係機関や民間団体等と連携しな

がら、ひとり親家庭とその子供たちに寄り添い、一人ひとりのニーズを踏まえた支援を行

っていきます。

都民の皆様や関係機関の一層のご理解とご協力を心よりお願いいたします。

令和７年３月

東京都福祉局長 山口 真
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１ はじめに

（１）計画策定の趣旨

〇 ひとり親家庭とは、 歳未満の子供を持つ母子家庭又は父子家庭のことを指します。

〇 ひとり親家庭の親は、ひとり親家庭になる前後を通じて、家庭や生活の様々な問題に
直面します。ひとり親家庭の親は、子育てと家計の支え手を同時に担うため、肉体的・
精神的な負担が大きいこと、また経済的に困窮している家庭が多いことなどから、生活
全般を視野に入れた総合的な支援が必要です。

〇 平成 年３月、都は、ひとり親家庭に対する就労支援策を重点的に推進するため、「東
京都ひとり親家庭就労支援計画」を策定しました。

〇 平成 年には、「母子及び寡婦福祉法」が改正され、都道府県の母子及び寡婦の自立
支援計画策定が規定されるとともに、平成 年には「次世代育成支援対策推進法」が制
定され、地域における子育て支援等に関する都道府県計画を定めることとなりました。

〇 都は、これを踏まえ、「次世代育成支援東京都行動計画」に併せて、平成 年４月に
「東京都ひとり親家庭自立支援計画」、平成 年４月に「東京都ひとり親家庭自立支援
計画（第２期）」を策定しました。

〇 平成 年１月には、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのな
いよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の
機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推進することを目的として、「子どもの
貧困対策の推進に関する法律」（以下「子どもの貧困対策法」という。）が施行されまし
た。

〇 平成 年４月には、「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」（以
下「母子父子寡婦福祉法」という。）に改正され、ひとり親家庭に対する国及び都道府県
の支援強化が図られるとともに、父子家庭への支援が拡充されることとなりました。

〇 こうした状況を踏まえ、平成 年３月に「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第３
期）」を策定しました。

東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭自自立立支支援援計計画画（（第第５５期期））
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〇 平成 年４月には、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮世帯
への家計相談事業や子供の学習支援事業を含む「生活困窮者自立支援法」が施行されま
した。

〇 令和元年６月には、「子どもの貧困対策法」の改正により、子供の意見の尊重や包括的
かつ早期に支援を講ずることを基本理念に加えるとともに、同年 月に、新たな子供の
貧困対策に関する大綱を閣議決定し、さらなる施策の推進を図ることとされました。

〇 都においては、令和元年 月、今後の都政運営の新たな指針として、「『未来の東京』
戦略ビジョン」を取りまとめ、ひとり親家庭への支援を推進することとしました。

〇 こうした状況を踏まえ、令和２年３月に「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第４期）」
（以下「第４期計画」という。）を策定し、ひとり親家庭の特性を踏まえた様々な施策を
展開してきました。

〇 第４期計画策定以降、令和３年４月には、子供を権利の主体として尊重し、子供の最
善の利益を最優先にするという基本理念を明確化するとともに、多岐にわたる子供政策
の基本的な視点を一元的に規定する「東京都こども基本条例」を施行しました。

〇 また、国においても、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための
包括的な基本法として、「こども基本法」が令和 年 月に成立し、令和 年 月に施行
されました。

〇 令和６年６月には、「子どもの貧困対策法」が改正され、名称が「こどもの貧困の解消
に向けた対策の推進に関する法律」（以下「こどもの貧困解消法」という。）に改められ
るとともに、目的や基本理念の充実等が盛り込まれました。

〇 さらに、令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の父母
の子の養育に関する責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関
する規定が見直されました。

〇 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」（以下「第５期計画」という。）は、こ
うした動きを踏まえ、ひとり親家庭が安定した就労や生活のもと、子供を健全に育むこ
とができるよう、都が実施する施策と区市町村等に対する支援策を示すことを目的に策
定するものです。
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（２）計画の位置付け

〇 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第 条に基づく「自立促進計画」であり、国の「母
子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき策
定するものです。

〇 「 東京戦略（案）」の趣旨を踏まえるとともに、「子ども・子育て支援法及び次世
代育成支援対策推進法」に基づいて都が策定する「東京都子供・子育て支援総合計画」や
「東京都社会的養育推進計画」など、関連する計画との整合を図っています。

〇 また、子供の貧困への対策として、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する
法律」や「生活困窮者自立支援法」に基づく取組とも連携を図ります。

（３）計画期間

〇 第５期計画の期間は、令和７年度から令和 年度までの５年間です。

〇 平成 年４月には、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮世帯
への家計相談事業や子供の学習支援事業を含む「生活困窮者自立支援法」が施行されま
した。

〇 令和元年６月には、「子どもの貧困対策法」の改正により、子供の意見の尊重や包括的
かつ早期に支援を講ずることを基本理念に加えるとともに、同年 月に、新たな子供の
貧困対策に関する大綱を閣議決定し、さらなる施策の推進を図ることとされました。

〇 都においては、令和元年 月、今後の都政運営の新たな指針として、「『未来の東京』
戦略ビジョン」を取りまとめ、ひとり親家庭への支援を推進することとしました。

〇 こうした状況を踏まえ、令和２年３月に「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第４期）」
（以下「第４期計画」という。）を策定し、ひとり親家庭の特性を踏まえた様々な施策を
展開してきました。

〇 第４期計画策定以降、令和３年４月には、子供を権利の主体として尊重し、子供の最
善の利益を最優先にするという基本理念を明確化するとともに、多岐にわたる子供政策
の基本的な視点を一元的に規定する「東京都こども基本条例」を施行しました。

〇 また、国においても、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための
包括的な基本法として、「こども基本法」が令和 年 月に成立し、令和 年 月に施行
されました。

〇 令和６年６月には、「子どもの貧困対策法」が改正され、名称が「こどもの貧困の解消
に向けた対策の推進に関する法律」（以下「こどもの貧困解消法」という。）に改められ
るとともに、目的や基本理念の充実等が盛り込まれました。

〇 さらに、令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の父母
の子の養育に関する責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関
する規定が見直されました。

〇 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」（以下「第５期計画」という。）は、こ
うした動きを踏まえ、ひとり親家庭が安定した就労や生活のもと、子供を健全に育むこ
とができるよう、都が実施する施策と区市町村等に対する支援策を示すことを目的に策
定するものです。
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（４）計画の理念と施策分野 

 
 〇 第５期計画では、これまでの計画の理念と体系を継承し、以下の３つの理念のもと、

４つの施策分野を柱に、ひとり親家庭への支援を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１  ひひととりり親親家家庭庭のの自自立立をを支支援援しし、、生生活活のの安安定定とと向向上上をを図図るる。。  
  
２２  ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供のの健健ややかかなな育育ちちをを支支援援すするる。。  

  
３３  ひひととりり親親家家庭庭のの親親子子がが地地域域でで安安心心ししてて生生活活ででききるる環環境境をを整整備備すするる。。  

３３つつのの理理念念  

１１  相相談談体体制制のの整整備備  
  ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機 

関が連携して適切な支援につなげる体制を整備する。 
 
２２  就就業業支支援援  
  ひとり親家庭のより安定した就業を支援する。 
 
３３  子子育育てて支支援援・・生生活活のの場場のの整整備備  
  ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育まれるよ 

う、多様な支援策を展開する。 
 
４４  経経済済的的支支援援  
  ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、経済的な支援を行う。 

４４つつのの施施策策分分野野  



-5-

２ 東京のひとり親家庭の状況

（（ ）） 離離婚婚件件数数のの推推移移

○ 「人口動態統計」（厚生労働省）によると、全国の離婚件数は、平成 年の

件をピークに減少傾向にあり、令和 年では 件となっています。

図表 離婚件数の推移（全国・昭和 年～令和 年）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

○ 東京の離婚件数も、全国と同様、平成 年の 件をピークに減少傾向にあり、

令和 年では 件となっています。

図表 離婚件数の推移（東京・昭和 年～令和 年）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

○ 東京の離婚率（人口千人当たりの年間離婚件数）は、常に全国を上回っていましたが、

令和 年からは逆転しており、令和 年は、東京 、全国 となっています。

○ 令和５年の一年間に、親が離婚をした子供（ 歳未満）は、東京では 人とな

っています。

昭
和
４
４

平
成
元
年

令
和
元
年（件）

昭
和
４
４

平
成
元
年

令
和
元
年（件）

4 
 

（４）計画の理念と施策分野 

 
 〇 第５期計画では、これまでの計画の理念と体系を継承し、以下の３つの理念のもと、

４つの施策分野を柱に、ひとり親家庭への支援を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１  ひひととりり親親家家庭庭のの自自立立をを支支援援しし、、生生活活のの安安定定とと向向上上をを図図るる。。  
  
２２  ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供のの健健ややかかなな育育ちちをを支支援援すするる。。  

  
３３  ひひととりり親親家家庭庭のの親親子子がが地地域域でで安安心心ししてて生生活活ででききるる環環境境をを整整備備すするる。。  

３３つつのの理理念念  

１１  相相談談体体制制のの整整備備  
  ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機 

関が連携して適切な支援につなげる体制を整備する。 
 
２２  就就業業支支援援  
  ひとり親家庭のより安定した就業を支援する。 
 
３３  子子育育てて支支援援・・生生活活のの場場のの整整備備  
  ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育まれるよ 

う、多様な支援策を展開する。 
 
４４  経経済済的的支支援援  
  ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、経済的な支援を行う。 

４４つつのの施施策策分分野野  



-6-

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭のの数数

○ 「国勢調査」（総務省）によると、令和２年の全国のひとり親家庭は、母子世帯が

世帯、父子世帯が 世帯となっています。

○ 東京のひとり親家庭は、母子世帯が 世帯、父子世帯が 世帯となってい

ます。全体の世帯に占める割合は、母子世帯 ％、父子世帯 ％となっています。

図表 母子世帯・父子世帯の推移（全国・東京都 平成 年～令和 年）

資料：総務省「国勢調査」

○ 「国勢調査」による母子・父子世帯の把握数には、いわゆる「三世代同居」等は含まれな

いため、都は、 年ごとに実施する東京都福祉保健基礎調査による、三世代同居も含むひ

とり親世帯の出現率を毎年の人口に乗ずることにより、全体の数を試算しています。

○ 令和６年の三世代同居等も含むひとり親世帯は、母子世帯 世帯（全世帯の

％）、父子世帯 世帯（同 ％）と推計されます。

図表 三世代同居を含むひとり親世帯の推移（東京都 令和２年～令和 年）

資料：東京都福祉局調べ

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

母子世帯

父子世帯

全世帯数

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

母子世帯
（百世帯）

（千世帯）

父子世帯
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（（33））  東東京京都都福福祉祉保保健健基基礎礎調調査査ににみみるるひひととりり親親家家庭庭のの状状況況  

  東京都福祉保健基礎調査の中で 5 年に 1 度実施している「東京の子供と家庭」（令和４年度）

の調査結果をもとに、ひとり親家庭の状況を概括します。 

  

  アア  ひひととりり親親ににななっったた理理由由  

○ ひとり親になった理由では、母子世帯・父子世帯ともに「離婚」の割合が最も高く、母

子世帯が 70.7％、父子世帯 65.8％となっています。 

 

図表 5 母子世帯・父子世帯別 ひとり親になった理由（東京 平成 24～令和 4 年度）1 

 

 資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

  イイ  ひひととりり親親ににななっったた年年齢齢、、子子供供のの年年齢齢  

  ○ ひとり親になった年齢をみると、30 歳代以下が母子世帯の 61.4％を、父子世帯の

15.8％を占めています。 

図表 6 母子世帯・父子世帯別 ひとり親になった年齢（東京 平成 24～令和 4 年度） 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 
1 非婚「結婚しないこと。また、生き方として、結婚しないことを主体的に選択すること。」、未婚

「まだ結婚していないこと。」（広辞苑第七版） 
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○ ひとり親になったときの 番下の子供の年齢は、 歳未満の割合が ％となってい

ます。

図表 ひとり親になったときの 番下の子供の年齢（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

ウウ 世世帯帯のの状状況況

○ 令和４年度の三世代同居の割合は ％となっています。世帯別にみると、父子世帯が

％で、母子世帯 ％に比べ高くなっています。

図表 世帯類型（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

エエ 住住居居のの状状況況

○ 住居の種類を世帯別にみると、母子世帯では「借家・賃貸住宅等」の割合が最も多く

％、父子世帯では「持家」が最も多く ％となっています。
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（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満

～ 歳未満 ～ 歳未満 歳以上 無回答

令和 年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

親と子 祖父母と親と子 その他
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  オオ  就就業業のの状状況況  

  ○ 母子世帯の 92.7％、父子世帯の 94.7％が、就業しています。 

 

  ○ 就業形態をみると、就業している母では、「正規の職員・従業員」の割合が 43.2％、「パ

ート・アルバイト」が 32.1％、「派遣社員・契約社員・嘱託」が 9.8％となっています。

就業している父では、「正規の職員・従業員」が 75.0％、「自営業」が 8.3％、「派遣社員・

契約社員・嘱託」が 5.6％となっています。 

 

図表 9 ひとり親世帯の就業形態（東京 令和 4 年度） 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 

○ 働いているひとり親世帯のうち、転職を希望する割合は、母 36.9％、父 25.7％となっ

ています。 

 

○ 母の転職希望理由を就業形態別にみると、いずれの就業形態でも、「収入が良くない」の

回答数が多く、また、「パート・アルバイト、派遣社員・契約社員等」では、「将来が不安」

の回答も多くなっています。 
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歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満

～ 歳未満 ～ 歳未満 歳以上 無回答

令和 年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

親と子 祖父母と親と子 その他
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図表 母子世帯の母の就業形態別転職の希望理由（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 「ひとり親世帯になった当時、暮らしのためにしたこと」（複数回答）という問いに対し、

「自分が仕事を始めた」という回答が ％、「仕事を続けた」が ％、「転職した」

が ％となっています。

カカ 収収入入のの状状況況

○ 母子世帯の年間収入は、 万円未満が全体の ％、 ～ 万円未満が ％、

～ 万円未満が ％となっています。父子世帯では、 万円未満が ％、

～ 万円未満が ％、 ～ 万円未満が ％となっています。

○ 両親世帯では、年間収入が 万円以上の割合は ％ですが、父子世帯では ％、

母子世帯では ％です。（参考：令和 年の都内勤労者世帯の平均実収入は年換算約

万円（東京都総務局「東京都生計分析調査」））

収入が良くない

勤め先が自宅から遠い

健康がすぐれない

仕事の内容が良くない

職場環境が合わない

労働時間が合わない

将来が不安

子供の健康・教育上の理由

もっと子供と関わる時間がほしい

親族の介護（親、配偶者など）

その他

無回答

パート・アルバイト・派遣社員・契約職員等 正規の職員・従業員
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図表 母子世帯・父子世帯別 年間収入の状況（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 母子世帯の主な収入（単数回答）として挙げられたものは、賃金・給料が ％、児童

手当、児童扶養手当等を含む各種社会保障給付金が ％、養育費・慰謝料が ％、年

金・恩給が ％です。父子世帯では、賃金・給料が ％、事業所得が ％、その他

の収入が ％です。

キキ 父父母母のの学学歴歴

○ 最終学歴が中学校及び高等学校の割合についてみると、母全体では ％であるのに

対し、母子世帯の母では ％となっています。また、父全体では ％であるのに対

し、父子世帯の父では ％となっています。最終学歴が中学校の割合は、母子世帯の母

では ％に対し、母全体では ％となっています。

図表 ひとり親世帯の父母の学歴（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

両親世帯

（ 世帯）

父子世帯

（ 世帯）

母子世帯

世帯）

万円未満 ～ 万円未満 ～ 万円未満 ～ 万円未満

～ 万円未満 ～ 万円未満 万円以上 無回答

父子世帯

（ 世帯）

母子世帯

（ 世帯）

中学校 高等学校 専門学校

短期大学・高等専門学校 大学 大学院

その他 無回答（卒業者） 在学中

無回答（その他）

図表 母子世帯の母の就業形態別転職の希望理由（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 「ひとり親世帯になった当時、暮らしのためにしたこと」（複数回答）という問いに対し、

「自分が仕事を始めた」という回答が ％、「仕事を続けた」が ％、「転職した」

が ％となっています。

カカ 収収入入のの状状況況

○ 母子世帯の年間収入は、 万円未満が全体の ％、 ～ 万円未満が ％、

～ 万円未満が ％となっています。父子世帯では、 万円未満が ％、

～ 万円未満が ％、 ～ 万円未満が ％となっています。

○ 両親世帯では、年間収入が 万円以上の割合は ％ですが、父子世帯では ％、

母子世帯では ％です。（参考：令和 年の都内勤労者世帯の平均実収入は年換算約

万円（東京都総務局「東京都生計分析調査」））

収入が良くない

勤め先が自宅から遠い

健康がすぐれない

仕事の内容が良くない

職場環境が合わない

労働時間が合わない

将来が不安

子供の健康・教育上の理由

もっと子供と関わる時間がほしい

親族の介護（親、配偶者など）

その他

無回答

パート・アルバイト・派遣社員・契約職員等 正規の職員・従業員
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図表 父母全体の学歴（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

クク 養養育育費費 のの状状況況

○ ひとり親になった理由が、離婚、非婚・未婚である世帯のうち、

養育費の受取について、養育費を現在受けている世帯は、母子世帯では ％、父子世帯

では ％となっています。（図表 ）

○ 母子世帯の養育費の受取状況は、過去の調査と比較すると、「受けている」割合が少しず

つ増加しています。（図表 ）

図表 母子世帯・父子世帯別 養育費受取の有無（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

2 子供を監護・教育するために必要な費用。一般的には、未成熟子（経済的・社会的に自立していな

い子）が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費など。平成 年の民法改

正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担が明文化された。ま

た、平成 年 月に母子及び寡婦福祉法（平成 年 月母子及び父子並びに寡婦福祉法に改

正）において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記された。

父全体

（

世帯）

母全体

（

世帯）

中学校 高等学校
専門学校 短期大学・高等専門学校
大学 大学院
その他 無回答（卒業者）

父子世帯

（ 世帯）

母子世帯

（ 世帯）

受けている 受けたことがあるが今はない 受けたことがない その他
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図表 母子世帯の養育費受取の有無（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 養育費を受けている世帯における か月の養育費の額としては、「 ～ 万円未満」が最

も多く、 ％を占めており、以下「 ～ 万円未満」が ％、「 ～ 万円未満」が

％となっています。

ケケ 面面会会交交流流 （（親親子子交交流流））のの実実施施

○ ひとり親になった理由が、離婚、非婚・未婚である世帯のうち、現在、面会交流（親子交

流）を実施している世帯は、母子世帯では ％、父子世帯では ％となっています。

（図表 ）

図表 母子世帯・父子世帯別 面会交流の有無（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

3 夫婦が離婚した際に、子供と離れて暮らしている父や母が、子供と定期的又は継続的に会って話を

したり、一緒に遊ぶなどして交流すること。 

令和 年度調査（ 世帯）

年度調査（ 世帯）

年度調査（ 世帯）

受けている 受けたことがあるが今はない 受けたことがない その他

父子世帯

（ 世帯）

母子世帯

（ 世帯）

現在、面会交流を行っている

過去に面会交流を行ったことがあるが、現在は行っていない

面会交流を行ったことがない

無回答

図表 父母全体の学歴（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

クク 養養育育費費 のの状状況況

○ ひとり親になった理由が、離婚、非婚・未婚である世帯のうち、

養育費の受取について、養育費を現在受けている世帯は、母子世帯では ％、父子世帯

では ％となっています。（図表 ）

○ 母子世帯の養育費の受取状況は、過去の調査と比較すると、「受けている」割合が少しず

つ増加しています。（図表 ）

図表 母子世帯・父子世帯別 養育費受取の有無（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

2 子供を監護・教育するために必要な費用。一般的には、未成熟子（経済的・社会的に自立していな

い子）が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費など。平成 年の民法改

正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担が明文化された。ま

た、平成 年 月に母子及び寡婦福祉法（平成 年 月母子及び父子並びに寡婦福祉法に改

正）において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記された。

父全体

（

世帯）

母全体

（

世帯）

中学校 高等学校
専門学校 短期大学・高等専門学校
大学 大学院
その他 無回答（卒業者）

父子世帯

（ 世帯）

母子世帯

（ 世帯）

受けている 受けたことがあるが今はない 受けたことがない その他
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14 
 

  ココ  公公的的制制度度ににつついいてて  

  ○ ひとり親世帯向けの公的制度では、調査項目である事業の半数以上で、「制度を知らなか

ったので利用したことがない」と回答した割合が 3 割を超えています。 

 

        図表 17 制度利用の有無（東京 令和 4 年度）※複数回答 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 

2.9

0.7

2.7

2.2
4.7

1.6

5.4

7.8

2.0

64.5

75.7

71.7

6.0

33.7

46.7

45.8

45.1

39.3

44.0

42.4

46.7

41.5

8.5

4.9

4.7

43.5

44.6

31.9

30.8

31.5

33.9

35.9

33.7

26.8

33.0

5.6

3.1

1.3

2.7

6.5

8.0

7.8

8.3

8.9

6.3

4.9

5.6

9.2

15.0

11.6

16.5

34.4

1.1

2.0

2.2

2.2

1.8

1.1

2.2

1.8

2.5

0.4

0.4

1.1

2.7

11.2

10.7

10.7

10.7

11.4

11.2

11.4

11.4

11.8

6.0

4.2

4.7

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとり親家庭休養ホーム事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進

給付金

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練

給付金

母子及び父子福祉資金

母子・父子自立支援プログラム策定事業

東京都ひとり親家庭支援センター（はあと）へ

の相談

母子・父子自立支援員への相談

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ひとり親家庭等医療費助成

児童育成手当

児童扶養手当

生活保護

利用したことがある
必要がないので、利用したことがない
制度を知らなかった（制度がなかった）ので、利用したことがない
利用要件（所得等）を満たしていないので、利用したことがない
その他の理由で利用したことがない
無回答

総数（448世帯）
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ササ 保保育育のの利利用用状状況況

○ 就学前の子供がいるひとり親世帯の日中の主な預け先は、認可保育所が ％、認定こ

ども園が ％、幼稚園が ％となっています。

○ 保育所、幼稚園などの終了時間についてみると、ひとり親世帯では「午後 時～ 時

分」が ％と一番多く、以降の時間帯では両親世帯よりひとり親世帯の方の回答割合が

多くなっており、両親世帯よりひとり親世帯において、保育の終了時間が遅い傾向にあり

ます。

図表 保育の終了時間（東京 令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 子供の預け先に関して困ることや不満に思うこととして、「子供が病気のときに利用でき

ない」と選択した割合は、ひとり親世帯では ％、両親世帯では ％、「夜間や休日

に利用できない」と選択した割合は、ひとり親世帯では ％、両親世帯では ％と

なっています。ひとり親世帯にとって、病気のときや夜間・休日の預かりに高いニーズが

あることがわかります。

シシ 学学童童ククララブブのの利利用用状状況況

○ 学童クラブの利用状況について、「利用したことがある」世帯の割合はひとり親世帯、両

親世帯ともに ％となっています。

○ ひとり親世帯が学童クラブを利用するに当たって望むことでは、「自宅から近いこと」が

％（両親世帯 ％）、「長期休暇中（夏休み等）に昼食を提供してくれること」が

％（同 ％）、「学校が休みの日に利用できること」が ％（同 ％）、費

用がかからないことが ％（同 ％）、「夕食を提供してくれること」が ％（同

％）となっています。

ひとり親世帯（ 世帯） 両親世帯（ 世帯）

14 
 

  ココ  公公的的制制度度ににつついいてて  

  ○ ひとり親世帯向けの公的制度では、調査項目である事業の半数以上で、「制度を知らなか

ったので利用したことがない」と回答した割合が 3 割を超えています。 

 

        図表 17 制度利用の有無（東京 令和 4 年度）※複数回答 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 

2.9

0.7

2.7

2.2
4.7

1.6

5.4

7.8

2.0

64.5

75.7

71.7

6.0

33.7

46.7

45.8

45.1

39.3

44.0

42.4

46.7

41.5

8.5

4.9

4.7

43.5

44.6

31.9

30.8

31.5

33.9

35.9

33.7

26.8

33.0

5.6

3.1

1.3

2.7

6.5

8.0

7.8

8.3

8.9

6.3

4.9

5.6

9.2

15.0

11.6

16.5

34.4

1.1

2.0

2.2

2.2

1.8

1.1

2.2

1.8

2.5

0.4

0.4

1.1

2.7

11.2

10.7

10.7

10.7

11.4

11.2

11.4

11.4

11.8

6.0

4.2

4.7

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとり親家庭休養ホーム事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進

給付金

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練

給付金

母子及び父子福祉資金

母子・父子自立支援プログラム策定事業

東京都ひとり親家庭支援センター（はあと）へ

の相談

母子・父子自立支援員への相談

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ひとり親家庭等医療費助成

児童育成手当

児童扶養手当

生活保護

利用したことがある
必要がないので、利用したことがない
制度を知らなかった（制度がなかった）ので、利用したことがない
利用要件（所得等）を満たしていないので、利用したことがない
その他の理由で利用したことがない
無回答

総数（448世帯）
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  スス  帰帰宅宅時時間間  

  ○ 帰宅時間をみると、母子世帯は「午後 6 時～6 時 59 分まで」が最も多くなっています。

働いている母全体と比較すると、午後 4 時 59 分以前に帰宅する割合が低く、午後 7 時以

降に帰宅する割合が高い（帰宅時間が遅い）傾向にあります。 

    父子世帯では、「午後 7 時～7 時 59 分まで」が最も多く、母子世帯より帰宅時間が遅く

なっていますが、働いている父全体と比較すると、帰宅時間は早い傾向にあります。 

 

図表 19 母子世帯・父子世帯別 帰宅時間の状況（東京 令和 4 年度） 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 

 

  セセ  子子育育ててををししややすすくくすするるたためめにに必必要要ななもものの  

  ○ 子育てをしやすくするために必要なものとして、「子育てに理解のある職場環境の整備」

が母子世帯 41.4％・父子世帯 34.3％、「児童手当など経済的な手当の充実」が母子世帯

31.9％・父子世帯 40.0％、「仕事の時間を短縮したり、ずらしたりする制度」が母子世帯

37.4％・父子世帯 31.4％となっており、割合の高い項目は共通しています。 

  

1.6%

5.7%

21.3%

10.7%

3.9%

0.0%

23.4%

19.5%

14.4%

22.9%

26.7%

29.1%

19.0%

28.6%

9.4%

17.9%

16.8%

17.1%

3.6%

9.1%

13.5%

8.6%

1.1%

2.1%

17.4%

5.7%

1.6%

3.2%

9.7%

5.7%

10.9%

6.1%

3.7%

5.7%

2.1%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

働いている父全体

（2,382世帯）

父子世帯

（35世帯）

働いている母全体

（1,999世帯）

母子世帯

（374世帯）

～午後4時59分 午後5時～5時59分 午後6時～6時59分

午後7時～7時59分 午後8時～8時59分 午後9時～9時59分

午後10時～ 自宅就労 無回答
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図表 子育てをしやすくするために必要なもの（東京 令和 年度）※複数回答

 
資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

ソソ 困困っってていいるるこことと

○ 現在困っていることについて回答が多いものとして、母子世帯では「家計」が ％、

「子供の教育・進路・就職」が ％となっており、父子世帯では「子供の教育・進路・

就職」が ％、「家事」が ％となっています。

無回答

特にない

その他

子供の遊び場環境の整備

男女が共に子育てに携わる意識啓発

社会全体で子育てを応援する機運の醸成

子育て家庭の住宅環境の整備

出産や子育てに関する情報提供や相談の場の整備

求職中に子供を預けられるサービスの整備

小学生の子供を預けられるサービスの整備

夜間・休日を問わず、子供を預けられる保育サービスの整備

子供が病気やけがをしたときに休暇をとれる制度の充実

出産・育児のために退職した人が復帰できる制度の充実

職場内保育施設の整備

児童手当など経済的な手当の充実

子育てに理解のある職場環境の整備

育児休業制度の普及

仕事の時間を短縮したり、ずらしたりする制度

母子世帯（ 世帯） 父子世帯（ 世帯）
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  スス  帰帰宅宅時時間間  

  ○ 帰宅時間をみると、母子世帯は「午後 6 時～6 時 59 分まで」が最も多くなっています。

働いている母全体と比較すると、午後 4 時 59 分以前に帰宅する割合が低く、午後 7 時以

降に帰宅する割合が高い（帰宅時間が遅い）傾向にあります。 

    父子世帯では、「午後 7 時～7 時 59 分まで」が最も多く、母子世帯より帰宅時間が遅く

なっていますが、働いている父全体と比較すると、帰宅時間は早い傾向にあります。 

 

図表 19 母子世帯・父子世帯別 帰宅時間の状況（東京 令和 4 年度） 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 

 

  セセ  子子育育ててををししややすすくくすするるたためめにに必必要要ななもものの  

  ○ 子育てをしやすくするために必要なものとして、「子育てに理解のある職場環境の整備」

が母子世帯 41.4％・父子世帯 34.3％、「児童手当など経済的な手当の充実」が母子世帯

31.9％・父子世帯 40.0％、「仕事の時間を短縮したり、ずらしたりする制度」が母子世帯

37.4％・父子世帯 31.4％となっており、割合の高い項目は共通しています。 

  

1.6%

5.7%

21.3%

10.7%

3.9%

0.0%

23.4%

19.5%

14.4%

22.9%

26.7%

29.1%

19.0%

28.6%

9.4%

17.9%

16.8%

17.1%

3.6%

9.1%

13.5%

8.6%

1.1%

2.1%

17.4%

5.7%

1.6%

3.2%

9.7%

5.7%

10.9%

6.1%

3.7%

5.7%

2.1%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

働いている父全体

（2,382世帯）

父子世帯

（35世帯）

働いている母全体

（1,999世帯）

母子世帯

（374世帯）

～午後4時59分 午後5時～5時59分 午後6時～6時59分

午後7時～7時59分 午後8時～8時59分 午後9時～9時59分

午後10時～ 自宅就労 無回答



-18-

表 母子世帯・父子世帯別 現在困っていること（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

タタ 相相談談相相手手

○ 相談相手の有無については、ひとり親世帯では「いる」とした割合が ％でした。ま

た、「相談相手がいないのでほしい」という回答が、母子世帯（ ％）、父子世帯（ ％）

とも、両親世帯（ ％）に比べて高くなっています。一方、「（相談相手は）必要ない」と

いう回答は、父子世帯が ％と、両親世帯（ ％）や母子世帯（ ％）に比べて高

くなっています。

○ 具体的な相談相手として、ひとり親世帯では、「友人」（ ％）や「職場の人」（ ％）、

「自分や配偶者の親以外の家族や親族」（ ％）の割合が、両親世帯に比べて高くなっ

ています。（図表 ）

その他

社会的偏見（世間体）について

子供の教育・進路・就職について

子供の世話について

親族の健康・介護について

健康について

家事について

住居について

仕事について

家計について

母子世帯（ 世帯） 父子世帯（ 世帯）
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図表 ひとり親世帯・両親世帯別 相談相手（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 「相談相手がいないのでほしい」と回答した世帯のうち、相談したい相手をみると、ひ

とり親世帯では「友人」（ ％）、「親以外の家族や親族」（ ％）、「病院の医師、看護

師」（ ％）などが高い割合となっており、いずれも両親世帯より高くなっています。

（図表 ）

図表 ひとり親世帯・両親世帯別 相談したい相手（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

無回答

その他

インターネット（掲示板等）

民間の相談窓口の相談員

公的機関の相談員

保健所・保健センターの保健師

病院の医師、看護師

隣近所の人

職場の人

子供の保育所や幼稚園、学校等を通じて親しくなった人

友人

塾や習い事の先生

保育所や幼稚園、学校等の先生

親以外の家族や親族

自分や配偶者の親

配偶者

ひとり親世帯（ 世帯）

両親世帯（ 世帯）

無回答

その他

インターネット（ 等）

民間の相談窓口の相談員

公的機関の相談員

保健所・保健センターの保健師

病院の医師、看護師

隣近所の人

職場の人

子供の保育所や幼稚園、学校等を通じて親しくなった人

友人

塾や習い事の先生

保育所や幼稚園、学校等の先生

親以外の家族や親族

自分や配偶者の親

配偶者

ひとり親世帯（ 世帯）

両親世帯（ 世帯）

（％）

（％）

表 母子世帯・父子世帯別 現在困っていること（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

タタ 相相談談相相手手

○ 相談相手の有無については、ひとり親世帯では「いる」とした割合が ％でした。ま

た、「相談相手がいないのでほしい」という回答が、母子世帯（ ％）、父子世帯（ ％）

とも、両親世帯（ ％）に比べて高くなっています。一方、「（相談相手は）必要ない」と

いう回答は、父子世帯が ％と、両親世帯（ ％）や母子世帯（ ％）に比べて高

くなっています。

○ 具体的な相談相手として、ひとり親世帯では、「友人」（ ％）や「職場の人」（ ％）、

「自分や配偶者の親以外の家族や親族」（ ％）の割合が、両親世帯に比べて高くなっ

ています。（図表 ）

その他

社会的偏見（世間体）について

子供の教育・進路・就職について

子供の世話について

親族の健康・介護について

健康について

家事について

住居について

仕事について

家計について

母子世帯（ 世帯） 父子世帯（ 世帯）



-20-

20 
 

（（44））  ひひととりり親親家家庭庭のの周周囲囲ととののつつななががりり  

  令和５年度に実施した「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」では、「ひとり親家庭の周

囲とのつながり」をテーマに、ひとり親支援や当事者団体とのつながりや、現在の生活に関す

る悩み、その解決のために行うことなどについて、アンケートを実施しました。 

 

  アア  家家庭庭内内ののつつななががりり  

○ 子供と過ごす時間について、母子世帯では「十分にとれていない」との回答が多く、母

では 54.8％、父では 41.2％となっています。就業状況別にみると、母子世帯では、正規

職員で特に「十分に取れていない」との回答割合が高まる傾向にあり、父子世帯では自営

業・家業の割合が高い傾向です。 

 

図表 24 母子世帯・父子世帯別 子供と過ごす時間（東京 令和 5 年度） 

 
資料：東京都福祉局「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」 

 

○ 子供との会話については、母は 49.4％、父は 70.6％が「十分にできている」と回答し

ています。 

 

  イイ  他他ののひひととりり親親のの仲仲間間・・友友人人ととののつつななががりり  

○ ひとり親の仲間・友人がいるかについて、母では 51.3％、父では 29.4％が「いる」と

回答しています。ひとり親になってからの期間別にみると、ひとり親の期間が「１～３年」

の父は、「いない」の回答割合が 100.0％でした。 

 

○ ひとり親の仲間・友人が「いる」と回答した世帯のうち、知り合った時期については、

母では「ひとり親になる前から」と「ひとり親になってから」の割合はほぼ同数で、約 42％

となっています。父については、80.0％でした。 

30.8

37.6

47.9

60.7

66.7

90.9

42.9

75.0

69.2

62.4

52.1

39.3

33.3

9.1

57.1

25.0

0% 50% 100%

正規職員

派遣・契約社員

非常勤・パート・アルバイト

自営業・家業

無職（求職中）

無職（求職していない）

学生

その他

母母子子世世帯帯（（625世世帯帯））

子供と過ごす時間が十分にとれている

〃十分にはとれていない

50.0

100.0

75.0

40.0

100.0

50.0

0.0

25.0

60.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%100%

正規職員

派遣・契約社員

非常勤・パート・アルバイト

自営業・家業

無職（求職中）

父父子子世世帯帯（（17世世帯帯））

子供と過ごす時間が十分にとれている

〃十分にはとれていない



-21-

21 
 

○ ひとり親の仲間・友人が「いない」と回答した世帯について、その理由を尋ねたところ、

母では、「機会がない」が 59.3％と最も多く、次いで「出会い方がわからない」が 41.3％、

「交流する時間がない」が 37.8％となっています。 

一方、父では「機会がない」が 100.0％と最も多く、次いで「出会い方がわからない」

が 66.7％となっています。 

また、調査項目の最後に設けた自由意見欄にも、「周りにひとり親がいない」「ひとり親

の交流イベントが少ない上、シングルファザーがほぼ来ない」などの意見がありました。 

 

図表 25 母子世帯・父子世帯別 ひとり親の仲間・友人がいない理由（東京 令和 5 年度）※複数回答 

 

資料：東京都福祉局「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」 

 

  ウウ  相相談談窓窓口口ととののつつななががりり  

○ 行政の相談窓口について、母の 63.1％、父の 81.3％は「相談したことがある」と回答

しています。 

 

○ 行政に相談しにくい（しにくいかった）理由としては、「相談しても解決しないと思う・

解決しなかった」が 44.2％、「時間が合わない」が 38.8％となっています。 

 

  エエ  情情報報ととののつつななががりり（（困困りりごごととのの解解決決方方法法・・支支援援施施策策等等のの認認知知経経路路））  

○ 悩んだり、困ったりしたときの解決方法としては、「インターネット・SNS で情報収集」

が最も多く 42.9％、次いで「友人に相談」が 24.5％、「行政に相談」が 14.2％、「家族

に相談」が 12.7％となっています。 

 

 
 

8.3 

8.3 

66.7 

41.7 

100.0 

8.3 

7.1 

15.4 

41.3 

37.8 

59.3 

13.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

その他

ひとり親であることを知られたくない

仲間・友人との出会い方がわからない

仲間・友人と交流する時間がない

仲間・友人を作る機会がない

ひとり親の仲間や友人は必要ない

母子世帯（Ｎ＝312）

父子世帯（Ｎ＝12）

（％） 
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（（44））  ひひととりり親親家家庭庭のの周周囲囲ととののつつななががりり  

  令和５年度に実施した「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」では、「ひとり親家庭の周

囲とのつながり」をテーマに、ひとり親支援や当事者団体とのつながりや、現在の生活に関す

る悩み、その解決のために行うことなどについて、アンケートを実施しました。 

 

  アア  家家庭庭内内ののつつななががりり  

○ 子供と過ごす時間について、母子世帯では「十分にとれていない」との回答が多く、母

では 54.8％、父では 41.2％となっています。就業状況別にみると、母子世帯では、正規

職員で特に「十分に取れていない」との回答割合が高まる傾向にあり、父子世帯では自営

業・家業の割合が高い傾向です。 

 

図表 24 母子世帯・父子世帯別 子供と過ごす時間（東京 令和 5 年度） 

 
資料：東京都福祉局「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」 

 

○ 子供との会話については、母は 49.4％、父は 70.6％が「十分にできている」と回答し

ています。 

 

  イイ  他他ののひひととりり親親のの仲仲間間・・友友人人ととののつつななががりり  

○ ひとり親の仲間・友人がいるかについて、母では 51.3％、父では 29.4％が「いる」と

回答しています。ひとり親になってからの期間別にみると、ひとり親の期間が「１～３年」

の父は、「いない」の回答割合が 100.0％でした。 

 

○ ひとり親の仲間・友人が「いる」と回答した世帯のうち、知り合った時期については、

母では「ひとり親になる前から」と「ひとり親になってから」の割合はほぼ同数で、約 42％

となっています。父については、80.0％でした。 

30.8

37.6

47.9

60.7

66.7

90.9

42.9

75.0

69.2

62.4

52.1

39.3

33.3

9.1

57.1

25.0

0% 50% 100%

正規職員

派遣・契約社員

非常勤・パート・アルバイト

自営業・家業

無職（求職中）

無職（求職していない）

学生

その他

母母子子世世帯帯（（625世世帯帯））

子供と過ごす時間が十分にとれている

〃十分にはとれていない

50.0

100.0

75.0

40.0

100.0

50.0

0.0

25.0

60.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%100%

正規職員

派遣・契約社員

非常勤・パート・アルバイト

自営業・家業

無職（求職中）

父父子子世世帯帯（（17世世帯帯））

子供と過ごす時間が十分にとれている

〃十分にはとれていない
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○ また、支援策等をどのように知ったか（認知経路）について尋ねたところ、母子世帯、

父子世帯ともに「インターネット・SNS」が最も多く、次いで、「行政窓口等で、職員から

聞いた」が次点となっています。 

 

図表 26 母子世帯・父子世帯別 支援施策等の認知経路（東京 令和 5 年度）※複数回答 

 

資料：東京都福祉局「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」 

  

0.0%

100.0%

33.3%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

100.0%

8.4%

39.3%

2.8%

19.6%

18.7%

16.8%

3.7%

77.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

口コミ

行政窓口等で、職員から聞いた

病院・医療機関・保育所等で聞いた

チラシ・ポスター

地域の広報誌

保育所・学校からのお便り

テレビ・雑誌

インターネット・SNS

母子世帯（Ｎ＝107） 父子世帯（Ｎ＝3）
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（（55））  生生活活保保護護受受給給世世帯帯のの状状況況  

  ○ 生活保護を受ける母子世帯の数は、近年は減少が続いています。令和６年 7 月時点で、

生活保護を受けている母子世帯は 7,131 世帯、そのうち母が働いている世帯は 2,953 世

帯で、約４割を占めています。 

 

図表 27 生活保護受給世帯の推移（東京 平成 27～令和 6 年 各年 7 月時点） 

 
資料：東京都福祉保健局 月報（福祉・衛生行政統計）、東京都福祉局 福祉局月報（令和 6 年７月～） 

 

  ○ 令和４年 9 月に保護を開始した母子世帯は 50 世帯で、主な理由は、「年金・仕送り等の

減少・喪失／貯金等の減少・喪失」（22 世帯）、「働いていた者の離別等」（8 世帯）、「就労

収入の減少・喪失／その他の働きによる収入の減少」（5 世帯）等となっています。 

 

  ○ 令和４年 9 月に保護を廃止した母子世帯は 91 世帯で、主な理由は、「働きによる収入

の増加・取得」（15 世帯）、「親類・縁者等の引取」（13 世帯）等となっています。 

資料：東京都福祉保健局 年報（福祉・衛生行政統計） 
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○ また、支援策等をどのように知ったか（認知経路）について尋ねたところ、母子世帯、

父子世帯ともに「インターネット・SNS」が最も多く、次いで、「行政窓口等で、職員から

聞いた」が次点となっています。 

 

図表 26 母子世帯・父子世帯別 支援施策等の認知経路（東京 令和 5 年度）※複数回答 

 

資料：東京都福祉局「ひとり親家庭の相談状況等に関する調査」 
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（（６６））  子子供供のの貧貧困困  

アア  相相対対的的貧貧困困率率  

○「相対的貧困率」は、国民一人当たりの可処分所得を高い順に並べ、その中央値の半分に

満たない人の割合をいいます。 

 

○ 令和３年の相対的貧困率は 15.4％で、うち 17 歳以下の子供の貧困率は 11.5％となっ

ており、平成 30 年調査と比べると、いずれも数値が下がっています。 

 

イイ  子子供供ののいいるる現現役役世世帯帯のの相相対対的的貧貧困困率率  

 ○ 子供がいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満）の相対的貧困率をみると、令和

3 年は 10.6％となっています。 

 

○ そのうち、大人が 2 人以上いる世帯は 8.6%であるのに対し、大人が 1 人の世帯では

44.5％となっており、ひとり親世帯の相対的貧困率が高いことがうかがえます。 

 

○ 諸外国との比較では、相対的貧困率はデータが公表されている OECD 加盟国中９番目

に高いほか、ひとり親世帯の相対的貧困率については、５番目に高くなっています。 

図表 28 相対的貧困率の年次推移（全国） 

区分  

平成 27 年 平成 30 年（2018） 令和 3 年 

（2015） 旧基準 新基準 （2021） 

相対的貧困率 15.70% 15.40% 15.70% 15.40% 

子供の貧困率 13.90% 13.50% 14.00% 11.50% 

子供がいる現役世帯 12.90% 12.60% 13.10% 10.60% 

 
大人が 1 人 50.80% 48.10% 48.30% 44.50% 

大人が 2 人以上 10.70% 10.70% 11.20% 8.60% 

 

注 1：相対的貧困率とは、OECD の作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方

根で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合を算出したものを用いて算出 

注２：平成 27 年の数値は熊本県を除いたもの 

注３：平成 30 年の「新基準」は、平成 27 年に改定された OECD の所得定義の新たな基準で、従来の可処分

所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたも

のである。 

注４：令和 3 年からは、新基準の数値である。 

注 5：大人とは 18 歳以上の者、子供とは 17 歳以下の者、現役世帯とは世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世

帯をいう。 

注 6：等価可処分所得金額が不詳の世帯員は除く。 

資料：厚生労働省「令和４年 国民生活基礎調査」 
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参考 貧困率の国際比較

資料：こども家庭庁「こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援の現状について」

以下こども家庭庁「こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援の現状について」より

（注１）「相対的貧困率」及び「こどもの貧困率」の出典は ”Income Distribution Database”。

「こどもがいる世帯の貧困率」の出典は “Child poverty”。いずれも

年７月 日閲覧。

（注２）「相対的貧困率」、「こどもの貧困率」及び「こどもがいる世帯の貧困率」の日本の数値は、 年

国民生活基礎調査（厚生労働省）に基づく 年のデータであり、 年に改定された の

新たな所得定義に基づく数値。

（注３）「相対的貧困率」及び「こどもの貧困率」のチリ及びアイスランドは 年、デンマーク、フラ

ンス、ドイツ、スロバキア、スイス及びトルコは 年、コスタリカ、フィンランド、日本、ノルウ

ェー及びスウェーデンは 年、それ以外の国は 年の数値。コロンビアは数値なし。

（注４）「こどもがいる世帯の貧困率」のニュージーランドは 年、オランダは 年、チリ、デ

ンマーク、ハンガリー、アイスランド、スイス及びアメリカは 年、カナダ、ラトビア、スウェー

デン及びイギリスは 年、コスタリカは 年、日本は 年、それ以外の国は 年の

数値。大人が一人のこどもがいる世帯の貧困率のスイスの数値は データベース上０％となってい

るが、有効な数値か不明なため数値なしとしている。コロンビアは数値なし。

（注５）各項目の 平均は、 か国（「こどもがいる世帯の貧困率」の「大人が一人」については

か国）の単純平均。
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（（６６））  子子供供のの貧貧困困  

アア  相相対対的的貧貧困困率率  

○「相対的貧困率」は、国民一人当たりの可処分所得を高い順に並べ、その中央値の半分に

満たない人の割合をいいます。 

 

○ 令和３年の相対的貧困率は 15.4％で、うち 17 歳以下の子供の貧困率は 11.5％となっ

ており、平成 30 年調査と比べると、いずれも数値が下がっています。 

 

イイ  子子供供ののいいるる現現役役世世帯帯のの相相対対的的貧貧困困率率  

 ○ 子供がいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満）の相対的貧困率をみると、令和

3 年は 10.6％となっています。 

 

○ そのうち、大人が 2 人以上いる世帯は 8.6%であるのに対し、大人が 1 人の世帯では

44.5％となっており、ひとり親世帯の相対的貧困率が高いことがうかがえます。 

 

○ 諸外国との比較では、相対的貧困率はデータが公表されている OECD 加盟国中９番目

に高いほか、ひとり親世帯の相対的貧困率については、５番目に高くなっています。 

図表 28 相対的貧困率の年次推移（全国） 

区分  

平成 27 年 平成 30 年（2018） 令和 3 年 

（2015） 旧基準 新基準 （2021） 

相対的貧困率 15.70% 15.40% 15.70% 15.40% 

子供の貧困率 13.90% 13.50% 14.00% 11.50% 

子供がいる現役世帯 12.90% 12.60% 13.10% 10.60% 

 
大人が 1 人 50.80% 48.10% 48.30% 44.50% 

大人が 2 人以上 10.70% 10.70% 11.20% 8.60% 

 

注 1：相対的貧困率とは、OECD の作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方

根で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合を算出したものを用いて算出 

注２：平成 27 年の数値は熊本県を除いたもの 

注３：平成 30 年の「新基準」は、平成 27 年に改定された OECD の所得定義の新たな基準で、従来の可処分

所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたも

のである。 

注４：令和 3 年からは、新基準の数値である。 

注 5：大人とは 18 歳以上の者、子供とは 17 歳以下の者、現役世帯とは世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世

帯をいう。 

注 6：等価可処分所得金額が不詳の世帯員は除く。 

資料：厚生労働省「令和４年 国民生活基礎調査」 
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３ ひとり親家庭を対象とした支援機関の状況

（（ ）） 国国・・都都のの支支援援機機関関

アア 国国のの支支援援機機関関

○ 生活保護受給者や児童扶養手当等受給者に対し、福祉事務所等とハローワークが連携し

て支援を行う「生活保護受給者等就労自立促進事業」については、令和５年度には か

所（ 区 市）で実施されています。

○ また、ハローワークや、子育て中の女性やひとり親等の求職者のための専門職業相談窓

口として、マザーズハローワークも活用されています。都内には、マザーズハローワーク

が か所、マザーズコーナーが か所設置されています。

イイ 都都のの支支援援機機関関

○ ひとり親家庭への支援として、都は、東京都ひとり親家庭支援センター（はあと・はあ

と多摩）を設置し、一般的な相談から養育費・親子交流などの専門的な支援まで総合的に

支援する体制を整備しています。

○ 就業支援については、東京しごとセンターにおいて、一人ひとりの適性や状況を踏まえ

たきめ細かなキャリアカウンセリングを実施するほか、各種セミナーや能力開発、職業紹

介などを行うことで、就職活動を支援しています。

○ また、東京しごとセンター内の「女性しごと応援テラス」において、家庭と両立

しながら仕事に就きたいと考えている女性などを対象に、再就職支援を実施しています。

○ 東京都ひとり親家庭支援センター（はあと飯田橋）は、東京しごとセンター内に

設置され、連携しながら、ひとり親家庭の親と子を対象に、個々の家庭の状況に応じたき

め細かな就業支援を実施しています。

○ などに悩む世帯への支援としては、女性相談支援センターによる相談や、東京ウィ

メンズプラザにおける相談や心理的サポートのための講座等を実施しています。
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ココララムム ママザザーーズズハハロローーワワーーククのの就就労労支支援援ににつついいてて

〇 都内 ケ所のマザーズハローワーク、 ケ所のハローワーク内にあるマザーズコー

ナーでは、ひとり親の求職者に対し、担当者制できめ細かな支援を行っています。

〇 マザーズハローワークを利用し就職された方の例をご紹介します。生活保護を受給し

ながら、小学生と幼児の子ども 人を育てるひとり親の方。経済的自立を目指し、好

条件の事務職求人を求めて来所されました。窓口相談を重ねつつ、就職活動のノウハウ

を学ぶセミナー、パソコン講習、応募書類の添削、就職面接会とあらゆる支援メニュー

を活用し、未経験でありながら、自宅近辺で月額 万円の事務職での正社員採用を見

事勝ち取りました。タイミングの妙もありましたが、本人の意欲と多彩な支援メニュー

が実を結んだ結果です。

このように、マザーズハローワークでは多彩な支援メニューを用意し、個々の求職者

の課題に応じた支援を行うとともに、多様な就労ニーズに対応するため、仕事と子育て

を両立しやすい求人の確保に努めています。子ども連れでも安心して利用できるよう、

室内にはキッズコーナーや授乳室を設置しています。

〇 令和 年 月 日に 渋谷駅直結の大規模複合施設「渋谷サクラステージ」に移

転しリニューアルオープンした「マザーズハローワーク東京」では、これらのサービス

に加え、求職者の経済的負担を軽減するため、面接用のスーツ・靴・バッグ等のレンタ

ルも行っており、好評を博しています。

ベビーカーも入れる広々とした相談スペース マザーズハローワーク東京の入る渋谷サクラステージ

係員が常駐するキッズコーナー マザーズハローワーク東京の面接用レンタルグッズ

３ ひとり親家庭を対象とした支援機関の状況

（（ ）） 国国・・都都のの支支援援機機関関

アア 国国のの支支援援機機関関

○ 生活保護受給者や児童扶養手当等受給者に対し、福祉事務所等とハローワークが連携し

て支援を行う「生活保護受給者等就労自立促進事業」については、令和５年度には か

所（ 区 市）で実施されています。

○ また、ハローワークや、子育て中の女性やひとり親等の求職者のための専門職業相談窓

口として、マザーズハローワークも活用されています。都内には、マザーズハローワーク

が か所、マザーズコーナーが か所設置されています。

イイ 都都のの支支援援機機関関

○ ひとり親家庭への支援として、都は、東京都ひとり親家庭支援センター（はあと・はあ

と多摩）を設置し、一般的な相談から養育費・親子交流などの専門的な支援まで総合的に

支援する体制を整備しています。

○ 就業支援については、東京しごとセンターにおいて、一人ひとりの適性や状況を踏まえ

たきめ細かなキャリアカウンセリングを実施するほか、各種セミナーや能力開発、職業紹

介などを行うことで、就職活動を支援しています。

○ また、東京しごとセンター内の「女性しごと応援テラス」において、家庭と両立

しながら仕事に就きたいと考えている女性などを対象に、再就職支援を実施しています。

○ 東京都ひとり親家庭支援センター（はあと飯田橋）は、東京しごとセンター内に

設置され、連携しながら、ひとり親家庭の親と子を対象に、個々の家庭の状況に応じたき

め細かな就業支援を実施しています。

○ などに悩む世帯への支援としては、女性相談支援センターによる相談や、東京ウィ

メンズプラザにおける相談や心理的サポートのための講座等を実施しています。
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（（22））  地地域域ににおおけけるるひひととりり親親家家庭庭のの支支援援従従事事者者  

  アア  母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員44  

  ○ ひとり親家庭への支援の中心となるのは、区市の福祉事務所等に配置された母子・父子

自立支援員です。都では、全ての区市及び西多摩福祉事務所、島しょ部支庁に配置されて

います。 

 

  ○ 令和６年４月 1 日現在、都内の母子・父子自立支援員の数は 234 人（区部 148 人、市

町村部 86 人）です。うち 177 人が女性相談支援員5と兼務しています。 

 

  ○ 令和５年度における新規の相談件数は、61,231 件となっています。 

 
図表 29 年度中の新規相談件数について（東京 令和元～５年度）

 

資料：東京都福祉局調べ 

 
  イイ  母母子子・・父父子子自自立立支支援援ププロロググララムム策策定定員員ななどど  

  ○ ひとり親家庭の自立に向け、より就業に関する支援を強化するため、区市等に母子・父

子自立支援プログラム策定員6や就業支援専門員7を配置し、母子・父子自立支援員と連携

しながら支援を行っています。 

 

  ○ 令和 6 年 4 月 1 日現在、都内の母子・父子自立支援プログラム策定員は 91 人（区部

32 人、市町村部 59 人）、就業支援専門員は 16 人（区部 6 人、市町村部 10 人）です。 

 
4 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 8 条に基づき都知事や区市長に委嘱を受けて、ひとり親家庭の相

談に応じ、支援を行う。 
5 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、困難な問題を抱える女性について、その

発見に 

努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する。 
6 経済的自立を促進するため、自立計画（自立支援プログラム）の作成など、就業に結びつく支援を

行う。 
7 福祉事務所に配置し、母子・父子自立支援員やハローワークと連携した包括的な就業支援を行う。 
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（（33））  民民間間のの支支援援機機関関  

○ 東京都内には、ひとり親家庭を支援する多くの民間団体が存在します。それぞれが、民

間団体ならではの特色ある支援を行っています。 

 
○ ひとり親当事者による団体では、当事者目線に立った相談・支援や、イベントを主催し

ており、食糧支援などの生活支援や、子供たちが多様な体験機会を得られるよう、自然体

験や行事を行う団体もあります。 
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（（22））  地地域域ににおおけけるるひひととりり親親家家庭庭のの支支援援従従事事者者  

  アア  母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員44  

  ○ ひとり親家庭への支援の中心となるのは、区市の福祉事務所等に配置された母子・父子

自立支援員です。都では、全ての区市及び西多摩福祉事務所、島しょ部支庁に配置されて

います。 

 

  ○ 令和６年４月 1 日現在、都内の母子・父子自立支援員の数は 234 人（区部 148 人、市

町村部 86 人）です。うち 177 人が女性相談支援員5と兼務しています。 

 

  ○ 令和５年度における新規の相談件数は、61,231 件となっています。 

 
図表 29 年度中の新規相談件数について（東京 令和元～５年度）

 

資料：東京都福祉局調べ 

 
  イイ  母母子子・・父父子子自自立立支支援援ププロロググララムム策策定定員員ななどど  

  ○ ひとり親家庭の自立に向け、より就業に関する支援を強化するため、区市等に母子・父

子自立支援プログラム策定員6や就業支援専門員7を配置し、母子・父子自立支援員と連携

しながら支援を行っています。 

 

  ○ 令和 6 年 4 月 1 日現在、都内の母子・父子自立支援プログラム策定員は 91 人（区部

32 人、市町村部 59 人）、就業支援専門員は 16 人（区部 6 人、市町村部 10 人）です。 

 
4 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 8 条に基づき都知事や区市長に委嘱を受けて、ひとり親家庭の相

談に応じ、支援を行う。 
5 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、困難な問題を抱える女性について、その

発見に 

努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する。 
6 経済的自立を促進するため、自立計画（自立支援プログラム）の作成など、就業に結びつく支援を

行う。 
7 福祉事務所に配置し、母子・父子自立支援員やハローワークと連携した包括的な就業支援を行う。 
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〇 ひとり親家庭を取り巻く状況を踏まえ、次の５つの視点から計画を策定します。

１ 支援が必要なひとり親家庭とつながり、地域全体で切れ目なく支援

ひとり親家庭を取り巻く環境は、子供にとってもひとり親にとっても、第４期計画策定時と
比較し、大きく変化しています。

第第２２章章 第第５５期期計計画画策策定定にに当当たたっっててのの視視点点

〇 都内の自治体において、民間団体と協働した女性支援の取組が進められているほか、
「妊産婦等生活援助事業」による相談や居場所の提供も始まっています。

〇 また、都及び児童相談所設置区において、「社会的養護自立支援拠点事業」の設置が進
んでおり、社会的養護経験者等に相談や居場所の提供を実施しています。

〇 これらの事業は、ひとり親家庭の直接的な相談窓口ではなく、設置主体や運営方法等
により相談窓口や支援内容も異なりますが、様々な困難を抱えて必要な支援につながっ
た人を連携して支えていくことが重要です。

〇 第５期計画においては、「ひとり親になる前の妊娠期からの切れ目ない支援」を新たな
視点として加えています。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる新新たたなな視視点点

【【第第４４期期計計画画策策定定以以降降のの動動きき】】
〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「困困難難なな問問題題をを抱抱ええるる女女性性へへのの支支援援にに関関すするる法法律律」」施施行行
・ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が

安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とした法律
 ・ 民間団体との協働による支援についても規定

〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「改改正正児児童童福福祉祉法法」」施施行行
・ 全ての妊産婦・子育て世帯・子供の包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置
・ 家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等を支援する「妊産婦等生活援助事業」の創設
・ 社会的養護経験者等の交流や相談支援を行う「社会的養護自立支援拠点事業」の創設 等

〇  支援が必要なひとり親家庭が必ずしも相談窓口につながっていないのではない
か、との指摘もあることから、様々な機関で支援が必要な家庭を把握し、地域全
体で連携して支援を行います。

〇 未婚の特定妊婦等に対しては、妊娠期から母子保健部門と児童福祉部門が連携
して支援し、ひとり親家庭への支援につなげます。

〇 ひとり親家庭を対象とした相談窓口や支援機関は、ハローワーク等の国機関及
び東京都、区市町村、民間団体など、多岐に渡るため、横断的な情報発信を行う
など、広報・普及啓発の強化を図ります。

〇 ひとり親家庭を支える専門機関を中心に、様々な支援策を活用して重層的に支
援していくため、関係機関の連携を強化し、ひとり親家庭の自立を総合的に支援
していきます。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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ひひととりり親親家家庭庭支支援援  

【【地地域域全全体体ででのの連連携携支支援援】】  

・子供食堂や学習支援等を活用した
要支援家庭の把握 
・区市町村の窓口や母子生活支援施
設等の支援者の資質向上 
・東京都ひとり親家庭支援センター
と区市町村窓口の連携 
・要保護児童対策地域協議会や支援
調整会議の活用 

【【未未婚婚のの特特定定妊妊婦婦等等へへのの支支援援】】  

  

・民間事業者と連携した特定妊婦等へ
の支援 
・女性自立支援施設での心理的ケアや
産前産後の生活支援 
・母子生活支援施設における母子や妊
産婦への育児・家事支援 

【【広広報報・・普普及及啓啓発発のの強強化化】】  

  

・ひとり親家庭向けポータルサイトの
運用 
・区市町村が取り組む広報への支援 

【【ひひととりり親親同同士士ののつつななががりり支支援援】】  

・東京都ひとり親家庭支援センターで
実施しているひとり親グループ相談会
の活用 
・地域の民間団体等の活用 

〇 ひとり親家庭を取り巻く状況を踏まえ、次の５つの視点から計画を策定します。

１ 支援が必要なひとり親家庭とつながり、地域全体で切れ目なく支援

ひとり親家庭を取り巻く環境は、子供にとってもひとり親にとっても、第４期計画策定時と
比較し、大きく変化しています。

第第２２章章 第第５５期期計計画画策策定定にに当当たたっっててのの視視点点

〇 都内の自治体において、民間団体と協働した女性支援の取組が進められているほか、
「妊産婦等生活援助事業」による相談や居場所の提供も始まっています。

〇 また、都及び児童相談所設置区において、「社会的養護自立支援拠点事業」の設置が進
んでおり、社会的養護経験者等に相談や居場所の提供を実施しています。

〇 これらの事業は、ひとり親家庭の直接的な相談窓口ではなく、設置主体や運営方法等
により相談窓口や支援内容も異なりますが、様々な困難を抱えて必要な支援につながっ
た人を連携して支えていくことが重要です。

〇 第５期計画においては、「ひとり親になる前の妊娠期からの切れ目ない支援」を新たな
視点として加えています。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる新新たたなな視視点点

【【第第４４期期計計画画策策定定以以降降のの動動きき】】
〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「困困難難なな問問題題をを抱抱ええるる女女性性へへのの支支援援にに関関すするる法法律律」」施施行行
・ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が

安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とした法律
 ・ 民間団体との協働による支援についても規定

〇〇  令令和和６６年年４４月月  「「改改正正児児童童福福祉祉法法」」施施行行
・ 全ての妊産婦・子育て世帯・子供の包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置
・ 家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等を支援する「妊産婦等生活援助事業」の創設
・ 社会的養護経験者等の交流や相談支援を行う「社会的養護自立支援拠点事業」の創設 等

〇  支援が必要なひとり親家庭が必ずしも相談窓口につながっていないのではない
か、との指摘もあることから、様々な機関で支援が必要な家庭を把握し、地域全
体で連携して支援を行います。

〇 未婚の特定妊婦等に対しては、妊娠期から母子保健部門と児童福祉部門が連携
して支援し、ひとり親家庭への支援につなげます。

〇 ひとり親家庭を対象とした相談窓口や支援機関は、ハローワーク等の国機関及
び東京都、区市町村、民間団体など、多岐に渡るため、横断的な情報発信を行う
など、広報・普及啓発の強化を図ります。

〇 ひとり親家庭を支える専門機関を中心に、様々な支援策を活用して重層的に支
援していくため、関係機関の連携を強化し、ひとり親家庭の自立を総合的に支援
していきます。

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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２ 各家庭の特性・状況に応じた自立に向けての支援

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっってて現現在在困困っってていいるるこことと（（複複数数回回答答））＞＞
〇 ひとり親世帯の困りごとは、母子家庭と父子家庭では大きく異なります。

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっったた理理由由＞＞
〇 ひとり親世帯になった理由は、近年「死別」は１割程度で推移しており、「離婚」が
約７割と最も多くなっています。ひとり親世帯の課題は、ひとり親世帯になった理由に
よって異なり、「離婚」の場合は親子交流や養育費についても課題になります。

〇 母子家庭・父子家庭には、ひとり親家庭に共通する課題に加え、各々の特性
に応じた課題があります。母子家庭・父子家庭の特性やニーズを把握した上
で、それぞれに配慮した施策を進めていきます。

〇 ひとり親家庭は、就業率は高いものの非正規雇用の割合が高く、稼働所得が
低い状況にあります。このため、それぞれの実情に応じた自立目標を立て、個
別的・継続的な就労支援を実施していきます。

〇 ひとり親家庭は、離婚やDV被害などの影響により、精神的な面での回復に時
間を要する場合もあり、それぞれの状況を理解した上で必要な支援を実施して
いきます。

ひひととりり親親家家庭庭のの特特性性・・状状況況

ひひととりり親親家家庭庭のの状状況況はは多多様様でであありり、、そそれれぞぞれれのの特特性性ややニニーーズズをを踏踏ままええたた対対応応
がが必必要要でですす。。

※ 令和４年度「東京都福祉保健基礎調査」より

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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３ 子供の健全育成と将来の自立に向けた支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
上記の動きを踏まえ、第５期計画では以下の見直しを行います。 

 
 
 
 
 
 

 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる主主なな見見直直しし  

① 「子供の居場所づくり」を具体的展開の項目の１つとして位置付け  
②  子供の最善の利益を考慮しながら、安全・安心な親子交流を推進していくた

め、「親子交流支援事業」の支援対象を拡大  
③  ひとり親家庭の中には、ヤングケアラーと思われる子供が存在する可能性が 

あり、対策が必要であることを計画に記載 
 

 
〇 第４期計画策定後、令和３年４月に「東京都こども基本条例」が施行されました。 
〇 「東京都こども基本条例」は、子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益

を最優先にするという基本理念のもと、多岐にわたる子供政策の基本的な視点を盛り
込んでいます。 

〇 国においては、令和５年４月に「こども基本法」が施行されたほか、子供の権利に
関連する法改正が行われています。 

 
 
 

子子供供のの権権利利ななどどにに関関すするる動動きき  

【【第第４４期期計計画画策策定定以以降降のの動動きき】】    
〇〇  令令和和３３年年４４月月  「「東東京京都都ここどどもも基基本本条条例例」」施施行行  
〇〇  令令和和５５年年４４月月  「「ここどどもも基基本本法法」」施施行行  
〇〇  令令和和６６年年５５月月  「「民民法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律」」成成立立  

※ 離婚後の父母の子の養育に関する責務を明確化 
〇〇  令令和和６６年年６６月月  「「子子どどもも・・若若者者育育成成支支援援推推進進法法」」改改正正・・施施行行  

※ 国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記 

※子どもの権利条約：子供の基本的人権を国際的に保障するために定められた条約 

「「子子どどもものの権権利利条条約約」」（※）
の精神にのっとり、子子供供をを権権
利利のの主主体体ととししてて尊尊重重し、子子供供
のの最最善善のの利利益益をを最最優優先先にする
という基本理念を明確化 

子供の安全安心、遊び場、
居場所、学び、意見表明、
参加、権利擁護等多多岐岐ににわわ
たたるる子子供供政政策策のの基基本本的的なな視視
点点をを一一元元的的にに規規定定  

子供施策に係る総総合合的的推推進進体体
制制のの整整備備について規定 

東東京京都都ここどどもも基基本本条条例例  

２ 各家庭の特性・状況に応じた自立に向けての支援

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっってて現現在在困困っってていいるるこことと（（複複数数回回答答））＞＞
〇 ひとり親世帯の困りごとは、母子家庭と父子家庭では大きく異なります。

＜＜ひひととりり親親世世帯帯ににななっったた理理由由＞＞
〇 ひとり親世帯になった理由は、近年「死別」は１割程度で推移しており、「離婚」が
約７割と最も多くなっています。ひとり親世帯の課題は、ひとり親世帯になった理由に
よって異なり、「離婚」の場合は親子交流や養育費についても課題になります。

〇 母子家庭・父子家庭には、ひとり親家庭に共通する課題に加え、各々の特性
に応じた課題があります。母子家庭・父子家庭の特性やニーズを把握した上
で、それぞれに配慮した施策を進めていきます。

〇 ひとり親家庭は、就業率は高いものの非正規雇用の割合が高く、稼働所得が
低い状況にあります。このため、それぞれの実情に応じた自立目標を立て、個
別的・継続的な就労支援を実施していきます。

〇 ひとり親家庭は、離婚やDV被害などの影響により、精神的な面での回復に時
間を要する場合もあり、それぞれの状況を理解した上で必要な支援を実施して
いきます。

ひひととりり親親家家庭庭のの特特性性・・状状況況

ひひととりり親親家家庭庭のの状状況況はは多多様様でであありり、、そそれれぞぞれれのの特特性性ややニニーーズズをを踏踏ままええたた対対応応
がが必必要要でですす。。

※ 令和４年度「東京都福祉保健基礎調査」より

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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【【第第 55 期期計計画画策策定定にに向向けけたた取取組組：：ひひととりり親親家家庭庭のの子子どどももへへののヒヒアアリリンンググ】】

〇 第５期計画策定にあたっては、子供たちの意見を聞き、ひとり親施策に反映させて
いくため、初めて「ひとり親家庭の子供へのヒアリング」を実施しました。

【【子子供供たたちちのの主主なな意意見見】】

✓ きょうだいの世話や家事負担が大きい。
✓ 学習支援や塾の講習費や教材費の負担感がある。
✓ 中高生が自由に利用できる居場所が必要、無料の Wi-Fi が使えるスペースがある

と良い。
✓ 日常的な居場所の中で相談できると良い。
✓ ひとり親家庭であることは友人や家族とも話さない。これからも話したくない。

■■  対対象象
小学校高学年から高校生までの子供 9 人

（小学生６人、中学生２人、高校生１人）

■■  テテーーママ
・ これまで楽しかった活動や遊び、居場所など
・ されて嫌だったことや嫌だった場所、困ったこと
・ あったらいい場所、サポート など

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの生活や将来が、家庭の事情によって左右され
ることのないよう、養育環境の整備や、将来の自立に向けた就業支援、教育の
機会の確保など、子供の健全な育成を支えるための施策を展開していきます。

〇 子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益を最優先にするという、
「東京都こども基本条例」の基本理念に基づき、子供の意見を聞き、子供の権
利の視点に立った施策を実施していきます。

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの多くは、親との離別などの喪失体験を有して
いることから、きめ細かな支援を実施していきます。また、DV や虐待などの
状況に置かれた場合、子供の権利を守りつつ、特別な配慮をしながら、健全育
成を図っていきます

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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４ 子供の貧困の解消に向けた施策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【参参考考：：ここどどもものの貧貧困困解解消消法法】】    
〇 令和６年６月、超党派の議員立法による「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一

部を改正する法律」が公布されました。  
○ 今回の改正においては、こども大綱において、「こどもの貧困を解消し、貧困による

困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたこ
とを踏まえ、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の名称が「こどもの貧困の解消
に向けた対策の推進に関する法律」に改められました。  

○ また、目的や基本理念の充実等が図られ、こども大綱の記述を踏まえて、「目的」及
び「基本理念」において、解消すべき「こどもの貧困」が具体化されるとともに、こど
も貧困大綱において定める指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」が追加されました。 

 
都都ににおおけけるる子子供供のの貧貧困困のの解解消消にに向向けけたた取取組組  

東東京京都都子子供供・・子子育育てて支支援援総総合合計計画画  
※※「「ここどどもものの貧貧困困のの解解消消にに向向けけたた対対策策計計画画」」をを包包含含  

 
教教育育のの支支援援  生生活活のの安安定定にに資資すするるたためめのの支支援援  

保保護護者者にに対対すするる職職業業生生活活のの安安定定とと向向
上上にに資資すするるたためめのの就就労労のの支支援援  経経済済的的支支援援  

東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭自自立立支支援援計計画画  
（（ひひととりり親親家家庭庭をを対対象象ににししたた主主なな取取組組））  

 
相相談談体体制制のの整整備備   

・母子・父子自立支援員による相談・支援 
・ひとり親家庭支援センター事業（生活相談等） 
・ひとり親家庭等生活向上事業（家計管理講習等） 

子子育育てて支支援援・・生生活活のの場場のの整整備備   
・ひとり親家庭等生活向上事業（子供の学習支援） 
・都営住宅の優先入居 
・公社住宅における入居機会の確保 

経経済済的的支支援援   
・児童扶養手当、児童育成手当の支給 
・母子及び父子福祉資金の貸付 
・養育費確保支援事業 ・ひとり親家庭等医療費助成 

就就業業支支援援   
・ひとり親家庭支援センター事業（就業相談等） 
・ひとり親家庭就業推進事業 
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

 
〇  子供の貧困の中でも、特にひとり親家庭の相対的貧困率は高い状況です。ま

た、ひとり親家庭の状況は様々であり、多様なニーズに応えていくことが子供の
貧困の解消につながります。 

 

〇  貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、地域や社会全体で課題を解決する
という認識の下、都における「こどもの貧困の解消に向けた対策計画」を包含す
る「東京都子供・子育て支援総合計画」との整合を図り、福祉、教育、就労など
様々な分野の関係機関と連携しながら、子供の貧困対策を総合的に進めていきま
す。 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性  

合 整整合合  

【【第第 55 期期計計画画策策定定にに向向けけたた取取組組：：ひひととりり親親家家庭庭のの子子どどももへへののヒヒアアリリンンググ】】

〇 第５期計画策定にあたっては、子供たちの意見を聞き、ひとり親施策に反映させて
いくため、初めて「ひとり親家庭の子供へのヒアリング」を実施しました。

【【子子供供たたちちのの主主なな意意見見】】

✓ きょうだいの世話や家事負担が大きい。
✓ 学習支援や塾の講習費や教材費の負担感がある。
✓ 中高生が自由に利用できる居場所が必要、無料の Wi-Fi が使えるスペースがある

と良い。
✓ 日常的な居場所の中で相談できると良い。
✓ ひとり親家庭であることは友人や家族とも話さない。これからも話したくない。

■■  対対象象
小学校高学年から高校生までの子供 9 人

（小学生６人、中学生２人、高校生１人）

■■  テテーーママ
・ これまで楽しかった活動や遊び、居場所など
・ されて嫌だったことや嫌だった場所、困ったこと
・ あったらいい場所、サポート など

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの生活や将来が、家庭の事情によって左右され
ることのないよう、養育環境の整備や、将来の自立に向けた就業支援、教育の
機会の確保など、子供の健全な育成を支えるための施策を展開していきます。

〇 子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益を最優先にするという、
「東京都こども基本条例」の基本理念に基づき、子供の意見を聞き、子供の権
利の視点に立った施策を実施していきます。

〇 ひとり親家庭に育つ子供たちの多くは、親との離別などの喪失体験を有して
いることから、きめ細かな支援を実施していきます。また、DV や虐待などの
状況に置かれた場合、子供の権利を守りつつ、特別な配慮をしながら、健全育
成を図っていきます

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性
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５ 母子生活支援施設の活用促進 

母子生活支援施設は、地域の子育て資源としての役割が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母母子子生生活活支支援援施施設設（（児児童童福福祉祉法法第第 3388 条条にに基基づづくく児児童童福福祉祉施施設設））        
〇  母と子がともに生活しながら専門的支援が受けられる唯一の児童福祉施設 
＜役割＞ 
・ 入所者の自立の促進のための総合的支援（生活・子育て・就労など） 
・ DV 被害者や虐待を受けた児童への支援（心のケアや自己肯定感の回復） 
・ 虐待防止（親子関係に介入し、母子分離をせずに虐待を防止） 
・ 親子関係再統合支援（虐待で母子分離になっていた場合に母と子双方の支援を

通じて安全に再統合を支援） 
・ 退所者へのアフターケア、地域支援 

 
〇  母子生活支援施設の入所理由は「住宅困窮」「夫等の暴力」「経済的困窮」などが多

くなっており、入所母子は、虐待や精神疾患、障害など様々な課題を抱えているた
め、母子それぞれのニーズを踏まえ、養育支援や心理ケア等の専門的な支援を行って
いくことが必要です。 

 
 
 
 

■ 専門人材の確保、育成、定着 
■ アフターケアの充実 
■ 入所率向上に向けた取組 
■ 広域利用の促進 
■ 施設整備等への支援 

課課題題（（ニニーーズズ））をを有有すするる母母子子へへのの支支援援  

 
〇 地域のニーズに合わせて、入所児童だけではなく、地域の子供も対象とした学習・

居場所支援や、電話相談事業など、地域におけるすべての子育て家庭の支援を行う施
設として、母子生活支援施設の積極的な活用を働きかけていきます。 

 
 
 
 
 

■ 母子一体型ショートケア事業 
■ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 
■ 多機能化に向けた、施設と区市町村の双方への働きかけ 

地地域域のの子子育育てて資資源源ととししててのの積積極極的的活活用用  

 
〇 母子生活支援施設には、DV だけでなく、虐待や若年妊婦など、様々な課題を

持つ母子が入所しているため、その個別のニーズに応じた支援の充実に向け、
職員の確保・定着や専門性の向上を図ります。  

〇 新たな社会的養育推進計画も踏まえ、ひとり親福祉のための資源としてのみ
ならず、地域の子育て資源として、施設の多機能化を推進していきます。 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性  

36 
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ココララムム ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供へへののヒヒアアリリンンググににつついいてて

〇 東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）を策定するにあたり、子供たちの意見を聞

き、施策に反映させていくため、今回、初の試みとして、ひとり親家庭の小学校高学年か

ら高校生までの子供たちに、ヒアリングを行いました。

〇 ヒアリングは、最初に、子供たちを年齢ごとにグループ分け

し、各グループにファシリテーターとして、ひとり親家庭や児

童福祉分野の専門家が入り、大学生にファシリテーター補佐と

して協力をしてもらい、実施しました。

〇 最初は、知らない大人やお友達に緊張していた子供たちも、

年齢ごとのグループに分かれてからは、徐々に緊張もほぐれて

いき、テーマに沿ってお話してくれました。

〇 途中、休憩時間では、真ん中の大きな机を囲んで、全グループのみんなそろって、大

学生のお兄さんやお姉さんとお菓子を食べながらお茶やジュースでリラックスしていま

した。

〇 後半は、小学生の年少グループでは、大学生とマンツーマンでお話をし、さらに色々

なお話を聞くことができました。

〇 子供たちが自分の考えや意見を自由に話せる場は、子供たちの健やかな成長や、適切

な支援につなげるためにとても重要です。今回、初めてヒアリングを実施しましたが、

子供たちからも、また、こういう場で話がしたいという声があがりました。

（ヒアリングの詳細は、参考資料 ３ ひとり親家庭の子供へのヒアリング結果概要）
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め、母子それぞれのニーズを踏まえ、養育支援や心理ケア等の専門的な支援を行って
いくことが必要です。 
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■ アフターケアの充実 
■ 入所率向上に向けた取組 
■ 広域利用の促進 
■ 施設整備等への支援 

課課題題（（ニニーーズズ））をを有有すするる母母子子へへのの支支援援  

 
〇 地域のニーズに合わせて、入所児童だけではなく、地域の子供も対象とした学習・

居場所支援や、電話相談事業など、地域におけるすべての子育て家庭の支援を行う施
設として、母子生活支援施設の積極的な活用を働きかけていきます。 

 
 
 
 
 

■ 母子一体型ショートケア事業 
■ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 
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〇 母子生活支援施設には、DV だけでなく、虐待や若年妊婦など、様々な課題を

持つ母子が入所しているため、その個別のニーズに応じた支援の充実に向け、
職員の確保・定着や専門性の向上を図ります。  

〇 新たな社会的養育推進計画も踏まえ、ひとり親福祉のための資源としてのみ
ならず、地域の子育て資源として、施設の多機能化を推進していきます。 

第第５５期期計計画画ににおおけけるる施施策策のの方方向向性性  
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ココララムム 父父母母のの離離婚婚後後のの子子供供のの養養育育にに関関すするるルルーールルのの改改正正ににつついいてて ～～民民法法改改正正っってて？？～～

〇 父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことは、子供の利

益を確保するために重要です。令和６年５月に成立した民法等改正法は、子供を養育す

る親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直

しています。（令和８年５月までに施行されます。）

〇 親の責任に関しては、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供を養育する責

務を負うことなどが明確化されています。

〇 親権に関しては、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方

を親権者と定めることができるようになります。それに伴い、父母双方が親権者である

場合の親権の行使方法や父母の離婚後の子供の監護に関するルールが明確化されていま

す。

〇 養育費に関しては、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文

書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになるなど、一部手続が

容易になります。

〇 親子交流に関しては、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと

（試行的実施）に関する制度が設けられるほか、父母以外の親族（祖父

母等）と子供との交流に関するルールが設けられています。

〇 その他、財産分与や養子縁組に関するルールも見直されています。

（参考）法務省「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に

関する見直し）について」
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１ 相談体制の整備

１－１ 広報・普及啓発と相談窓口

現状と課題

〇 ひとり親家庭を対象とした公的制度は様々ありますが、制度を知らなかったので利用
していない、という人も多く、十分な周知がされていない可能性があります。

〇 また、支援が必要な人が必ずしも相談窓口につながっていないのではないか、との指
摘もあり、関係機関が連携して支援が必要な家庭を把握し、支援につなげていくことが
必要です。

〇 ひとり親家庭の中には、きょうだいの世話や家事を担う、いわゆるヤングケアラーが
存在すると考えられます。ひとり親家庭とヤングケアラーの支援をどう結び付けていく
かということも課題になっています。

〇 何らかの事情により、結婚をせず子どもを産むという選択をされる方もいます。妊娠
期から関係機関が連携することで適切な支援につながりますが、ひとり親家庭の相談窓
口以外で把握した情報が共有されないことを課題に感じている区市町村もあります。

〇 ひとり親家庭の相談状況等に関する調査では、「窓口へ行くのが大変」「時間が合わな
い」との理由から相談しにくい、という声もあります。就労状況や子供の年齢等により、
ひとり親が相談しやすい時間帯や相談方法は異なります。

今後の取組

広報・普及啓発＞
〇 ひとり親家庭向けポータルサイトを活用し、区市町村をはじめとした様々な支援機関
が実施する支援施策を周知します。

〇 区市町村が実施する、ひとり親家庭を対象にした事業の広報や普及啓発に関する取組
を支援します。

第第３３章章 ひひととりり親親家家庭庭支支援援施施策策のの具具体体的的なな展展開開

ひひととりり親親家家庭庭のの地地域域ででのの安安定定ししたた生生活活をを支支ええるるたためめ、、支支援援をを必必要要ととすするるひひととりり親親家家庭庭
がが確確実実にに相相談談・・支支援援ににつつななががるるよようう、、広広報報・・普普及及啓啓発発やや、、相相談談体体制制のの整整備備、、関関係係機機関関のの
連連携携強強化化にに取取りり組組みみまますす。。

ココララムム 父父母母のの離離婚婚後後のの子子供供のの養養育育にに関関すするるルルーールルのの改改正正ににつついいてて ～～民民法法改改正正っってて？？～～

〇 父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことは、子供の利

益を確保するために重要です。令和６年５月に成立した民法等改正法は、子供を養育す

る親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直

しています。（令和８年５月までに施行されます。）

〇 親の責任に関しては、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供を養育する責

務を負うことなどが明確化されています。

〇 親権に関しては、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方

を親権者と定めることができるようになります。それに伴い、父母双方が親権者である

場合の親権の行使方法や父母の離婚後の子供の監護に関するルールが明確化されていま

す。

〇 養育費に関しては、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文

書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになるなど、一部手続が

容易になります。

〇 親子交流に関しては、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと

（試行的実施）に関する制度が設けられるほか、父母以外の親族（祖父

母等）と子供との交流に関するルールが設けられています。

〇 その他、財産分与や養子縁組に関するルールも見直されています。

（参考）法務省「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に

関する見直し）について」



-40-

＜関係機関の連携＞
〇 子供食堂や子供の学習支援などの拠点を活用し、要支援家庭の把握に取り組む区市町
村を支援します。

〇 妊娠・出産期から、生活困窮を含めた家庭内の様々な課題を早期に把握した上で、適
切な支援を早期かつ包括的に講じていくとともに、子供の貧困対策の推進に取り組む区
市町村を支援します。

〇 ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強
化をより一層推進するとともに、ヤングケアラーが抱える悩みを相談・共有するための
相談支援体制を整備します。

〇 予期せぬ妊娠をした女性や特定妊婦等について、妊産婦や生まれた子供の支援に関わ
る関係部署が連携し必要な調整等が行われるよう、区市町村における困難な問題を抱え
る女性への支援に関する法律に基づく支援調整会議の設置を働きかけます。

＜多様な相談体制の確保＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、 相談やオンライン面談等を活用し、
ひとり親家庭の状況に応じた相談に対応します。
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【【主主なな施施策策】】  
■■  ひひととりり親親家家庭庭向向けけポポーータタルルササイイトトのの運運用用〔〔福福祉祉局局〕〕  
  国、都、区市町村が実施しているひとり親家庭に向けた様々な支援について、横断的

に検索できるサイトを運用します。  
■■  【【拡拡充充】】ひひととりり親親家家庭庭等等生生活活向向上上事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  ひとり親家庭等が、生活の中で直面する課題の解決や児童の精神的安定を図り、地域

での生活を総合的に支援するとともに、学習支援を実施し、要支援家庭の把握に努める
区市町村を支援します。  

■■  子子供供のの貧貧困困対対策策支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  生活に困窮する要支援家庭やひとり親家庭等を必要な支援につなげることを目的に、

専任職員を配置し、関係機関との連携強化など、子供の貧困対策の推進に取り組む区市
町村を支援します。  

■■  【【拡拡充充】】東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  都内２か所（区部・多摩地域各１か所）に相談拠点を設置し、ひとり親家庭の生活相

談・養育費相談・親子交流支援等を実施します。  
■■  【【新新規規】】ひひととりり親親家家庭庭ホホーームムヘヘルルププササーービビススのの利利用用促促進進事事業業＜＜子子供供家家庭庭支支援援区区市市町町村村  

包包括括補補助助事事業業＞＞〔〔福福祉祉局局〕〕  
ひとり親家庭に家事・育児サービスを行うためのホームヘルパーを派遣する「ひとり 

親家庭ホームヘルプサービス事業」の広報や、支援者の質向上及びひとり親家庭への理 
解を深めるための研修を実施する区市町村を支援します。 

＜関係機関の連携＞
〇 子供食堂や子供の学習支援などの拠点を活用し、要支援家庭の把握に取り組む区市町
村を支援します。

〇 妊娠・出産期から、生活困窮を含めた家庭内の様々な課題を早期に把握した上で、適
切な支援を早期かつ包括的に講じていくとともに、子供の貧困対策の推進に取り組む区
市町村を支援します。

〇 ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強
化をより一層推進するとともに、ヤングケアラーが抱える悩みを相談・共有するための
相談支援体制を整備します。

〇 予期せぬ妊娠をした女性や特定妊婦等について、妊産婦や生まれた子供の支援に関わ
る関係部署が連携し必要な調整等が行われるよう、区市町村における困難な問題を抱え
る女性への支援に関する法律に基づく支援調整会議の設置を働きかけます。

＜多様な相談体制の確保＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、 相談やオンライン面談等を活用し、
ひとり親家庭の状況に応じた相談に対応します。
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ココララムム ははああとと 相相談談 ～～気気軽軽にに相相談談ししててくくだだささいい～～

○ ひとり親の方が気軽に利用できる 相談は、令和 年 月に開始しました。気軽

に相談ができるため、好評で、多くの方にご利用いただいています。受付時間は毎週水

曜日と土曜日の 時から 時 分までです。

○ 相談は、電話での相談と違い、声を出さなくても相談ができます。お子さんや周

囲に聞かれたくないと思っていることでも、気にせずに相談することができます。また、

は、普段使っている方も多いツールであり、来所や電話は緊張するという方でも気

軽に相談ができます。

○ 相談は、匿名で受けており、「今日はあなたをどのよ

うにお呼びすればいいですか？」から会話をはじめ、そ

の呼び名でやりとりしており、ご相談者のプライバシ

ーや秘密は守られています。相談内容が外部に漏れる

ことはありませんので、安心してご相談いただきたい

と思います。

○ 現在も、子育てや仕事のこと、離婚前後の様々なお悩み、不安なお気持ちなど、多く

の方々から相談を受けています。お子さんの年齢も 歳から大学生まで様々です。

○ 離婚を考えているけど誰にも言いたくない、不安や悩みを抱えているけどどこに相談

したらいいかわからないと思ったら、まずは 相談にご連絡いただき、それをきっ

かけに、はあとの相談や区市への相談と合わせてご活用いただければと思います。

○ 相談員はみな有資格者です。また、ひとり親経験者もいますので安心してご相談いた

だき、支援につなげていきます。

 
はあと アカウント
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１－２ ニーズに応じた相談支援

現状と課題

〇 ひとり親家庭の支援ニーズは様々であり、ひとり親になった理由や時期、自身や子供
の年齢、現在の職業など、その家庭が置かれている状況によって異なります。一方で、
地域において、ひとり親家庭の相談対応を担っている各区市の母子・父子自立支援員の
うち、約半数は経験年数が３年未満となっており、経験やノウハウが蓄積されにくい状
況です。そのため、相談支援の質の向上等への取組が重要です。

〇 母子・父子福祉団体を対象に行ったヒアリングでは、父子家庭の父からの相談が増え
ており、父子家庭特有の課題への対応や、相談をためらう父子家庭の父へのアプローチ
は工夫が必要であるとの意見もありました。

〇 令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の父母の子の養
育に関する責務を明確化するなど、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定が見直
されました。令和８年５月までに施行される新たな制度に対応するためには、離婚前か
らの相談も含め、相談体制の整備や支援者の資質向上が必要です。

今後の取組

＜相談支援の質の向上＞
〇 ひとり親家庭の相談窓口となる母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の様々な課題
に的確に対応することができるよう、経験年数に応じた相談技法の習得を支援します。

＜父子家庭への支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、ひとり親家庭のニーズに応じた相談を行
う中で、父子家庭特有の課題に対応する事業を行うとともに、父子家庭が相談しやすい
体制を検討していきます。

民法改正への対応＞
〇 民法改正後の制度に関する相談対応に向け、区市町村や母子生活支援施設の職員等に
対する研修を実施します。また、東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、区市町村
職員からの相談に対応する体制を整備します。

相相談談支支援援のの質質のの更更ななるる向向上上をを図図るるととととももにに、、ひひととりり親親家家庭庭のの様様々々ななニニーーズズにに応応じじたた相相
談談支支援援をを実実施施ししまますす。。

ココララムム ははああとと 相相談談 ～～気気軽軽にに相相談談ししててくくだだささいい～～

○ ひとり親の方が気軽に利用できる 相談は、令和 年 月に開始しました。気軽

に相談ができるため、好評で、多くの方にご利用いただいています。受付時間は毎週水

曜日と土曜日の 時から 時 分までです。

○ 相談は、電話での相談と違い、声を出さなくても相談ができます。お子さんや周

囲に聞かれたくないと思っていることでも、気にせずに相談することができます。また、

は、普段使っている方も多いツールであり、来所や電話は緊張するという方でも気

軽に相談ができます。

○ 相談は、匿名で受けており、「今日はあなたをどのよ

うにお呼びすればいいですか？」から会話をはじめ、そ

の呼び名でやりとりしており、ご相談者のプライバシ

ーや秘密は守られています。相談内容が外部に漏れる

ことはありませんので、安心してご相談いただきたい

と思います。

○ 現在も、子育てや仕事のこと、離婚前後の様々なお悩み、不安なお気持ちなど、多く

の方々から相談を受けています。お子さんの年齢も 歳から大学生まで様々です。

○ 離婚を考えているけど誰にも言いたくない、不安や悩みを抱えているけどどこに相談

したらいいかわからないと思ったら、まずは 相談にご連絡いただき、それをきっ

かけに、はあとの相談や区市への相談と合わせてご活用いただければと思います。

○ 相談員はみな有資格者です。また、ひとり親経験者もいますので安心してご相談いた

だき、支援につなげていきます。

 
はあと アカウント
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養育費確保・親子交流への支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターで実施している養育費相談や法律相談等の専門相談
を拡充するとともに、身近な自治体において専門的な相談を受けることが可能となるよ
う、養育費相談を行う区市を支援します。

〇 離れて暮らす子供と親の円滑な交流を支援するために、東京都ひとり親家庭支援セン
ターで実施している「親子交流支援事業」について、収入要件を見直し、支援の対象を拡
大します。

【【主主なな施施策策】】
■■ 母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員研研修修〔〔福福祉祉局局〕〕

身近な地域において、ひとり親家庭からの相談に的確に対応していくため、母子・父
子自立支援員の研修の内容を充実し、カウンセリングの精神や技法、サービスのコーデ
ィネートなど、総合的な支援力の向上を図ります。

■■ 【【拡拡充充】】東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））
都内２か所（区部・多摩地域各１か所）に相談拠点を設置し、ひとり親家庭の生活相

談・養育費相談・親子交流支援等を実施します。

■■ 【【拡拡充充】】養養育育費費確確保保支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費立替保証、公正証書等の作成及び
（裁判外紛争解決手続）に係る支援等を行うほか、民法改正を踏まえた養育費等

に関する専門相談など養育費の履行確保に資する区市の取組を支援します。
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ココララムム  父父子子家家庭庭へへのの支支援援  ～～シシンンググルルパパパパ達達のの心心ののオオアアシシススをを目目指指ししてて～～  

〇 シングルママが集う会は多く開催されていますが、「シングルパパに特化した会もぜ

ひ！」とのご要望を受けて、東京都ひとり親家庭支援センター はあと多摩では、父子家

庭の父を対象とした「ひとり親グループ相談会～シングルパパの集い～」を令和 4 年度

から年 1 回開催しています。 

〇 過去に「アロマテラピーをパパも体験してみたい」というお声が挙がり、それを受け

て、令和６年度は「パパのためのアロマテラピー」と題した会を行いました。アロマテ

ラピーは全員初体験でしたが、日々多忙なパパ達が、瞬時にリラックス・リフレッシュ

できるということで大好評でした。 

〇 会の後半では、シングルパパ同士が日々のお悩み 

や情報を共有できる時間を設けています。今回は、 

「女の子の父の思春期の乗り切り方」、「仕事と子 

育ての両立の難しさ」、「自分が困った時の頼り先 

を探す方法」、「シングルパパの大変さを周囲にな 

かなか理解してもらえないもどかしさ」など、多岐 

に渡り、話がつきないひと時となりました。 

〇 毎回ご参加のパパからは、この会の出会いをきっかけに友達になった話も出ました。 

こうした会を通じて、シングルパパ達の心のオアシスを目指しています。 

 

 

  

養育費確保・親子交流への支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターで実施している養育費相談や法律相談等の専門相談
を拡充するとともに、身近な自治体において専門的な相談を受けることが可能となるよ
う、養育費相談を行う区市を支援します。

〇 離れて暮らす子供と親の円滑な交流を支援するために、東京都ひとり親家庭支援セン
ターで実施している「親子交流支援事業」について、収入要件を見直し、支援の対象を拡
大します。
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身近な地域において、ひとり親家庭からの相談に的確に対応していくため、母子・父
子自立支援員の研修の内容を充実し、カウンセリングの精神や技法、サービスのコーデ
ィネートなど、総合的な支援力の向上を図ります。
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に関する専門相談など養育費の履行確保に資する区市の取組を支援します。
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〇 福生市は、市内の総人口に占める外国人の割合が大きく、令和６年１月１日時点で

7.32％（4,138 人）と東京都市部在住外国人の割合にあたる 2.46%の約３倍となって

います。その国籍は 67 か国に及びます。 

〇 外国人家庭がひとり親家庭になった場合、文化の違いや日本語がよくわからない子供

とその親にとっては、どこに何を相談したらいいかわからないという課題があります。

そこで、福生市では、以下の取り組みを行っています。 

１ 必要に応じた外部機関への同行 

困窮相談窓口に加え、就労支援目的のハローワークへの相談同行、疾病がある方の

病院への受診同行を相談支援員が行っています。将来的には日本語を習得していただ

き地域に溶け込んでいけるよう、日本語教育及び学習支援を行っている NPO などの

地域団体を紹介しています。 

２ 多文化キッズサロンの新設（令和７年４月予定） 

「学習」「相談」「交流」等の機能を一体的に備え、日本語を母語としない子供でも安

心して立ち寄ることができる地域の居場所づくりを推進します。 

〇 市内に暮らす外国人を含めた市民の皆様が、安心して生活できるよう、日々の業務に

取り組んでいます。 
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２ 就業支援

現状と課題

〇 ひとり親世帯の就業率は母子世帯・父子世帯ともに９割を超えていますが、その雇用
形態をみると、母子世帯ではパート・アルバイト等の非正規雇用が約４割となっていま
す。また、働いている母子世帯の３割超が転職を希望しており、その理由としては「収入
が良くない」「将来が不安」という回答が多い状況です。

〇 女性の就業支援における課題として、子育てと仕事の両立が難しいと考える人が多い
状況があります。特にひとり親の場合、働くことに対して自信が持てない女性が多いの
ではないか、との指摘があります。子育てしながら働くロールモデルの存在や、身近な
相談相手、不安を抱えているときに寄り添って伴走できる存在が求められます。

〇 就業支援の施策は拡充が進み、個々の状況に応じた就業相談の窓口が整備されていま
すが、必ずしも支援が必要なひとり親に情報が行き届いていない状況です。

〇 ひとり親が子育てと仕事を両立していくためには、企業等の理解も重要です。また、
キャリアを形成していく中で、ひとり親特有の悩みを抱えている方もいます。

〇 コロナ禍以降、企業においてテレワークの導入・定着が進んでいます。そのような状
況の中、東京都ひとり親家庭支援センターにおいても、在宅勤務ができる仕事を希望す
るひとり親からの問い合わせが増えてきています。また、収入を確保するため、本業以
外に副業を希望する方もいて、 を活用して在宅で収入が得られる在宅就業支援へのニ
ーズがあります。

〇 区市町村において、ひとり親の相談支援を行う中での課題として、最も多く挙げられ
たのは、障害や精神疾患がある方への支援となっています。また、母子生活支援施設に
おいては、入所世帯の母の４割近くが何らかの障害等を有しているという調査結果があ
ります。障害や精神疾患があるひとり親の支援にあたっては、障害分野の就業支援と連
携していく必要があります。

〇 障害や疾患等の理由により、就業して自立することが困難な方もいますが、その場合
でも、親が何らかの社会参加をしていく姿を見て育つことが、子供たちにとって重要で
す。就業支援は親だけではなく、子供に対しても就労について様々な可能性を考えられ
るよう支援していく必要があります。

〇 ひとり親世帯の親の学歴を見ると、中学卒業程度の割合が、両親世帯の親より高くな
っています。高等学校卒業程度認定試験の合格に向けた支援を行う区市は徐々に増えて
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きていますが、更なる支援を行うなど、職業選択の幅を広げるための取組が必要です。
また、ひとり親の安定した就労を支援するためには、就業に有利となる資格取得を支援
していくことも重要です。

今後の取組

＜東京都ひとり親家庭支援センターにおける就業支援＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、それぞれの家庭の状況や課題を踏まえた
包括的・継続的な支援を引き続き実施します。

〇 不安や精神的な課題等を抱えたひとり親の方には、就業した後も、継続して働き続け
られるよう、就業定着に向けたきめ細かな相談支援を実施します。

〇 適職診断や面接対策、小論文・作文対策などの就職試験対策を充実するとともに、ハ
ローワークの求人情報の活用等による効果的な職業紹介や、ハローワークと連携した就
業プログラムの実施などに取り組みます。また、東京しごとセンターや都立職業能力開
発センターと連携しながら就業支援を実施します。

〇 親への支援と併せ、子供の希望や適性などを踏まえたキャリアカウンセリングや求人
情報の提供、小論文・作文対策など、子供に対しても丁寧な就業支援を実施します。

＜希望や適性に応じた就業支援＞
〇 就職や転職を希望するひとり親に対し、一人ひとりの希望や適性に応じてスキルアッ
プ訓練やマッチング支援を行い、就業コーディネーターやメンターを活用した伴走型の
就業支援を実施します。

＜女性の就業支援＞
〇 東京しごとセンター内の「女性しごと応援テラス」において、関係機関と連携したセ
ミナーの実施や、メンターに相談できる機会の提供等、家庭と両立して働きたい女性を
支援します。

〇 非正規・ひとり親・困難を抱える女性等を対象に、アウトリーチでアプローチし、就
職相談会やセミナー等を通じて東京しごとセンターの就労支援につなげることで、女性

ひひととりり親親がが、、子子供供のの成成長長ななどどラライイフフスステテーージジにに合合わわせせたた働働きき方方やや職職業業選選択択がが可可能能とと
ななるるよようう、、支支援援をを行行いいまますす。。
様様々々なな課課題題やや不不安安をを抱抱ええたたひひととりり親親にに対対しし、、そそれれぞぞれれのの状状況況をを踏踏ままええたた支支援援をを行行いい、、

ひひととりり親親のの自自立立をを促促進進ししまますす。。
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の就職・正規雇用化を後押ししていきます。

〇 「はたらく女性スクエア」において、女性のキャリアアップや労働問題等に関する相
談に対応するとともに、女性活躍を推進する企業や女性従業員向けの労働セミナー等を
実施します。

＜企業の理解促進＞
〇 東京労働局では、母子家庭の母、父子家庭の父などの就職困難者を、ハローワークや
民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ
る事業主に対して、助成金を支給しています。

在宅就業の機会の確保＞
〇 在宅就業を希望するひとり親を対象に、 ラーニング等を活用した必要なデジタルス
キルの習得、就業支援者及び就業後のサポート等を行う取組を実施します。

＜障害を含めた就労に困難を抱えた方に対する就業支援との連携＞
〇 東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、障害のある方など、就労に困難を抱える
方が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働くソーシャルファームと連携した就
業支援に取り組みます。

〇 障害のある方の職業相談や就職準備、職場定着などの就労面の支援と、健康管理や就
職後の悩みを解消するための相談などの就労に伴う生活面の支援を一体的に提供する障
害者就労センターを設置する区市町村を支援します。

＜地域の就業支援の充実・強化＞
〇 地域における就業支援を充実するため、福祉事務所に就業支援専門員を配置し、母子・
父子自立支援員やハローワークと連携して包括的な就業支援を行う取組について、全区
市に実施を働きかけていきます。

〇 ひとり親家庭の職業的自立を促進するため、きめ細かな就業支援を行う自立支援プロ
グラム策定について、全区市に実施を働きかけていきます。

〇 経済的自立に効果的な資格取得を支援するため、資格取得期間中の生活費相当の給付
金や講座の受講費用の支給について、引き続き全区市で実施されるよう働きかけていき
ます。

〇 より良い条件での就職や転職の可能性を広げるため、高等学校卒業程度の学力獲得を
支援する取組について、全区市に実施を働きかけていきます。
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ひひととりり親親がが、、子子供供のの成成長長ななどどラライイフフスステテーージジにに合合わわせせたた働働きき方方やや職職業業選選択択がが可可能能とと
ななるるよようう、、支支援援をを行行いいまますす。。
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ひひととりり親親のの自自立立をを促促進進ししまますす。。
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【【主主なな施施策策】】

■■ 東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭の就業による自立を支援するため、就業相談等事業（就業相談、就業促

進活動）、キャリアアップ支援、就業支援講習会、就業情報提供事業を行います。

■ ママザザーーズズハハロローーワワーークク・・ママザザーーズズココーーナナーー〔〔東東京京労労働働局局〕〕
子育て中の女性やひとり親等の求職者のための専門職業相談窓口として、担当者制に

よるきめ細かな就職支援を行うとともに、仕事と子育ての両立しやすい求人の確保や、
関係機関と連携した保育所・子育て支援サービスなどの情報提供を行います。

■■ ひひととりり親親家家庭庭就就業業推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭を対象に、一人ひとりの希望や適性に応じて、目標設定からスキルアッ

プ訓練、就業直後のアフターフォローまでを、一貫してサポートします。

■■ 【【新新規規】】女女性性再再就就職職包包括括ササポポーートト事事業業〔〔産産業業労労働働局局〕〕
育児や介護等の事情を抱えた方が、就職活動をより効率的に実施できるよう、オンラ

インによるメンター相談やキャリア講座等の包括的サポートを実施することで、正規雇
用など希望する働き方の実現を後押しします。

■ 非非正正規規・・ひひととりり親親・・困困難難をを抱抱ええるる女女性性等等向向けけ就就業業自自立立支支援援〔〔産産業業労労働働局局〕〕
経済的困難を抱える女性等にアウトリーチでアプローチし、就職相談会やセミナー等

を通じて東京しごとセンターの就労支援につなげることで、女性の就職・正規雇用化を
後押しします。

■■ 【【新新規規】】成成長長産産業業分分野野へへののキキャャリリアアシシフフトト等等支支援援事事業業〔〔産産業業労労働働局局〕〕
ＰＣやＷｉ－Ｆｉを無償で貸与し、ｅラーニング等により、デジタルスキルや柔軟な

働き方が可能な業種・職種のスキルの習得及び職業紹介等の就職支援を一体的に行うこ
とで、ひとり親の方々のキャリア形成や就職活動を支援します。

■■ ひひととりり親親家家庭庭等等在在宅宅就就業業推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ＩＴを活用した在宅就業を希望するひとり親に対し、在宅で収入が得られるクラウド

ソーシングについて実践的に学び、自ら受注できる在宅ワーカーとなれるよう、在宅就
業コーディネーターがサポートを行います。

■■ 母母子子家家庭庭及及びび父父子子家家庭庭高高等等職職業業訓訓練練促促進進給給付付金金等等事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
母子家庭の母又は父子家庭の父の就労につながる資格取得を促進するため、養成機関

で修業している一定の訓練期間にかかる訓練促進給付金を支給して、負担の軽減を図り
ます。＜実施主体：区市、町村は都＞

■■ 働働くく女女性性へへのの総総合合ササポポーートト事事業業〔〔産産業業労労働働局局〕〕
女性管理職等も含め、女性の「働き方」や「活躍の基盤づくり」を後押しする拠点と

して「はたらく女性スクエア」を運営し、キャリアアップや育業との両立、女性の健康
課題に関する相談等に、専門の相談員やメンターが対応し、はたらく女性をサポートし
ます。
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ココララムム 女女性性ワワーーククチチャャレレンンジジ移移動動ササロロンン

○ 東京しごとセンターでは、ひとり親の方や、仕事や子育てなどさまざまな悩みを抱え

ている方々を支援するため、セミナーや個別相談、企業交流会等を組み合わせた「女性

ワークチャレンジ移動サロン」を都内各所で開催しています。

○ セミナーでは、講師の方が「おかねのこと」、「くらしのこと」、「みらいのこと」、

「じぶんのこと」、「しごとのこと」などをテーマにお話しします。個別相談では、経験

豊富なキャリアアドバイザーに就業に関する「おしごと相談」や、生活設計に関するこ

とや利用可能な福祉サービスに関する「くらしのお悩み相談」ができます。また、「企業

交流会」では、女性が働きやすい企業、働きやすい環境づくりに取り組んでいる企業の

方のお話を聞くことができます。

○ 参加された方は、和やかなムードのなか、講師のお話に聞き入って真剣にセミナーに

取り組んでくださいました。セミナー後は、個別相談や企業交流会に積極的に参加され

ていました。参加者からは、「移動サロンに参加して前向きな気持ちになった。勇気を

もらえた」「視野が広がり、頑張って就職活動をしてみようと思えた」などのお声が寄

せられました。また、移動サロン開催後、東京しごとセンターを利用いただき、就職が

決まった方もいます。

 

【【主主なな施施策策】】

■■ 東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターー事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭の就業による自立を支援するため、就業相談等事業（就業相談、就業促

進活動）、キャリアアップ支援、就業支援講習会、就業情報提供事業を行います。

■ ママザザーーズズハハロローーワワーークク・・ママザザーーズズココーーナナーー〔〔東東京京労労働働局局〕〕
子育て中の女性やひとり親等の求職者のための専門職業相談窓口として、担当者制に

よるきめ細かな就職支援を行うとともに、仕事と子育ての両立しやすい求人の確保や、
関係機関と連携した保育所・子育て支援サービスなどの情報提供を行います。

■■ ひひととりり親親家家庭庭就就業業推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ひとり親家庭を対象に、一人ひとりの希望や適性に応じて、目標設定からスキルアッ

プ訓練、就業直後のアフターフォローまでを、一貫してサポートします。

■■ 【【新新規規】】女女性性再再就就職職包包括括ササポポーートト事事業業〔〔産産業業労労働働局局〕〕
育児や介護等の事情を抱えた方が、就職活動をより効率的に実施できるよう、オンラ

インによるメンター相談やキャリア講座等の包括的サポートを実施することで、正規雇
用など希望する働き方の実現を後押しします。

■ 非非正正規規・・ひひととりり親親・・困困難難をを抱抱ええるる女女性性等等向向けけ就就業業自自立立支支援援〔〔産産業業労労働働局局〕〕
経済的困難を抱える女性等にアウトリーチでアプローチし、就職相談会やセミナー等

を通じて東京しごとセンターの就労支援につなげることで、女性の就職・正規雇用化を
後押しします。

■■ 【【新新規規】】成成長長産産業業分分野野へへののキキャャリリアアシシフフトト等等支支援援事事業業〔〔産産業業労労働働局局〕〕
ＰＣやＷｉ－Ｆｉを無償で貸与し、ｅラーニング等により、デジタルスキルや柔軟な

働き方が可能な業種・職種のスキルの習得及び職業紹介等の就職支援を一体的に行うこ
とで、ひとり親の方々のキャリア形成や就職活動を支援します。

■■ ひひととりり親親家家庭庭等等在在宅宅就就業業推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
ＩＴを活用した在宅就業を希望するひとり親に対し、在宅で収入が得られるクラウド

ソーシングについて実践的に学び、自ら受注できる在宅ワーカーとなれるよう、在宅就
業コーディネーターがサポートを行います。

■■ 母母子子家家庭庭及及びび父父子子家家庭庭高高等等職職業業訓訓練練促促進進給給付付金金等等事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
母子家庭の母又は父子家庭の父の就労につながる資格取得を促進するため、養成機関

で修業している一定の訓練期間にかかる訓練促進給付金を支給して、負担の軽減を図り
ます。＜実施主体：区市、町村は都＞

■■ 働働くく女女性性へへのの総総合合ササポポーートト事事業業〔〔産産業業労労働働局局〕〕
女性管理職等も含め、女性の「働き方」や「活躍の基盤づくり」を後押しする拠点と

して「はたらく女性スクエア」を運営し、キャリアアップや育業との両立、女性の健康
課題に関する相談等に、専門の相談員やメンターが対応し、はたらく女性をサポートし
ます。
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ココララムム  東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭等等就就業業推推進進事事業業ににつついいてて  

○ 都では、令和４年度から、ひとり親の自立を支援するとともに、孤立を防ぎ適切な支

援につなげるため、就職や転職を希望するひとり親に対して、一人ひとりの希望や適性

に応じた伴奏型の就業支援を実施しています。 

○ 就業相談、資格取得や専門知識の習得を含めたスキルアップ訓練、求人紹介、就業後

のミスマッチを防ぐためのマッチング支援や、就業直後のアフターフォローに至るプロ

グラムで、参加期間は１年間です。 

〇 令和６年度のスキルアップ訓練は、ファイナンシャルプランナ 

ー講座、WEB クリエイター入門講座、販売士講座、ＳＮＳ運用講 

座及びビジネスサポート講座の５講座を実施しました。 

〇 就職活動中の不安等を解消するため、就業コーディネーターに 

より定期的なアドバイスを行うほか、ひとり親当事者等のメンタ 

ーへ随時相談できる体制が整っています。 

受講者からは、「プログラム参加により、やってみたかったことに対して一歩踏み出

すことができた。」「就業コーディネーターに相談することでモチベーションを保つこ

とができたので、気軽に相談すると良い。」「同じ境遇で頑張っている方に励まされて、

実りのある学びの場であった。」等の感想をいただきました。 

〇 引き続きひとり親のみなさんに、寄り添った支援を行い、就業をサポートしていきま

す。 
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３ 子育て支援・生活の場の整備

３－１ 子育て支援体制

現状と課題

〇 地域とのつながりの希薄化などにより、地域や家庭の子育て力が低下し、身近に相談
できる相手がいないことなどから、妊娠・出産・子育てに関して不安を抱える方が増え
ていることが指摘されています。若年でひとり親になるなど、特に支援が必要な場合も
あり、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援が求められています。

〇 ひとり親家庭は仕事と子育てを一手に担わざるを得ないため、いわゆる「時間の貧困」
にも陥りやすく、子育てと就業を両立させて安定した生活を送るためには、保育サービ
スをはじめとする子育て支援体制の充実が必要不可欠です。

〇 子育て世帯を対象にした調査では、子供を預けていて不満に思うこととして、両親世
帯・ひとり親世帯ともに、「子どもが病気の時に利用できない」「夜間や休日に利用でき
ない」という回答が多く、保育ニーズに対するきめ細かな対応が求められています。

〇 学童クラブについては、両親世帯よりひとり親世帯の方が学童クラブを利用する割合
が高く、ひとり親世帯が学童クラブを利用するにあたって望むことは、「自宅から近いこ
と」が最も多く、他に「安全」に関すること、「長期休暇中に昼食を提供してくれること」、
「学校が休みの日に利用できること」などが多くなっています。また、都全域の登録児
童数の見込みでは、依然としてニーズは高く、地域の実情に応じた整備が必要です。

〇 子育て支援サービスの利用の有無を見ると、ファミリー・サポート・センターを「利用
したことがある」割合は、ひとり親世帯が ％、両親世帯は で、ひとり親世帯が

ポイント高くなっていました。

〇 ひとり親家庭ホームヘルプサービスは、ひとり親家庭の生活の安定を図るために重要
な役割を果たしていますが、区市町村により実施状況が異なっています。区市町村を対
象に実施したアンケート調査では、事業を実施している自治体のうち、保育サービス等
の子育て支援を実施しているのは４割程度となっています。また、委託事業者が不足し
ていると答えた自治体が半数程度、支援者の育成を行っている自治体はごくわずかでし
た。
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ココララムム  東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭等等就就業業推推進進事事業業ににつついいてて  

○ 都では、令和４年度から、ひとり親の自立を支援するとともに、孤立を防ぎ適切な支

援につなげるため、就職や転職を希望するひとり親に対して、一人ひとりの希望や適性

に応じた伴奏型の就業支援を実施しています。 

○ 就業相談、資格取得や専門知識の習得を含めたスキルアップ訓練、求人紹介、就業後

のミスマッチを防ぐためのマッチング支援や、就業直後のアフターフォローに至るプロ

グラムで、参加期間は１年間です。 

〇 令和６年度のスキルアップ訓練は、ファイナンシャルプランナ 

ー講座、WEB クリエイター入門講座、販売士講座、ＳＮＳ運用講 

座及びビジネスサポート講座の５講座を実施しました。 

〇 就職活動中の不安等を解消するため、就業コーディネーターに 

より定期的なアドバイスを行うほか、ひとり親当事者等のメンタ 

ーへ随時相談できる体制が整っています。 

受講者からは、「プログラム参加により、やってみたかったことに対して一歩踏み出

すことができた。」「就業コーディネーターに相談することでモチベーションを保つこ

とができたので、気軽に相談すると良い。」「同じ境遇で頑張っている方に励まされて、

実りのある学びの場であった。」等の感想をいただきました。 

〇 引き続きひとり親のみなさんに、寄り添った支援を行い、就業をサポートしていきま

す。 
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今後の取組

＜地域における妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援＞
〇 個々の家庭のニーズを早期に把握し、必要に応じて適切な支援につなげるため、妊娠
期から子育て期にわたって、母子保健部門と子育て支援部門等が連携し、切れ目ない支
援を実施する区市町村を支援します。

〇 あわせて、産前・産後の家事・育児の負担軽減を図るための、家事育児サポーターの派
遣や、多胎児を育てる家庭を対象に母子保健事業利用時の移動や家事・育児をサポート
する区市町村を支援します。

＜保育サービス等の充実＞
〇 ひとり親家庭が必要な保育を受けられるよう、保育サービスの充実や、延長保育や夜
間保育、ベビーシッター、病児保育など、ニーズに応じたきめ細かい保育サービスの提
供に取り組む区市町村や事業者を支援します。

○ 日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者等に対して行う
ベビーシッターによる一時預かりについて、ひとり親家庭の利用時間上限を拡充します。

〇 保護者が安心してベビーシッターによる病児保育を受けられるよう、事業者を支援し、
取組を評価・検証するとともに、ひとり親家庭に対するベビーシッターによる病児保育
の利用時間を充実させます。

〇 区市町村による学童クラブの設置を促進するとともに、保護者のニーズに応え、多様
なサービスを提供できる仕組みを目指します。

＜地域の子育て支援＞
〇 区市町村が子育て支援の実施主体として、子供家庭支援センターを中心に、様々な相
談支援やサービス提供を子育て家庭の実情やニーズに応じ、きめ細かく実施できるよう、
アウトリーチ型支援やショートステイ事業などの様々な子育て支援策を充実させます。
また、経験豊富な虐待対策ワーカーの配置の支援や要保護児童対策地域協議会の円滑な
開催に向けた事務支援等により、子供家庭支援センターの更なる体制強化を図ります。

ひひととりり親親家家庭庭がが、、ニニーーズズにに合合っったたササーービビススをを利利用用しし、、安安心心ししてて子子供供をを健健全全にに育育ててらられれ
るるよようう、、地地域域のの実実情情にに応応じじたた環環境境整整備備にに取取りり組組むむ区区市市町町村村をを支支援援ししまますす。。
ままたた、、特特にに支支援援がが必必要要なな妊妊産産婦婦にに対対すするる支支援援をを充充実実ししまますす。。
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 ＜日常生活支援＞ 
 〇 すべての地域で日常生活支援が必要な家庭が利用できるよう、ひとり親家庭ホームヘ

ルプサービスに取り組む区市町村を支援するとともに、事業の周知や支援者の質の向上
に向けた取組の実施を働きかけていきます。 

 
〇 地域の会員同士で育児の援助を行うファミリー・サポート・センター事業について、

安定的な実施に取り組む区市町村や、育児の援助を行う提供会員の質と量を確保する取
組を行う区市町村を支援します。 

 
 ＜特に支援が必要な妊産婦への支援＞ 
 〇 支援が必要な妊産婦を地域で支えるネットワークの構築について検討するとともに、 

民間事業者と連携し、特定妊婦等への支援を充実します。 
 

  
  
■■  ひひととりり親親家家庭庭ホホーームムヘヘルルププササーービビスス事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  

ひとり親家庭になって直後の生活の激変や就職活動等の理由により、家事や育児等の
日常生活に支援が必要なひとり親家庭に対して、ホームヘルパーを派遣する区市町村を
支援します。  

■ 【【新新規規】】ひひととりり親親家家庭庭ホホーームムヘヘルルププササーービビススのの利利用用促促進進事事業業＜＜子子供供家家庭庭支支援援区区市市町町村村
包包括括補補助助事事業業＞＞〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））  
ひとり親家庭に家事・育児サービスを行うためのホームヘルパーを派遣する「ひとり

親家庭ホームヘルプサービス事業」の広報や、支援者の質向上及びひとり親家庭への理
解を深めるための研修を実施する区市町村を支援します。  

■■  【【拡拡充充】】妊妊産産婦婦等等生生活活援援助助事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、

一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機
関との連携を行う民間団体等を支援します。 

 

【【主主なな施施策策】】  
■■  ここどどもも家家庭庭セセンンタターー体体制制強強化化事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
    児童福祉部門と母子保健部門が一体となり妊娠期から包括的な相談支援等が行えるよ

う、連携に必要な支援チームを配置する区市町村を支援します。   
■■  夜夜間間保保育育事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  

保護者の就労等の事情により、夜間（おおよそ午後 10 時まで）のニーズに対応する
ため、夜間保育に取り組む区市町村を支援します。    

■■  延延⾧⾧保保育育事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
保護者の就労の多様化、⾧い通勤時間等に伴う保育ニーズに対応するため、11 時間

の開所時間の前後において延⾧保育を行う区市町村を支援します。  
■■  【【拡拡充充】】ベベビビーーシシッッタターー利利用用支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  

待機児童の保護者、育児休業を 1 年間取得した保護者、夜間帯保育を必要とする保護
者又は一時的に保育を必要とする保護者等が、ベビーシッターを利用する場合の利用料
等の一部を補助します。  

■■  【【新新規規】】東東京京都都病病児児保保育育推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
・病中又は病気の回復期の児童を、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等
において保育及び看護ケアを行う区市町村を支援します。 
・病児・病後児保育の経営の安定性確保や新規参入を後押しするとともに、保育中の
体調不良児について在籍する保育所等で看護師等が一時的に預かる取組を推進するた
め、実施計画を定めた区市町村に対して、都独自に支援を行います。 
・保護者が安心してベビーシッターによる病児保育を受けられるよう、都が主体とな
り、区市町村と連携しながら、急な依頼にも対応可能な体制の確保やベビーシッター
の処遇化善等に取り組む事業者を支援するとともに、認定事業者の取組の評価・検証
を通じて事業内容の充実を目指します。 

 

今後の取組

＜地域における妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援＞
〇 個々の家庭のニーズを早期に把握し、必要に応じて適切な支援につなげるため、妊娠
期から子育て期にわたって、母子保健部門と子育て支援部門等が連携し、切れ目ない支
援を実施する区市町村を支援します。

〇 あわせて、産前・産後の家事・育児の負担軽減を図るための、家事育児サポーターの派
遣や、多胎児を育てる家庭を対象に母子保健事業利用時の移動や家事・育児をサポート
する区市町村を支援します。

＜保育サービス等の充実＞
〇 ひとり親家庭が必要な保育を受けられるよう、保育サービスの充実や、延長保育や夜
間保育、ベビーシッター、病児保育など、ニーズに応じたきめ細かい保育サービスの提
供に取り組む区市町村や事業者を支援します。

○ 日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者等に対して行う
ベビーシッターによる一時預かりについて、ひとり親家庭の利用時間上限を拡充します。

〇 保護者が安心してベビーシッターによる病児保育を受けられるよう、事業者を支援し、
取組を評価・検証するとともに、ひとり親家庭に対するベビーシッターによる病児保育
の利用時間を充実させます。

〇 区市町村による学童クラブの設置を促進するとともに、保護者のニーズに応え、多様
なサービスを提供できる仕組みを目指します。

＜地域の子育て支援＞
〇 区市町村が子育て支援の実施主体として、子供家庭支援センターを中心に、様々な相
談支援やサービス提供を子育て家庭の実情やニーズに応じ、きめ細かく実施できるよう、
アウトリーチ型支援やショートステイ事業などの様々な子育て支援策を充実させます。
また、経験豊富な虐待対策ワーカーの配置の支援や要保護児童対策地域協議会の円滑な
開催に向けた事務支援等により、子供家庭支援センターの更なる体制強化を図ります。

ひひととりり親親家家庭庭がが、、ニニーーズズにに合合っったたササーービビススをを利利用用しし、、安安心心ししてて子子供供をを健健全全にに育育ててらられれ
るるよようう、、地地域域のの実実情情にに応応じじたた環環境境整整備備にに取取りり組組むむ区区市市町町村村をを支支援援ししまますす。。
ままたた、、特特にに支支援援がが必必要要なな妊妊産産婦婦にに対対すするる支支援援をを充充実実ししまますす。。



-56-

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ココララムム  ひひととりり親親家家庭庭等等へへののホホーームムヘヘルルププササーービビスス事事業業ににつついいてて～～大大田田区区のの取取りり組組みみ～～  

〇 大田区では、就労や疾病等の一時的な事情により日常生活などの援助が必要なひとり

親家庭等にホームヘルパーを派遣し、家事・育児の支援をしています。 

〇 対象について、令和６年度は養育している児童を小学６年生から中学３年生へ拡大し、

令和７年度からは所得制限を撤廃し、より広くひとり親家庭等への支援を実施します。 

〇 また、ホームヘルパーがひとり親家庭等でのサービス提供中に、虐待疑い等の問題を

発見した際には、速やかに区へ連絡し、区担当者は、当部の強みを活かし、関係機関と

連携して、家庭における早期の問題解決等を図っていきます。 

〇 利用家庭からは、「普段できない箇所をピ

カピカに掃除してもらったことでストレス

が半減した、定期的に利用したい。」など、

好意的な意見を多数いただいております。 

〇 今後、チラシや広報用ティッシュの配布、

利用者向けの利用案内を作成するなど、必要

とする家庭にサービスが届くよう、一層の事

業周知を図っていきます。 
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３－２ 子供の居場所づくりや学習支援の推進 

 

 現状と課題  

 
〇 子供たちの健やかな育ちのためには、ひとり親家庭の子供に限らず、すべての子供が

安全・安心に過ごせる居場所を持つことができるようにすることが必要です。 
 
〇 ひとり親家庭の子供を対象に都が実施したヒアリングでは、参加した子供たちから、

中高生が自由に利用できる居場所を必要とする意見や、困りごとを相談する際に、日常
的な居場所の中で相談できると良いという意見がありました。家庭以外の場でも子供た
ちを見守る体制が必要であると考えられます。 

 
〇 都はこれまで、児童館、放課後子供教室、子供食堂、子供の学習支援など、様々な子供

の居場所を確保してきました。こうした地域の拠点において子供たちと関わる中で、家
庭における課題に気付き、支援につなげられる可能性があります。様々な居場所におい
て子供と関わる大人が、ひとり親家庭の子供について理解を深めることが求められます。 

 
〇 全国ひとり親世帯等調査によると、ひとり親世帯の子供の高校卒業後の進学率は、母

子世帯で 66.5％、父子世帯で 57.9％となっていますが、文部科学省の調査（学校基本調
査）では、ひとり親世帯を含む全世帯の進学率は７割を超えています。 

 
〇 内閣府の調査研究では、保護者の経済状況が子供の成績や進学希望に影響を与えるこ

とが指摘されています。また、ひとり親家庭の子供を対象に都で実施したヒアリングに
おいても、中高生からは学習塾の夏期講習等、受験対策の費用の負担感についての意見
がありました。 

 
 今後の取組  

 
 
 

 
＜子供の安全・安心な居場所の確保＞ 
〇 放課後子供教室や子供食堂など、子供の安全・安心な居場所を確保し、地域住民との

交流機会の提供や、地域全体で気になる家庭等への見守りを行う体制を整備する区市町
村を支援します。 

 
 
 

 地地域域ににおおいいてて、、子子供供のの安安全全・・安安心心なな居居場場所所やや学学習習機機会会のの確確保保にに取取りり組組むむ区区市市町町
村村をを支支援援ししまますす。。  
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ココララムム  ひひととりり親親家家庭庭等等へへののホホーームムヘヘルルププササーービビスス事事業業ににつついいてて～～大大田田区区のの取取りり組組みみ～～  

〇 大田区では、就労や疾病等の一時的な事情により日常生活などの援助が必要なひとり

親家庭等にホームヘルパーを派遣し、家事・育児の支援をしています。 

〇 対象について、令和６年度は養育している児童を小学６年生から中学３年生へ拡大し、

令和７年度からは所得制限を撤廃し、より広くひとり親家庭等への支援を実施します。 

〇 また、ホームヘルパーがひとり親家庭等でのサービス提供中に、虐待疑い等の問題を

発見した際には、速やかに区へ連絡し、区担当者は、当部の強みを活かし、関係機関と

連携して、家庭における早期の問題解決等を図っていきます。 

〇 利用家庭からは、「普段できない箇所をピ

カピカに掃除してもらったことでストレス

が半減した、定期的に利用したい。」など、

好意的な意見を多数いただいております。 

〇 今後、チラシや広報用ティッシュの配布、

利用者向けの利用案内を作成するなど、必要

とする家庭にサービスが届くよう、一層の事

業周知を図っていきます。 
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＜ひとり親家庭の子供の学習支援の推進＞
〇 ひとり親家庭等に対し、地域の実情に応じた学習支援や、大学等の受験料及び受験に
向けた模擬試験の受験料等を支援する区市町村の取組を支援します。また、学習支援の
場は、親と離れた場所で、他の大人や同じ境遇の子と接する機会としても重要であるこ
とから、子供たちの悩み相談や要支援家庭の把握にもつなげられるよう働きかけます。

〇 ひとり親家庭の子供の支援にあたっては、子供の福祉の向上に理解や熱意を有するだ
けでなく、ひとり親家庭の子供が抱える特有の不安やストレスに配慮できる必要がある
ことから、都において母子・父子自立支援員等に対する研修を実施するほか、子供に対
する支援に関わる支援員等の研修を行う区市町村を支援します。

〇 学校を核とした地域づくりの取組として、経済的な理由や家庭の事情により、家庭で
の学習が困難な中学生等に対して、地域と学校の連携・協働による学習支援を引き続き
実施します。

＜将来の自立に向けた子供の進学支援＞
〇 本人の希望が尊重され、能力・適正に応じた進路選択の機会を確保できるよう、中学
３年生及び高校３年生の子供のいる一定所得以下の世帯を対象に、学習塾や進学のため
の受験費用の貸付を無利子で行う「受験生チャレンジ支援貸付事業」により、子供の進
学を支援します。
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【【主主なな施施策策】】
■■ 子子供供のの居居場場所所創創設設事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕

子供が気軽に立ち寄ることができ、学習支援や食事の提供を行う「居場所」（拠点）
を設置し、地域全体で気になる家庭等への見守りを行う体制を整備する区市町村を支援
します。

■■ 子子供供食食堂堂推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
地域の子供たちへの食事や交流の場を提供する子供食堂の開催に加え、配食や宅食を

通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる子供食堂の取組を支援します。
また、区市町村が、子供食堂との情報共有等により連携した上で、週１回以上の食事提
供を通じて、家庭支援につなげる子供食堂の取組を支援します。

■■ 【【拡拡充充】】ひひととりり親親家家庭庭等等生生活活向向上上事事業業（（子子供供のの生生活活・・学学習習支支援援事事業業））〔〔福福祉祉局局〕〕
（（再再掲掲））
ひとり親家庭等が、生活の中で直面する課題の解決や児童の精神的安定を図り、地域

での生活を総合的に支援するとともに、学習支援を実施する区市町村を支援します。

■■ 生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援法法にに基基づづくく子子供供のの学学習習・・生生活活支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
貧困の連鎖を防止するため、低所得世帯の子供に対する学習支援及び保護者も含めた

生活習慣・育成環境の改善に関する支援を行います。

■■ 【【拡拡充充】】受受験験生生チチャャレレンンジジ支支援援貸貸付付事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
学習塾等の受講費用並びに高等学校及び大学等の受験費用を捻出できない低所得世帯

に対して、これらの費用に必要な資金を貸し付けることにより、子供の進学に向けた取
組を支援します。

＜ひとり親家庭の子供の学習支援の推進＞
〇 ひとり親家庭等に対し、地域の実情に応じた学習支援や、大学等の受験料及び受験に
向けた模擬試験の受験料等を支援する区市町村の取組を支援します。また、学習支援の
場は、親と離れた場所で、他の大人や同じ境遇の子と接する機会としても重要であるこ
とから、子供たちの悩み相談や要支援家庭の把握にもつなげられるよう働きかけます。

〇 ひとり親家庭の子供の支援にあたっては、子供の福祉の向上に理解や熱意を有するだ
けでなく、ひとり親家庭の子供が抱える特有の不安やストレスに配慮できる必要がある
ことから、都において母子・父子自立支援員等に対する研修を実施するほか、子供に対
する支援に関わる支援員等の研修を行う区市町村を支援します。

〇 学校を核とした地域づくりの取組として、経済的な理由や家庭の事情により、家庭で
の学習が困難な中学生等に対して、地域と学校の連携・協働による学習支援を引き続き
実施します。

＜将来の自立に向けた子供の進学支援＞
〇 本人の希望が尊重され、能力・適正に応じた進路選択の機会を確保できるよう、中学
３年生及び高校３年生の子供のいる一定所得以下の世帯を対象に、学習塾や進学のため
の受験費用の貸付を無利子で行う「受験生チャレンジ支援貸付事業」により、子供の進
学を支援します。
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３－３ 住居の確保

現状と課題

〇 ひとり親世帯の住居の状況は、両親世帯と比較して、「持ち家」の割合が低く、「民間賃
貸住宅等」の割合が多くなっています。

〇 ひとり親家庭の中には、収入が低い世帯も多く、家賃等が家計に及ぼす影響が大きい
ため、住まいの確保にかかる支援が重要です。

〇 都は、ひとり親家庭を対象に、都営住宅における優先的な入居や公社住宅における家
賃割引等の取組を実施しています。

〇 また、区市町村における居住支援協議会の設立を促進しています。ひとり親家庭をは
じめとした、住宅の確保に配慮が必要な方への居住支援にあたっては、区市町村におけ
る取組が重要です。

今後の取組

＜都営住宅優先入居等＞
〇 都営住宅において、ひとり親家庭を対象とした世帯向け募集における当せん倍率の優
遇や、ポイント方式による募集、母子生活支援施設転出者向け特別割り当て、若年夫婦・
子育て世帯向け募集などにより、引き続きひとり親家庭への住宅提供を実施します。

〇 また、公社住宅において、ひとり親家庭を対象に一部住宅で家賃割引等を引き続き実
施します。

＜子育て世帯等が住みやすいアフォーダブル住宅の供給＞
〇 住宅の価格や家賃が上昇する中、民間活力を活用し、子育て世帯等が住みやすいアフ
ォーダブル住宅の供給を推進します。

＜民間賃貸住宅の円滑な入居促進＞
〇 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図っていくため、区市町村の居住支援協議会の
設立促進や活動支援に取り組みます。

ひひととりり親親家家庭庭がが地地域域でで自自立立ししてて生生活活ししてていいくくここととががででききるるよようう、、住住宅宅確確保保にに対対
すするる支支援援をを充充実実ささせせてていいききまますす。。
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〇 ひとり親家庭の住まいに関する支援を行う居住支援法人について、広く都民へ周知し
ていくほか、法人の指定拡大を図るとともに、ひとり親家庭を含めた住宅確保要配慮者
向けのセーフティネット住宅の登録を進めます。 

 

 
 

  

【【主主なな施施策策】】  
■■  都都営営住住宅宅のの優優先先入入居居〔〔住住宅宅政政策策本本部部〕〕  
  ひとり親家庭の生活の場を確保するため、都営住宅の当せん倍率の優遇制度、ポイン

ト方式による入居者募集、母子生活支援施設退所者向け特別割当等により、住宅を提供
します。  

■■  【【拡拡充充】】公公社社住住宅宅ににおおけけるる入入居居機機会会のの確確保保〔〔住住宅宅政政策策本本部部〕〕  
    公社住宅では、ひとり親世帯の方が収入審査を受ける際に、申込者本人の月収が月収

基準に満たない場合、各自治体から交付される「児童育成手当」「児童扶養手当」「児童
手当」を月収額に合算して審査を実施します（「児童手当」の月収合算については、す
べての子育て世帯に適用）。 

また、公社住宅の市部の一部の住戸を対象に、「子どもが 18 歳になる年度の末日ま
で」又は「入居から３年間」毎月の家賃を 20％割引とする「こどもすくすく割」を実
施します。加えて、適用期間のうち契約始期日から１か月間の家賃を無料にします。  

■■  若若年年夫夫婦婦・・子子育育てて世世帯帯へへのの入入居居機機会会のの確確保保〔〔住住宅宅政政策策本本部部〕〕  
  若年夫婦・子育て世帯（ひとり親世帯含む）向けに、一般募集とは別枠で行う入居期
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居期限のない「若年夫婦・子育て世帯向（ひとり親世帯含む）」の毎月募集を通して、
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す。 
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を検討します。 
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   子育て世代に選ばれ、ライフステージに合わせて、空き住戸の活用など多様な住ま 
いの供給を促進します。 

 

３－３ 住居の確保

現状と課題

〇 ひとり親世帯の住居の状況は、両親世帯と比較して、「持ち家」の割合が低く、「民間賃
貸住宅等」の割合が多くなっています。

〇 ひとり親家庭の中には、収入が低い世帯も多く、家賃等が家計に及ぼす影響が大きい
ため、住まいの確保にかかる支援が重要です。

〇 都は、ひとり親家庭を対象に、都営住宅における優先的な入居や公社住宅における家
賃割引等の取組を実施しています。

〇 また、区市町村における居住支援協議会の設立を促進しています。ひとり親家庭をは
じめとした、住宅の確保に配慮が必要な方への居住支援にあたっては、区市町村におけ
る取組が重要です。

今後の取組

＜都営住宅優先入居等＞
〇 都営住宅において、ひとり親家庭を対象とした世帯向け募集における当せん倍率の優
遇や、ポイント方式による募集、母子生活支援施設転出者向け特別割り当て、若年夫婦・
子育て世帯向け募集などにより、引き続きひとり親家庭への住宅提供を実施します。

〇 また、公社住宅において、ひとり親家庭を対象に一部住宅で家賃割引等を引き続き実
施します。

＜子育て世帯等が住みやすいアフォーダブル住宅の供給＞
〇 住宅の価格や家賃が上昇する中、民間活力を活用し、子育て世帯等が住みやすいアフ
ォーダブル住宅の供給を推進します。

＜民間賃貸住宅の円滑な入居促進＞
〇 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図っていくため、区市町村の居住支援協議会の
設立促進や活動支援に取り組みます。

ひひととりり親親家家庭庭がが地地域域でで自自立立ししてて生生活活ししてていいくくここととががででききるるよようう、、住住宅宅確確保保にに対対
すするる支支援援をを充充実実ささせせてていいききまますす。。
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■■ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者にに対対すするる居居住住支支援援のの推推進進〔〔住住宅宅政政策策本本部部〕〕
子育て世帯などの住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、入居を拒まない民間賃

貸住宅の登録を促進するとともに入居者への家賃債務保証や入居に係る情報提供、相
談、見守り等の生活支援を行う居住支援法人の指定を進めます。
また、地域に身近な基礎的自治体である区市町村が居住支援協議会を設立し、住宅確

保要配慮者への支援に係る具体的な取組を実施できるよう、広域的な立場から区市町村
による協議会の設立促進・活動支援などを実施します。
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４ 経済的支援

現状と課題

〇 ひとり親世帯の所得状況をみると、年間収入が 万円未満の世帯は約５割となって
います。年間収入が 万円未満の両親世帯は約３％であることと比べると、大きな開
きがあります。ひとり親世帯を対象にした調査では、ひとり親になって現在困っている
ことは、「家計について」と回答した人が約６割と最も多くなっています。

〇 これまで、児童扶養手当及び都独自の制度である児童育成手当、母子及び父子福祉資
金の貸付などの支援を行ってきました。経済的課題を抱えたひとり親家庭において、経
済的支援は、子供の健全育成のためにも重要な役割を果たしています。それと同時に、
子育てにかかる経済的負担を減らしていくことも重要であるとの指摘もあります。

〇 母子・父子福祉団体を対象に実施したヒアリングでは、コロナ禍以降、生活に困窮す
るひとり親への食料支援や相談支援が急増しているという意見がありました。「１日２食
にして食費を浮かせる」「食費を節約するためフードパントリーを利用している」などの
声もあり、子供たちへの食に関する支援も重要となっています。

〇 養育費は、子供が自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などで
あり、親の生活水準と同じ水準を保障する子供のための制度です。

〇 国は、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 」（令和４年６月３日すべての女性が
輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定）において、養育費の受領率に関する
達成目標を定めることを明記し、希望する全てのひとり親世帯が養育費を受領できるよ
うにすることが重要であるという認識の下、まずは 年に、養育費の取り決めの有無
にかかわらない全体の受領率を ％とし、養育費の取り決めをしている場合の受領率を
％とすることを目指しています。

〇 都においては、養育費を受けている世帯の割合は、過去の調査と比較して増加傾向に
あるものの、依然として約３割程度です。養育費の取り決めをしている世帯では、養育
費を受けている割合は６割を超えていますが、取り決めをしていない世帯では、約３％
となっています。離婚前から、養育費の取り決めの重要性を周知し、専門的な相談につ
なげていく必要があります。

〇 また、令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、養育費債権への
優先権の付与や、法定養育費制度の導入など、養育費の履行確保に向けた見直しがされ

■■ 住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者にに対対すするる居居住住支支援援のの推推進進〔〔住住宅宅政政策策本本部部〕〕
子育て世帯などの住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、入居を拒まない民間賃

貸住宅の登録を促進するとともに入居者への家賃債務保証や入居に係る情報提供、相
談、見守り等の生活支援を行う居住支援法人の指定を進めます。
また、地域に身近な基礎的自治体である区市町村が居住支援協議会を設立し、住宅確

保要配慮者への支援に係る具体的な取組を実施できるよう、広域的な立場から区市町村
による協議会の設立促進・活動支援などを実施します。
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ました。令和８年５月までに施行される新たな制度の周知も必要です。 
 
 今後の取組  

 
 
 
 

 
＜経済的課題を抱えたひとり親家庭への支援＞ 
〇 児童扶養手当及び都独自の制度である児童育成手当、母子及び父子福祉資金の貸付を

引き続き実施します。 
 
〇 ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分の助成を行う区

市町村を支援します。 
 
＜子供への支援＞ 
〇 全ての子供の成⾧を切れ目なく支えていくため、都内に在住する 0 歳から 18 歳までの

子供に所得制限なく月額 5,000 円を支給する「０１８サポート」を実施します。 
 
＜将来の自立に向けた子供の進学支援＞ 
〇 本人の希望が尊重され、能力・適正に応じた進路選択の機会を確保できるよう、中学

３年生及び高校３年生の子供のいる一定所得以下の世帯を対象に、学習塾や進学のため
の受験費用の貸付を無利子で行う「受験生チャレンジ支援貸付事業」により、子供の進
学を支援します。（再掲） 

 
＜食に関する支援＞ 
〇 ひとり親家庭や生活に困窮している家庭等とその子供たちに対し、子供食堂やフード

パントリー等を通じた食に関する支援に取り組む区市町村を支援します。 
 
<養育費確保への支援＞ 
〇 東京都ひとり親家庭支援センターで実施している養育費相談や法律相談等の専門相談

を拡充するとともに、身近な自治体において専門的な相談を受けることが可能となるよ
う、養育費相談を行う区市を支援します。（再掲） 

 
〇 都としても、国が掲げる養育費受領率の目標の達成に向け、ひとり親家庭の自立と子ど

もの健全な育成を支えるため、都内のひとり親世帯に対し、養育費の受領を一層進める
ことを目的として、養育費の取り決めの債務名義化の促進や、継続した履行確保を支援
するため、ひとり親に対し、公正証書等の作成支援や、養育費に係る保証契約における

 ひひととりり親親家家庭庭のの自自立立とと子子供供のの健健ややかかなな成成⾧⾧をを支支ええるるたためめ、、引引きき続続きき、、経経済済面面かか
ららのの支支援援をを行行ううととととももにに、、子子供供たたちちへへのの食食にに関関すするる支支援援ににもも取取りり組組みみまますす。。  



-65-

65 
 

保証料への支援等を行う区市を支援します。本計画期間後も、国の動向を踏まえるととも
に、養育費の受領を一層進めるため、施策を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【【主主なな施施策策】】  

■■  児児童童扶扶養養手手当当・・児児童童育育成成手手当当〔〔福福祉祉局局〕〕  
  ひとり親家庭に対する児童扶養手当の支給、児童育成手当の支給により、ひとり親家

庭を経済的に支援します。  
■■  母母子子及及びび父父子子福福祉祉資資金金〔〔福福祉祉局局〕〕  
  ひとり親家庭等に対し、母子及び父子福祉資金の貸付けを実施し、ひとり親家庭等を

経済的に支援します。  
■■  ００１１８８ササポポーートト〔〔福福祉祉局局〕〕  

全ての子供の成⾧を切れ目なく支えていくため、都内に在住する 0 歳から 18 歳まで
の子供に所得制限なく月額 5,000 円を支給する「０１８サポート」を実施します。  

■■  フフーードドパパンントトリリーー設設置置事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕  
  住民の身近な地域に「フードパントリー（食の中継地点）」を設置し、生活困窮者に

対して食料提供を行うとともに、それぞれの生活の状況や食以外の困りごと等について
話を聴くことで、現在区市等の相談支援窓口を利用していない生活困窮者を、それぞれ
の状況・移行に応じた適切な相談支援機関に繋ぐ取組を行う区市町村を支援します。   

■■  子子供供食食堂堂推推進進事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））  
  地域の子供たちへの食事や交流の場を提供する子供食堂の開催に加え、配食や宅食を

通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる子供食堂の取組を支援します。
また、区市町村が、子供食堂との情報共有等により連携した上で、週１回以上の食事提
供を通じて、家庭支援につなげる子供食堂の取組を支援します。   

■■  【【拡拡充充】】養養育育費費確確保保支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））  
  ひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費立替保証、公正証書等の作成及び

ADR（裁判外紛争解決手続）に係る支援等を行うほか、民法改正を踏まえた養育費等
に関する専門相談など養育費の履行確保に資する区市の取組を支援します。 
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ココララムム 子子供供のの育育ちちをを切切れれ目目ななくく支支援援すするる ～～ ササポポーートト～～

〇 都は、子供の育ちを切れ目なく支援するため、都内在住の０～１８歳までの子供たち

に月額 千円を支給する「０１８サポート」を令和５年度より実施しています。

〇 本事業は、時間や場所を問わず申請できるよう、オンラインや郵送で申請可能として

おり、「子育てで忙しい中、窓口に行かずに申請できて助かった」という声をいただい

ています。

〇 令和６年度からは、一度受給した方は改めての手続きなしで給付金を受け取れるよう、

原則としてプッシュ型で継続支給を行っています。また、転入・

出生等により申請される方については、親子のマイナンバーカ

ードをスマホで読み取ることで申請できる申請方法を新たに

導入し、より簡単・便利に申請ができるようになりました。

〇 令和５年度は年間の給付金を一括で支給しましたが、子供の

育ちをきめ細かくサポートするため、令和６年度から支給回数

を年３回（８月、１２月、４月）としています。

ココララムム 離離婚婚前前後後のの親親支支援援講講座座 ～～世世田田谷谷区区のの取取りり組組みみ～～

○ 世田谷区では、お子さんがいるご家庭で離婚を考えている方などを対象に、「離婚前

後の親支援講座」を実施しています。講座では親の離婚に対する子どもの気持ちや、財

産分与や養育費、親子交流など離婚時に取り決めておきたいこと、ひとり親家庭が支援

を受けることができる区の制度などを紹介しています。

○ 参加者は、「子育てと仕事を両立できるか」「子どもに離婚のことをどう伝えよう」な

ど、様々な悩みを抱えて講座に参加しています。ひとり親家庭になる前から情報を得る

ことで、安定した生活基盤を考えることができるように支援をしていくことが必要です。

○ ある参加者は、自身の収入が低いことから離婚後の生活に不安を抱えており、養育費

を受け取ることができるか心配で参加していました。参加者の家庭状況等を確認し、状

況に応じて説明をすることで、それに基づく養育費の金額や取り決め方法等について具

体的なイメージを持っていただきます。参加者一人ひとりとのコミュニケーションを通

じて、不安を一つずつ取り除き、充実した内容となるように取り組んでいます。
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１ 母子生活支援施設の状況

（１）母子生活支援施設を取り巻く社会的状況

〇 平成 年改正児童福祉法では、子供が権利の主体であることを明確にし、家庭への養
育支援から代替養育までの社会的養育の充実とともに、家庭養育優先の理念を規定し、
実親に養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決（パーマネンシー保障）や
里親による養育を推進することなどが明確にされました。

〇 この改正法の理念を具体化するため、平成 年８月に国の「新たな社会的養育の在り
方に関する検討会」が、「新しい社会的養育ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を取
りまとめました。

〇 ビジョンの中で、母子生活支援施設については、「代替養育を担う児童福祉施設の在り
方」として「母子生活支援施設は、地域に開かれた施設として、妊娠期から産前産後の
ケアや親へのペアレンティング教育や親子関係再構築など専門的なケアを提供できるな
ど多様なニーズに対応できる機関となることが求められる。」と記載されています。

〇 平成 年７月には、ビジョンで掲げられた取組を通じて、「家庭養育優先原則」を徹
底し、子どもの最善の利益を実現していくために、都道府県において「社会的養育推進
計画」を策定することとされ、都においても、令和２年３月に「東京都社会的養育推進
計画」を策定しました。

〇 令和４年改正児童福祉法において、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、
児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するための改正が行われたことなどを
受け、令和６年３月、新たな「都道府県社会的養育推進計画策定要領」（以下「策定要領」
という。）が示されました。

〇 策定要領では、「支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組」の項目が新設され、
生活に困難を抱える特定妊婦等に一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る
情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う妊産婦等生活援助事業について、乳
児院や母子生活支援施設等の活用を含め、必要な内容を盛り込むこととされました。

〇 また、児童養護施設や母子生活支援施設等の施設は、ソーシャルワーク機能や相談支
援に係る専門的な機能を有しており、要支援児童や要支援家庭に対する支援においても

第第４４章章 母母子子生生活活支支援援施施設設のの活活用用
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重要な役割を担っていることから、子育て短期支援事業など市区町村の家庭支援事業の
実施について、積極的な活用を進めていくという考え方が示されています。 
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（２）入所母子の状況 
 

 アア  入入所所理理由由ににつついいてて  
   ○ 都内における令和 6 年 4 月 1 日時点の入所世帯の入所理由（主訴）は、「夫等の暴

力」（約 37％）、「住宅困窮等の住宅事情」（約 32％）が多く、この２つで全体の約 7
割を占めます。次いで、「入所前の家庭内環境の不適切」（約 11％）、「経済的理由」
（約 9％）が多くなっています。 

 
図表 1 母子生活支援施設への入所理由（東京 令和６年 4月 1 日） 

 

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5期）策定のための調査」 
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図表 2 障害等のある入所者の入所状況（令和 6 年 4 月 1日） 

障害等 
母 子  

 割合  割合 

身体障害者手帳を所持 １ ０．２％ ５ ０．８％ 

療育手帳（愛の手帳）を所持 １１ ２．７％ ２７ ４．５％ 

精神障害者保健福祉手帳を所持 ３９ ９．５％ ５ ０．８％ 

手帳は持たないが、精神科等を受診中 ９８ ２３．８％ ２８ ４．６％ 

手帳は持たないが、発達障害がある ９ ２．２％ ６１ １０．１％ 

その他 １３ ３．２％ １２ ２．０％ 

合計 ※参考値 １７１ ４１．６％ １３８ ２２．９％ 

  資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5 期）策定のための調査」 

※複数の「障害等」に該当するケースもあるため参考値。 

※割合は、令和 6 年 4 月 1 日時点の母と子の人数（母：411 人、子：603 人）それぞれと比較 

 
 

 ウウ  児児童童虐虐待待のの状状況況  
   ○ 児童虐待の割合は、令和 6 年 4 月 1 日時点の入所世帯（411 世帯）のうち、約 47％

を占めています。そのうち、実母又は両親からの虐待は 24％となっています。 
 

図表 3 児童虐待の状況（令和 6 年 4 月 1 日） 
   （① 入所世帯のうち、これまでに虐待のあった世帯数） 

実世帯 身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待 

１９２(47％) ９１ ６ ３１ １４８ 

※複数回答あり 

   （② ①のうち、令和 6 年４月１日現在も虐待が継続している世帯数） 

実世帯 身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待 

３５(18％) １２ ０ ２１ ２０ 

※複数回答あり 

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5期）策定のための調査」 

 

 

 

うち、児童相談所につながっているケース：２４件 



-71-

エエ 外外国国籍籍のの母母のの入入所所状状況況
○ 入所世帯の母につき、令和６年 月 日時点では ％が外国籍となっています。

オオ 平平均均入入所所期期間間
○ 利用期間について、多くの施設（自治体）が２年と設定しています。

図表 令和 年度の利用期間の設定状況（令和 年 月 日）

資料：東京都社会福祉協議会「令和３年度東京都母子生活支援施設実態調査」

○ 令和５年度中に入所した世帯（ 世帯）で見ると、２年以下の入所期間の世帯が
約 割となっています。

図表 令和 年度中入所世帯の入所期間の設定状況（令和 年 月 日）

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

取り決め無し

年超

年超 年以下

年以下

期間は設けていない

年

年
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  カカ  退退所所理理由由及及びび課課題題のの解解決決状状況況ににつついいてて  
   ○ 令和 5 年度に退所した世帯のうち、入所時の課題が解決しないまま退所している

世帯は２割程度です。平成 29 年度と比較して、改善傾向が見られます。 
 

図表 6 令和 5 年度の退所理由及び課題の解決状況（令和 6年 4 月 1 日） 

退所理由 
退所世帯数 

未解決割合 
未解決割合

（H29）  うち未解決 

住宅事情の改善（都住当選等） １３４ ２４ １７．９％ ２９．１％ 

入所期間満了 ２８ ３ １０．７％ ４３．６％ 

経済的自立 ６ ０ ０．０％ ３．１％ 

希望退所 ２６ １５ ５７．７％ ５８．１％ 

日常生活・身辺、精神的自立 ２ ０ ０．０％ １６．７％ 

結婚・再婚・復縁 ７ ３ ４２．９％ ７５．０％ 

母子分離 １５ １ ６．７％ ９２．３％ 

その他（前夫からの追跡等） １４ １０ ７１．４％ ８５．７％ 

合計 ２３２ ５６ ２４．１％ ３９．５％ 

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5期）策定のための調査」 

 
  キキ  アアフフタターーケケアアのの実実施施状状況況  
   ○ 施設退所後の世帯に対するアフターケアは、全ての母子生活支援施設で行われて

います。アフターケアで実施している主な内容は、「相談支援」（31 施設）、「行事へ
の誘い」（28 施設）、「心理職による相談」（22 施設）となっています。 

相談支援の内容では、「母の健康課題」（25 施設）、「養育課題」（25 施設）、「子供
の行動課題」（23 施設）が多く行われています。 

 
  図表 7 実施しているアフターケアの内容（令和 7年 1 月 20 日時点）※複数回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5期）策定のための調査」 

 

26
13

16
20
20

21
22

28
31

0 5 10 15 20 25 30 35

その他
家事支援

保育（保育園等への送迎含む）
付き添い（関係機関、通院等への同行）

学習支援
手続代行・書類作成等

心理職による相談
行事への誘い

相談支援

（施設）Ｎ＝32 
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（３）都内母子生活支援施設の運営状況

アア 入入所所世世帯帯数数のの推推移移
○ 令和６年４月１日時点の入所世帯数は 世帯であり、認可定員数の合計（
世帯）に対する入所率は、約 ％にとどまります。

図表 令和 年度当初の入所世帯数の推移

資料：東京都社会福祉協議会「令和元年度～令和 年度東京都母子生活支援施設実態調査」

東京都「福祉統計情報システム」

「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

イイ 母母子子生生活活支支援援施施設設のの暫暫定定定定員員
○ 母子生活支援施設は、国の通知上、各年度の事業実施に際して、各施設の前年度
や直近３か年の在籍世帯数などを利用して算定した数が、その施設の定員に満たな
い場合には、その満たない数に定員を改定するか、暫定定員を設けることとされて
います。
都内施設では、令和 年度において、 施設中 施設が暫定定員となる予定で、

全体の 割弱を占めます。直近の 年間で 施設増えており、民立の施設でも増加
の傾向が見られます。

図表 令和 年度都内母子生活支援施設の暫定定員設定状況

公立 民立 区部 市部

１５施設中 １３ １７施設中 ６ ２６施設中 １８ ６施設中 １

世帯数 入所者数（人）

平成３１年４月１日現在 ４５９ １ １２５

令和２年４月１日現在 ４６６ １ １８５

令和３年４月１日現在 ４５６ １ １２１

令和４年４月１日現在 ３９３ ９５３

令和５年４月１日現在 ４２７ １ ０６３

令和６年４月１日現在 ４１１ １ ０１４
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  カカ  退退所所理理由由及及びび課課題題のの解解決決状状況況ににつついいてて  
   ○ 令和 5 年度に退所した世帯のうち、入所時の課題が解決しないまま退所している

世帯は２割程度です。平成 29 年度と比較して、改善傾向が見られます。 
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結婚・再婚・復縁 ７ ３ ４２．９％ ７５．０％ 

母子分離 １５ １ ６．７％ ９２．３％ 

その他（前夫からの追跡等） １４ １０ ７１．４％ ８５．７％ 

合計 ２３２ ５６ ２４．１％ ３９．５％ 

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5期）策定のための調査」 

 
  キキ  アアフフタターーケケアアのの実実施施状状況況  
   ○ 施設退所後の世帯に対するアフターケアは、全ての母子生活支援施設で行われて

います。アフターケアで実施している主な内容は、「相談支援」（31 施設）、「行事へ
の誘い」（28 施設）、「心理職による相談」（22 施設）となっています。 

相談支援の内容では、「母の健康課題」（25 施設）、「養育課題」（25 施設）、「子供
の行動課題」（23 施設）が多く行われています。 

 
  図表 7 実施しているアフターケアの内容（令和 7年 1 月 20 日時点）※複数回答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 5期）策定のための調査」 
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ウウ 職職員員のの構構成成ににつついいてて
○ 民間の母子生活支援施設の職員平均勤続年数の平均は、令和 年度で約 年と
なっており、 年間の中で、約 年伸長しました。職員の構成は、ベテラン職員と若
手職員が多く、中堅職員が少ない傾向は変わらないことから、職員の育成と定着が
引き続き課題となっています。

図表 民立母子生活支援施設の平均勤続年数

平均勤続年数

平成３１年度 年 か月

令和２年度 年 か月

令和３年度 年 か月

令和４年度 年 か月

令和５年度 年 か月

資料：東京都 措置費等算定資料「平均勤続年数算定表」

東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

図表 母子生活支援施設職員の勤続年数別 職員数

資料：東京都 措置費等算定資料「平均勤続年数算定表」

年以上

～ 年未満

～ 年未満

～ 年未満

～ 年未満

（人）
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エエ 広広域域入入所所ににつついいてて
○ 広域入所（施設所在区市外の母子の入所）の受け入れについて、 施設で実施済
みであり、未実施の施設は７施設（区部のみ）となっています。
広域入所を実施する施設について、受け入れの条件は、以下のとおりですが、より

制限的でない受け入れを実施している施設が増えています。

図表 広域入所について

令和６年６月時点

協定を結んだ自治体からのみ受け入れる ２

特定の区域からのみ受け入れる ２

どの自治体からも受け入れるが、規定（負担を求める等）を設けている １０

どの自治体からも受け入れる（規定等による制限なし） １１

合合計計 ２２５５

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

ウウ 職職員員のの構構成成ににつついいてて
○ 民間の母子生活支援施設の職員平均勤続年数の平均は、令和 年度で約 年と
なっており、 年間の中で、約 年伸長しました。職員の構成は、ベテラン職員と若
手職員が多く、中堅職員が少ない傾向は変わらないことから、職員の育成と定着が
引き続き課題となっています。

図表 民立母子生活支援施設の平均勤続年数

平均勤続年数

平成３１年度 年 か月

令和２年度 年 か月

令和３年度 年 か月

令和４年度 年 か月

令和５年度 年 か月

資料：東京都 措置費等算定資料「平均勤続年数算定表」

東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

図表 母子生活支援施設職員の勤続年数別 職員数

資料：東京都 措置費等算定資料「平均勤続年数算定表」

年以上

～ 年未満

～ 年未満

～ 年未満

～ 年未満

（人）
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オオ 施施設設のの多多機機能能化化のの状状況況
○ 母子生活支援施設は、通常の入所者への支援のほか、自治体からの委託事業も実
施しており、令和６年６月時点では、 施設中 施設が、何らかの事業を受託し
ており、実施件数は増加傾向にあります。

図表 自治体からの委託事業について

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

○ 地域の子育て世帯に向けた事業及び取組を実施する施設も増えており、地域の子
育て支援の拠点として、活用されています。令和 年 月 日時点で、 施設が何
らかの地域支援を実施しています。

図表 委託外での地域福祉サービスの実施状況

事業概要 実施施設数

食支援 フードパントリー、子供食堂、長期休暇期間の

子供食堂、調理体験等

施設

学習支援 無料塾、パソコンや英語の検定取得の支援、

母親を対象とした学習支援等

施設

相談対応 働いているシングルマザーの心理相談、 を

使った子育て相談、家計相談等

施設

居場所提供 地域の小中学生の居場所提供等 施設

その他 訪問家事支援、母子料理教室、就労支援等 ―

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

その他
母子一体型ショートケア

トワイライトステイ
ショートステイ
緊急一時保護

【その他】

子どもの居場所支援事業、ひとり親電話相談

事業、被災者一時滞在事業等

（対象：都内 施設）

（単位：施設）

※複数回答
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カカ 施施設設のの高高機機能能化化のの状状況況
○ 母子生活支援施設に入所している母子は、 や虐待等、様々な課題を有してお
り、また、その課題は、より複雑化する傾向にあります。住居支援や一般的な生活支
援に留まらない、養育支援や心理ケア等の専門的な支援、母、子それぞれのニーズ
を踏まえた多面的な支援が必要とされ、これに対応する専門的な業務を行う職員の
配置が進んでいます。

図表 令和５年度における専門的な業務を行う職員等の配置状況

概要 実施施設数

心理療法

担当職員

夫等からの暴力や虐待などによる心的外傷等のため

に心理療法を必要とする母子に対して心理療法を実

施し、心理的な困難を改善する。

２４施設

（公９、民１５）

個別対応

職員

虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応する

ため、被虐待児等の個別の対応が必要な児童への１

対１の対応、保護者への援助等を行う。

３１施設

（公１５、民１６）

特別生活

指導員

心身に障害等を有する母子や複雑な生活課題を抱

える母子など、特に保護・指導が困難な母子が入所

する施設に配置し、必要な支援を実施する。

１６施設

（公４、民１２）

基幹的

職員

入所者の多様な課題に対応するために、施設での

支援業務経験が概ね１０年以上の者に所定の研修を

受講させ、スーパーバイザーとして、職員の指導等を

行わせることで職員の専門性の向上・質の確保を図

る。

２２施設

（公７、民１５）

自立支援

担当職員

施設等退所前の進学・就職等の自立支援及び退所

後のアフターケアを担う職員を配置し、入所児童等

の退所前後の自立に向けた支援の充実を図る。

６施設

（公１、民５）

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

令和５年度措置費等算定資料

オオ 施施設設のの多多機機能能化化のの状状況況
○ 母子生活支援施設は、通常の入所者への支援のほか、自治体からの委託事業も実
施しており、令和６年６月時点では、 施設中 施設が、何らかの事業を受託し
ており、実施件数は増加傾向にあります。

図表 自治体からの委託事業について

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

○ 地域の子育て世帯に向けた事業及び取組を実施する施設も増えており、地域の子
育て支援の拠点として、活用されています。令和 年 月 日時点で、 施設が何
らかの地域支援を実施しています。

図表 委託外での地域福祉サービスの実施状況

事業概要 実施施設数

食支援 フードパントリー、子供食堂、長期休暇期間の

子供食堂、調理体験等

施設

学習支援 無料塾、パソコンや英語の検定取得の支援、

母親を対象とした学習支援等

施設

相談対応 働いているシングルマザーの心理相談、 を

使った子育て相談、家計相談等

施設

居場所提供 地域の小中学生の居場所提供等 施設

その他 訪問家事支援、母子料理教室、就労支援等 ―

資料：東京都 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第 期）策定のための調査」

その他
母子一体型ショートケア

トワイライトステイ
ショートステイ
緊急一時保護

【その他】

子どもの居場所支援事業、ひとり親電話相談

事業、被災者一時滞在事業等

（対象：都内 施設）

（単位：施設）

※複数回答
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    ○ 都は、民間社会福祉施設の特性と創意工夫による自主的かつ柔軟な施設運営を支
援し、都民の多様なニーズに対応した福祉サービスの確保と社会福祉施設利用者の
福祉の向上を図るために、独自の補助を実施しています。 

 
図表 16 サービス推進費における努力実績加算の実績値推移  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数 延実施 

人数 

施設数 延実施 

人数 

施設数 延実施

人数 

就労支援活動加算 15 465 16 475 16 473 

特別援助加算 7 1,087 7 998 7 1,247 

心理ケア加算 15 2,704 16 2,903 16 3,062 

未就学児加算 17 2,422 17 2,224 17 2,222 

アフターケア加算 16 121 16 106 17 123 

親子心理カンファレンス加算  1 10 2 14 2 14 

（※親子心理カンファレンス加算のみ、実績の単位が「月」となる。） 

 
  キキ  母母子子生生活活支支援援施施設設のの施施設設整整備備ににつついいてて  
   ○ 利用者の安全の確保と居住環境の改善を図るため、需要動向も踏まえ、施設の整

備を計画的に進めています。 
 

図表 17 母子生活支援施設における施設整備の過年度実績 
 概要 

平成３１年度 
○改築 １施設  ○中規模修繕 ２施設 

○生活向上のための環境改善事業 ２施設 

令和２年度 
○改築 １施設  ○中規模修繕 １施設 

○生活向上のための環境改善事業 ２施設 

令和３年度 
〇大規模修繕 ２施設 

○生活向上のための環境改善事業 １施設 

令和４年度 ○生活向上のための環境改善事業 １施設 

令和５年度 

○改築 １施設  ○大規模修繕 ２施設  

○拡張 １施設  ○中規模修繕 ２施設 

○生活向上のための環境改善事業 ２施設 
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２ 母子生活支援施設の具体的な展開

２－１ 課題（ニーズ）を有する母子への支援

現状と課題

〇 母子生活支援施設の入所理由は「住宅困窮」「夫等の暴力」「経済的困窮」などが多くな
っており、入所している母子は、虐待や精神疾患、障害など様々な課題を抱えています。
入所中の母の約４割、子の約２割が何らかの障害等を有しており、割合は増加傾向にあ
ります。

〇 支援にあたっては、母と子のそれぞれのニーズを踏まえ、養育支援や心理ケア等の専
門的な支援を行う必要があります。心理療法対応職員や特別生活指導員などの専門的な
業務を行う職員を配置する施設は増加しており、施設の専門性の向上は進んでいると言
えます。

〇 民間の母子生活支援施設の職員については、平均勤続年数は約 年となっています。
勤続年数は伸びているものの、ベテラン職員と若手職員が多く、中堅職員が少ない傾向
にあり、職員の確保・育成・定着が課題と言えます。

〇 退所者の平均入所期間は１年６か月程度となっており、短縮傾向にあります。約７割
の施設において、入所期間が２年と定められており、入所時の課題について、整理や解
決ができないまま退所する世帯もあることから、退所後のアフターケアも重要になって
います。

〇 令和６年度当初の認可定員の合計に対する入所率は約７割であり、暫定定員を設定す
る施設も増加しています。

〇 母子生活支援施設は、母子分離をせずに、虐待等の被害からの回復や虐待の未然防止
に向けて支援する機能がありますが、必ずしも十分に活用されているとは言えない状況
です。母子・父子自立支援員等の関係者の中には、 被害を受けている方のための専用
施設というイメージを持っている人もいる可能性が指摘されています。

〇 被害などにより支援の必要な母子家庭については、区市町村の区域を超えて対応
することが必要であることから、都は、広域利用の推進を区市及び施設に働きかけてき
ました。その結果、広域で受け入れを行う施設は増加しており、未実施の施設は７施設
となっています。

〇 施設の改築・改修は進んでいますが、一部には洗面所等が共用となっている施設や、
老朽化が進んでいるなど、一般的なライフスタイルと合わない施設も残されています。
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    ○ 都は、民間社会福祉施設の特性と創意工夫による自主的かつ柔軟な施設運営を支
援し、都民の多様なニーズに対応した福祉サービスの確保と社会福祉施設利用者の
福祉の向上を図るために、独自の補助を実施しています。 

 
図表 16 サービス推進費における努力実績加算の実績値推移  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数 延実施 

人数 

施設数 延実施 

人数 

施設数 延実施

人数 

就労支援活動加算 15 465 16 475 16 473 

特別援助加算 7 1,087 7 998 7 1,247 

心理ケア加算 15 2,704 16 2,903 16 3,062 

未就学児加算 17 2,422 17 2,224 17 2,222 

アフターケア加算 16 121 16 106 17 123 

親子心理カンファレンス加算  1 10 2 14 2 14 

（※親子心理カンファレンス加算のみ、実績の単位が「月」となる。） 

 
  キキ  母母子子生生活活支支援援施施設設のの施施設設整整備備ににつついいてて  
   ○ 利用者の安全の確保と居住環境の改善を図るため、需要動向も踏まえ、施設の整

備を計画的に進めています。 
 

図表 17 母子生活支援施設における施設整備の過年度実績 
 概要 

平成３１年度 
○改築 １施設  ○中規模修繕 ２施設 

○生活向上のための環境改善事業 ２施設 

令和２年度 
○改築 １施設  ○中規模修繕 １施設 

○生活向上のための環境改善事業 ２施設 

令和３年度 
〇大規模修繕 ２施設 

○生活向上のための環境改善事業 １施設 

令和４年度 ○生活向上のための環境改善事業 １施設 

令和５年度 

○改築 １施設  ○大規模修繕 ２施設  

○拡張 １施設  ○中規模修繕 ２施設 

○生活向上のための環境改善事業 ２施設 
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今後の取組

＜専門人材の確保・育成・定着＞
〇 各施設において、専門性を有する職員の配置が進むよう働きかけるとともに、各職種
の専門性向上やリーダー職員の問題解決等の研修や、施設の研修参加の取組への支援に
ついて、引き続き実施していきます。

○ 母子生活支援施設も含めた、社会的養護関係施設における、新規採用職員確保のイン
センティブとなる取組や働き続けられる支援制度を実施します。

アフターケアの充実＞
〇 各施設において、退所前の進学・就職等の支援や退所後のアフターケアを行う自立支
援担当職員の配置が進むよう働きかけます。

＜入所率向上に向けた取組＞
〇 母子生活支援施設の概要や活用するメリットについて、区市の母子・父子自立支援員
や、児童相談所の職員等に周知していきます。

＜広域利用の促進＞
〇 母子生活支援施設の活用促進のため、引き続き、施設における広域受け入れの実施に
ついて働きかけていきます。

施設整備等への支援＞
〇 入所する母子の生活環境の向上等図るため、老朽化した施設の改築や改修、設備整備
や安全対策を支援します。

母母子子をを分分離離ささせせずずにに支支援援ででききるる母母子子生生活活支支援援施施設設のの特特性性をを生生かかしし、、支支援援がが必必要要なな母母子子
のの課課題題（（ニニーーズズ））にに応応じじたた専専門門的的なな支支援援をを行行いいまますす。。
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【【主主なな施施策策】】
■■ 東東京京都都民民間間社社会会福福祉祉施施設設ササーービビスス推推進進費費補補助助〔〔福福祉祉局局〕〕

社会福祉法人等が設置する母子生活支援施設における入所者の福祉の向上を図るた
め、心理ケアやアフターケアなどの支援を実施する場合に、運営等に要する費用の一部
を補助します。

■■ 母母子子生生活活支支援援施施設設のの支支援援力力のの向向上上〔〔福福祉祉局局〕〕
母子生活支援施設における支援の核となる基幹的職員を育成します。また、母子生活

支援施設の職員の研修参加や施設間研修を支援し、対応力を強化します。

■■ 育育児児指指導導機機能能強強化化事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
母子生活支援施設等に育児指導担当職員を配置し、入所者やその家族及び地域で子育

て中の家庭等からの子育てに関する相談に応じる等により、子育てに関する不安を解消
するなどの育児指導機能の充実を図ります。

■■ 医医療療機機関関等等連連携携強強化化事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
母子生活支援施設等における医療機関との連携強化を図り、継続的な服薬管理や健康

管理が必要な児童等の円滑な受入を促進します。

■■ 児児童童養養護護施施設設等等体体制制強強化化事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
児童指導員等の資格要件を満たすことを目指す者を、児童指導員等の補助を行う者と

して雇い上げることにより、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るととも
に、児童指導員等の人材の確保を図ります。

■■ 【【新新規規】】社社会会的的養養護護職職員員のの奨奨学学金金返返済済・・育育成成支支援援事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕
社会的養護等の分野において新規採用者を対象とした奨学金返済支援事業を実施し、

人材確保・定着を強化します。

■■ 母母子子生生活活支支援援施施設設等等のの施施設設整整備備〔〔福福祉祉局局〕〕
老朽化した母子生活支援施設等について、利用者の安全の確保と居住環境の改善を図

るため、需要動向も踏まえ、施設の整備を計画的に進めます。また、入居者の生活環境
改善を図るための改修等について、支援を行います。

今後の取組

＜専門人材の確保・育成・定着＞
〇 各施設において、専門性を有する職員の配置が進むよう働きかけるとともに、各職種
の専門性向上やリーダー職員の問題解決等の研修や、施設の研修参加の取組への支援に
ついて、引き続き実施していきます。

○ 母子生活支援施設も含めた、社会的養護関係施設における、新規採用職員確保のイン
センティブとなる取組や働き続けられる支援制度を実施します。

アフターケアの充実＞
〇 各施設において、退所前の進学・就職等の支援や退所後のアフターケアを行う自立支
援担当職員の配置が進むよう働きかけます。

＜入所率向上に向けた取組＞
〇 母子生活支援施設の概要や活用するメリットについて、区市の母子・父子自立支援員
や、児童相談所の職員等に周知していきます。

＜広域利用の促進＞
〇 母子生活支援施設の活用促進のため、引き続き、施設における広域受け入れの実施に
ついて働きかけていきます。

施設整備等への支援＞
〇 入所する母子の生活環境の向上等図るため、老朽化した施設の改築や改修、設備整備
や安全対策を支援します。

母母子子をを分分離離ささせせずずにに支支援援ででききるる母母子子生生活活支支援援施施設設のの特特性性をを生生かかしし、、支支援援がが必必要要なな母母子子
のの課課題題（（ニニーーズズ））にに応応じじたた専専門門的的なな支支援援をを行行いいまますす。。



-82-

２－２ 地域の子育て資源としての積極的活用

現状と課題

〇 母子生活支援施設は、社会的養護の施設の中で、唯一親子で生活ができる施設であり、
その専門性を生かし、地域の子育て支援の資源として、親子関係の再構築のための支援
力の活用が期待されています。

〇 緊急一時保護やショートステイなどの事業を区市町村から受託している施設は増加し
ていますが、施設によって取組に差が見られる状況です。

〇 地域のニーズに合わせて、入所児童だけではなく、地域の子供も対象とした学習・居
場所支援や、電話相談事業などの取組を行う施設もあります。

〇 母子生活支援施設の多機能化の取組を進めていくためには、区市町村と施設の双方の
意識の変化が求められます。

〇 ひとり親になる前の妊娠期から、関係機関が連携して支援を行うことが重要であり、
生活に困難を抱える特定妊婦等への支援を行う「妊産婦等生活援助事業」において、母
子生活支援施設の専門性を活用することが期待されています。

今後の取組

＜施設の多機能化の推進＞
〇 母子生活支援施設等を活用し、母子一体型ショートケア事業や子育て短期支援事業（シ
ョートステイ・トワイライトステイ）、また、離婚前後において、一定期間、離婚後の住
まい・就業の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える支援
を実施する区市町村を支援します。

〇 母子生活支援施設において、地域における要支援家庭等の親子の親子関係再構築に向
けた日常的な支援を行う施設を支援します。

〇 先行事例をもとに、多機能化の必要性や実現のためのノウハウを紹介することで、各
施設の多機能化の取組を後押しします。その際は、 対応等における安全性への配慮

地地域域ににおおけけるるすすべべててのの子子育育てて家家庭庭のの支支援援をを行行うう施施設設ととししてて、、母母子子生生活活支支援援施施設設のの積積極極
的的なな活活用用をを働働ききかかけけてていいききまますす。。
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と、地域の子育て家庭を支援する開かれた施設としての役割の両立についても紹介して
いきます。 

 
〇 区市町村に対しても、施設の多機能化の事例を紹介することで、子育て短期支援事業

などの家庭支援事業への積極的な活用を促していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【主主なな施施策策】】  
■■  母母子子・・父父子子等等緊緊急急一一時時保保護護事事業業（（子子供供家家庭庭支支援援区区市市町町村村包包括括補補助助事事業業））〔〔福福祉祉局局〕〕  
    夫等の暴力からの避難等で、緊急に施設等での保護が必要な母子・父子等に対し、母

子生活支援施設やシェルター、民間アパート、ホテル等に一時的に居室を確保します。
＜実施主体：区市、町村は都＞ 

 
■■  母母子子一一体体型型シショョーートトケケアア事事業業（（子子供供家家庭庭支支援援区区市市町町村村包包括括補補助助事事業業））〔〔福福祉祉局局〕〕  

見守りが必要な母子等に対し、母子生活支援施設において、母子ともに滞在型のショ
ートステイを実施し、育児・家事指導を行うことにより、その後の生活支援につなげる
区市町村を支援します。  

  
■■  子子育育てて短短期期支支援援事事業業（（シショョーートトスステテイイ・・トトワワイイラライイトトスステテイイ））〔〔福福祉祉局局〕〕  
  保護者の疾病その他の理由により、家庭において子供を養育することが一時的に困難

となった場合等に、児童養護施設や母子生活支援施設等において一定期間、養育・保護
を行う区市町村を支援します。 

 
■■  ひひととりり親親家家庭庭地地域域生生活活支支援援事事業業（（ひひととりり親親家家庭庭等等生生活活向向上上事事業業））〔〔福福祉祉局局〕〕  

離婚前後において、一定期間、母子生活支援施設等を活用し、離婚後の住まい・就
業の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える支援を実施
する区市町村を支援します。 

  
■■  親親子子支支援援事事業業（（施施設設機機能能強強化化推推進進費費））  

区市町村、児童相談所およびその他関係機関と連携し、地域における要支援家庭等の
親子を通所又は宿泊により受け入れて、親子分離に至る前に親子関係の再構築に向けた
日常的な支援を行う母子生活支援施設を支援します。 

  
■■  妊妊産産婦婦等等生生活活援援助助事事業業〔〔福福祉祉局局〕〕（（再再掲掲））  
  家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、

一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機
関との連携を行う民間団体を支援します。 

２－２ 地域の子育て資源としての積極的活用

現状と課題

〇 母子生活支援施設は、社会的養護の施設の中で、唯一親子で生活ができる施設であり、
その専門性を生かし、地域の子育て支援の資源として、親子関係の再構築のための支援
力の活用が期待されています。

〇 緊急一時保護やショートステイなどの事業を区市町村から受託している施設は増加し
ていますが、施設によって取組に差が見られる状況です。

〇 地域のニーズに合わせて、入所児童だけではなく、地域の子供も対象とした学習・居
場所支援や、電話相談事業などの取組を行う施設もあります。

〇 母子生活支援施設の多機能化の取組を進めていくためには、区市町村と施設の双方の
意識の変化が求められます。

〇 ひとり親になる前の妊娠期から、関係機関が連携して支援を行うことが重要であり、
生活に困難を抱える特定妊婦等への支援を行う「妊産婦等生活援助事業」において、母
子生活支援施設の専門性を活用することが期待されています。

今後の取組

＜施設の多機能化の推進＞
〇 母子生活支援施設等を活用し、母子一体型ショートケア事業や子育て短期支援事業（シ
ョートステイ・トワイライトステイ）、また、離婚前後において、一定期間、離婚後の住
まい・就業の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える支援
を実施する区市町村を支援します。

〇 母子生活支援施設において、地域における要支援家庭等の親子の親子関係再構築に向
けた日常的な支援を行う施設を支援します。

〇 先行事例をもとに、多機能化の必要性や実現のためのノウハウを紹介することで、各
施設の多機能化の取組を後押しします。その際は、 対応等における安全性への配慮

地地域域ににおおけけるるすすべべててのの子子育育てて家家庭庭のの支支援援をを行行うう施施設設ととししてて、、母母子子生生活活支支援援施施設設のの積積極極
的的なな活活用用をを働働ききかかけけてていいききまますす。。
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ココララムム 母母子子生生活活支支援援施施設設ののフフーードドパパンントトリリーーのの取取りり組組みみ

〇 ひとり親母子家庭の経済的困窮が大きな課題となりつつある一方、母子生活支援施設

では利用率が低迷するという状況が続いています。

〇 母子生活支援施設ベタニヤホームでは、地域のひとり親母子家庭へのフードパントリ

ーを通じて、地域の困窮世帯を「探し」、施設での支援につなげています。

〇 この取り組みは、退所家庭を含む地域で暮らすひとり親母子家庭へのアウトリーチ手

段として、食支援を「アウトリーチパントリープロジェクト」と称し、 年から開

始しました。パントリーではカフェなども併設し、職員がひとり親の方々のお話を聞い

ています。周囲に頼れるところがなく、「自分がもっと頑張らないといけない」と考え

る方が多くおり、中でも役所の相談窓口に行くことさえ考えたこともないという方には、

ひとり親家庭への様々な支援があることなどもお伝えするとともに、後日、役所に同行

した上で母子生活支援施設への入所を促し、支援につなげています。

〇 パントリーの開催情報は、ベタニヤホームが軸となって立ち上げた食支援ネットワー

クに属する各種団体から対象家庭に提供していただいています。この取り組みを通じて、

気軽に施設に食品を取りに来てもらい、母子生活支援施設の存在を知っていただくとと

もに、頼ることのできる社会資源であることを伝えています。 
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ココララムム 母母子子生生活活支支援援施施設設のの専専門門性性ををアアフフタターーケケアアやや地地域域のの子子育育てて支支援援にに活活用用すするる

〇 母子生活支援施設が、施設に入所中のみの支援に目を向けるだけでなく、施設退所後

や地域に住む家族へも関心を向けて支援をすることは、今後、より重要なことであると

考えます。

〇 社会福祉法人同胞援護婦人連盟 母子生活支援施設リフレここのえでは、令和 年度

から、自立支援担当職員を配置して施設を退所した家族に対してアフターケアや地域支

援を行っています。

〇 具体的な事例としては、登校渋りなどがある子に対して登校支援として登校途中に施

設に寄ってもらい、朝ごはんを食べていなかったらおにぎりを食べさせます。また、親

子関係がぎくしゃくして不調な時は、自立支援担当職員が家庭訪問をしてサポートし、

親子と「家族会議」をします。

〇 また、施設内に「無料塾オリーブ八王子」を開設して、小学生から高校生までの退所

児童の学習支援をしています。そこでは、無料塾を担当する職員と協働して、親子の葛

藤が生じやすい子供たちの思春期の様々なことに対応します。

〇 たとえば、不登校や受験・進路、性のことなど、親子で話しにくいことを親子や子供

ひとりで抱え込まないようにサポートしています。

〇 そのほか、当法人で行っている地域の子育て支援のための親子の広場や食支援などに

も、自立支援担当職員は重要な役割を担っています。

家庭訪問の様子無料塾オリーブ八王子の様子

ココララムム 母母子子生生活活支支援援施施設設ののフフーードドパパンントトリリーーのの取取りり組組みみ

〇 ひとり親母子家庭の経済的困窮が大きな課題となりつつある一方、母子生活支援施設

では利用率が低迷するという状況が続いています。

〇 母子生活支援施設ベタニヤホームでは、地域のひとり親母子家庭へのフードパントリ

ーを通じて、地域の困窮世帯を「探し」、施設での支援につなげています。

〇 この取り組みは、退所家庭を含む地域で暮らすひとり親母子家庭へのアウトリーチ手

段として、食支援を「アウトリーチパントリープロジェクト」と称し、 年から開

始しました。パントリーではカフェなども併設し、職員がひとり親の方々のお話を聞い

ています。周囲に頼れるところがなく、「自分がもっと頑張らないといけない」と考え

る方が多くおり、中でも役所の相談窓口に行くことさえ考えたこともないという方には、

ひとり親家庭への様々な支援があることなどもお伝えするとともに、後日、役所に同行

した上で母子生活支援施設への入所を促し、支援につなげています。

〇 パントリーの開催情報は、ベタニヤホームが軸となって立ち上げた食支援ネットワー

クに属する各種団体から対象家庭に提供していただいています。この取り組みを通じて、

気軽に施設に食品を取りに来てもらい、母子生活支援施設の存在を知っていただくとと

もに、頼ることのできる社会資源であることを伝えています。 



86 
 

第５章  ひとり親家庭支援施策の全体像 
 

1 東京都の主なひとり親家庭施策の体系 

（1） 施策分野別 

○：ひとり親家庭に限定した支援策 

●：ひとり親家庭を含む支援策   

（下線部は策定時点の新規・拡充事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 談 体 制 の 整 備 

 

○東京都ひとり親家庭支援センター事業（就業支援・キャリアアップ支援） 

○ひとり親家庭等在宅就業推進事業   ○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

○母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 

○母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 

○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業  ○母子・父子自立支援プログラム策定事業 

○ひとり親家庭への相談窓口強化事業    

●生活保護受給者等就労自立促進事業   ●マザーズハローワーク・マザーズコーナー 

●特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）   ●東京しごとセンター事業 

●女性向け委託訓練   ●保育施設つき施設内訓練 

●非正規・ひとり親・困難を抱える女性等向け就業自立支援   ●女性再就職支援事業 

〇ひとり親向けオンライン訓練・就活支援事業   ●成長産業分野へのキャリアシフト等支援事業 

 

○ひとり親家庭向けポータルサイトの運用 

○ひとり親家庭相談体制強化事業（子供家庭支援区市町村包括補助事業） 

○東京都ひとり親家庭支援センター事業（専門相談） 

●子育てサポート情報普及推進事業（とうきょう子育て応援ブック） 

○ひとり親家庭等生活向上事業（ひとり親家庭等生活支援事業） 

1-1 広報・普及啓発と相談窓口 

 
○東京都ひとり親家庭支援センター事業（生活相談・養育費相談・親子交流支援・親支援講座・相

談支援員研修）   ○養育費確保支援事業（民法改正を踏まえた専門相談） 

○母子・父子自立支援員の資質の向上（母子・父子自立支援員研修） 

●子供家庭支援センター事業（子供家庭支援区市町村包括補助事業） 

●生活困窮者自立相談支援事業   ●配偶者暴力被害者の自立生活再建のための総合的な支援 

1-2 ニーズに応じた相談支援 

就 業 支 援 
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○ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 

●保育サービスの拡充（認可保育所、認証保育所、認定こども園、家庭的保育事業、定期利用保育

事業など）  ●夜間保育事業  ●延長保育事業  ●休日保育事業  ●一時預かり事業 

●東京都病児保育推進事業   ●夜間帯保育事業   ●緊急 1 歳児等受入事業 

●認証保育所 1 歳児等受入促進事業   ●保育所等利用世帯負担軽減事業 

●認可外保育施設利用支援事業   ●ベビーシッター利用支援事業 

●こども家庭センター体制強化事業 

●とうきょうママパパ応援事業・東京都出産・子育て応援事業 

●性と健康の相談センター事業 ●子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

●ショートステイ事業の拡充（子供家庭支援区市町村包括補助事業） 

●ファミリー・サポート・センター推進事業（子供家庭支援区市町村包括補助事業及び国の交付

金）   ●ファミサポマイスター推進事業（子供家庭支援区市町村包括補助事業） 

●子育て家庭に対するアウトリーチ型の食事支援事業（子供家庭支援区市町村包括補助事業） 

●子育てひろば事業（地域子育て支援拠点事業）の充実   ●利用者支援事業 

●乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）   ●養育支援訪問事業 

●要支援家庭を対象としたショートステイ事業   ●要支援家庭の早期発見に向けた取組   

●未就園児等全戸訪問事業    ●学童クラブ運営費補助事業・学童クラブの設置促進   

●放課後居場所緊急対策事業     ●子供の貧困対策支援事業   

●子育て応援とうきょうパスポート事業    ●妊産婦等生活援助事業 

3-1 子育て支援体制 

 
●子供の居場所創設事業    ●子供食堂推進事業    ●放課後子供教室○ひとり親家庭

等生活向上事業（子供の生活・学習支援事業） 

●生活困窮者自立支援法に基づく子供の学習・生活支援事業     ●地域未来塾 

●校内寺子屋     ●受験生チャレンジ支援貸付事業     ●被保護者自立促進事業 

●子どもの進路選択事業 

3-2 ひとり親家庭の子供の学習支援の推進 

子育て支援・生活の場の整備 

 
○都営住宅の優先入居     ○公社住宅における入居機会の確保    

●若年夫婦・子育て世帯への入居機会の確保     

●子育て世帯等が住みやすいアフォーダブル住宅の供給 

●住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進 

3-3 住居の確保 
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○児童扶養手当・児童育成手当・母子及び父子福祉資金貸付    ○ひとり親家庭等医療費助成 

○自立生活スタート支援事業      ○自立援助促進事業 

●受験生チャレンジ支援貸付事業（再掲）   ●被保護者自立促進事業（再掲） 

○養育費取得に関する支援   ●フードパントリー設置事業   ●子ども食堂推進事業（再掲）

●０１８サポート 

経 済 的 支 援 
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（2） 実施主体ごとのひとり親家庭支援施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 都 区市町村 

東京都ひとり親家庭支援

センター 

養育費等相談支援推進事

業 

・母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 

・母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 

・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

・母子・父子自立支援プログラム策定事業 

・ひとり親家庭への相談窓口強化事業 

※町村部については都が実施 

ひとり親を雇用する事

業主に対する支援 

○特定求職者雇用開発助

成金 

○トライアル雇用助成金 

○キャリアアップ助成金 

○両立支援等助成金 

母子・父子自立支援員の設置 

※町村部については都が実施 
研修 

養育費相談支援センター 

助言（養育費相談、面会交流） 

在宅就業推進事業 

ひとり親家庭等生活向上

事業 

ハローワーク 

マザーズハローワーク・

マザーズコーナー 

生活保護受給者等就労自

立促進事業 ひとり親家庭ホームヘル

プサービス事業 都営住宅の優先入居 

公社住宅への入居機会確保 

ひとり親家庭相談体制強

化事業 

母子生活支援施設への入所等 

※町村部については都が実施 

児童扶養手当 ※町村部は都が実施 

母子及び父子福祉資金貸付 児童育成手当 

ひとり親家庭等医療費助成 



事業一覧

1　相談体制の整備

1-1　広報・普及啓発と相談窓口

1

2

3

4

5

6

7

1-2　ニーズに応じた相談支援

再掲

8 〇【拡充】養育費確保支援事業 福祉局

　ひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費立替保証、公正証書等の作成及びADR（裁判外紛争解決手続）に係
る支援等を行うほか、民法改正を踏まえた養育費等に関する専門相談など養育費の履行確保に資する区市の取組を支
援します。

○ひとり親家庭向けポータルサイトの運用 福祉局

国、都、区市町村が実施しているひとり親家庭に向けた様々な支援について、横断的に検索できるサイトを運用しま
す。

○ひとり親家庭相談体制強化事業＜子供家庭支援区市町村包括補助事業＞ 福祉局

　就業等の理由により、平日や日中の時間帯に相談できないひとり親の困難な状況を解消するために、区市町村の相
談窓口の夜間・休日開所や、SNS等を活用した対面相談以外の相談実施など、ひとり親がより相談しやすい体制の強
化を図る区市町村を支援します。

○東京都ひとり親家庭支援センター事業 福祉局

　ひとり親家庭の生活相談・養育費相談・親子交流支援事業、離婚前後の親支援講座、ひとり親への支援を行う相談
支援員研修を実施します。また、様々な紛争の早期解決や、ひとり親家庭になった時の状況を見据え、離婚に関する
協議（親権、養育費、親子交流、財産分与など）、などについて、家事事件に精通した弁護士による相談を実施しま
す。

○【拡充】東京都ひとり親家庭支援センター事業 福祉局

　区部に加え、多摩地域に相談拠点を設置し、多摩地域のひとり親家庭への相談体制の強化を図ります。また、ひと
り親同士の情報交換の場として、ひとり親グループ相談会を実施します。

●子育てサポート情報普及推進事業 福祉局

　生活に困窮する子育て家庭等を必要な支援につなげることを目的に、子育て支援等の施策の周知を強化すること
で、子供の貧困対策の効果的な推進を図ります。

●子供の貧困対策支援事業 福祉局

　生活に困窮する要支援家庭やひとり親家庭等を必要な支援につなげることを目的に、専任職員を配置し、関係機関
との連携強化など子供の貧困対策の推進に取り組む区市町村を支援します。

〇【新規】ひとり親家庭ホームヘルプサービスの利用促進事業＜子供家庭支援区市町
村包括補助事業＞

福祉局

ひとり親家庭に家事・育児サービスを行うためのホームヘルパーを派遣する「ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業」の広報や、支援者の質向上及びひとり親家庭への理解を深めるための研修を実施する区市町村を支援します。

●【拡充】東京都ひとり親家庭等生活向上事業（ひとり親家庭等生活支援事業） 福祉局

　ひとり親家庭等が生活の中で直面する諸問題の解決を図るため、家計管理等の講習会、民間事業者を活用した訪問
相談等を実施するとともに、学習支援を実施し、要支援家庭の把握に努める区市町村を支援します。

○：ひとり親家庭に限定した支援策

●：ひとり親家庭を含む支援策
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9

再掲

10

11

12

２　就業支援

13

14

15

16

17

○東京都ひとり親家庭支援センター事業 福祉局

・ひとり親家庭の就業による自立を支援するため、就業相談等事業（就業相談、就業促進活動、相談支援員研修
会）、キャリアアップ支援、就業支援講習会、就業情報提供事業を行います。
・親への支援とあわせて、子供本人へのキャリアカウンセリングや求人情報の提供など、丁寧な支援を実施します。

●生活困窮者自立相談支援事業 福祉局

　生活困窮者自立支援法（平成27年4月施行）に基づき、福祉事務所設置自治体である区市（町村は都）が自立相談
支援窓口を設置し、生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに、自立に向けてプランの作成等の支援を行う
ほか、地域の関係機関とのネットワークづくりを行います。

●東京都ひとり親家庭等生活向上事業（ひとり親家庭等生活支援事業） 福祉局

　ひとり親家庭等が生活の中で直面する諸問題の解決を図るため、家計管理等の講習会、民間事業者を活用した訪問
相談等を実施することにより、地域での生活を総合的に支える事業に取り組む区市町村を支援します。

●配偶者暴力被害者の自立生活再建のための総合的な支援 生活文化局

　配偶者暴力被害者の自立生活再建のため、以下のとおり総合的な支援を実施します。
・配偶者暴力相談支援センターにおける電話相談、面接相談（精神科医による相談・法律相談）
・配偶者暴力被害者が自立した生活を築くための講座
・子供の心のダメージの早期回復を図るための子供広場事業
・被害者の早期発見、相談へ繋げるため、「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませんか」や「配偶者暴力被害
者支援ハンドブック」を配布
・被害者支援民間団体への活動支援（人材育成、施設機能の強化等）
・民間で被害者支援を行う人材に対する研修等の実施
・区市町村における配偶者暴力相談支援センター機能整備に対する支援　　等

○母子・父子自立支援員の資質の向上（母子・父子支援員研修の実施） 福祉局

　身近な地域において、ひとり親家庭からの相談に的確に対応していくため、母子・父子自立支援員の研修の内容を
充実し、カウンセリングの精神や技法、サービスのコーディネートなど、総合的な支援力の向上を図ります。

●子供家庭支援センター事業＜子供家庭支援区市町村包括補助事業＞　　 福祉局

　地域の子供と家庭を支援するため、区市町村における第一義的な相談窓口、在宅サービスの提供・調整機関、関係
機関や団体のコーディネート機関として、子育て支援ネットワークの核となる子供家庭支援センタ—の取組を支援し
ます。また、児童虐待対応の専門性を強化した子供家庭支援センターを設置して虐待の未然防止や早期発見・対応に
取り組む区市町村を支援します。

○ひとり親家庭等在宅就業推進事業 福祉局

　ＩＴを活用した在宅就業を希望するひとり親に対し、在宅で収入が得られるクラウドソーシングについて実践的に
学び、自ら受注できる在宅ワーカーとなれるよう、在宅就業コーディネーターがサポートを行います。

○母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業【実施主体：区市、町村については都】 福祉局

　母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するため、教育訓練を受講した場合に、その経費の一部を給付する事
業について、全区市町村において取り組みます。

〇ひとり親家庭就業推進事業 福祉局

　ひとり親家庭を対象に、一人ひとりの希望や適性に応じて、目標設定からスキルアップ訓練、就業直後のアフター
フォローまでを、一貫して就業サポートする。

○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業【実施主体：区市、町村については都】 福祉局

　ひとり親家庭の親の経済的自立を図るため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座（通信講座を含む）を受
け、これを修了した際に受講費用の一部を支給するとともに、合格した場合にも受講費用の一部を支給する事業につ
いて、全区市町村での実施を推進します。
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○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 福祉局

　高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対
し、高等職業訓練促進資金を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、ひとり親家庭の親の自立
の促進を図る。

●特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース） 東京労働局

母子家庭の母、父子家庭の父などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継
続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給

●生活保護受給者等就労自立促進事業 東京労働局

　生活保護受給者や児童扶養手当受給者等を対象として、地方公共団体（区市の福祉事務所等）にハローワークの常
設窓口の設置又は地方公共団体への巡回相談の実施などワンストップ型の支援体制を整備し、ハローワークと地方公
共団体が一体となったきめ細やかな就労支援を推進します。

●マザーズハローワーク・マザーズコーナー 東京労働局

　子育て中の女性やひとり親等の求職者のための専門職業相談窓口として、担当者制によるきめ細かな就職支援を行
います。
　仕事と子育ての両立しやすい求人を確保するとともに、地方公共団体や関係機関と連携して保育所・子育て支援
サービスなどの情報を求職者に提供します。

○ひとり親家庭への相談窓口強化事業【実施主体：区市、町村については都】 福祉局

　福祉事務所に就業支援専門員を配置し、母子・父子自立支援員やハローワークと連携した包括的な就業支援を行い
ます。

○母子・父子自立支援プログラム策定事業【実施主体：区市、町村については都】 福祉局

ひとり親家庭の職業的自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員により、就業に結びつく支援を行
う事業について、全区市での実施を支援します。

●非正規・ひとり親・困難を抱える女性等向け就業自立支援 産業労働局

　経済的困難を抱える女性等にアウトリーチでアプローチし、就職相談会やセミナー等を通じて東京しごとセンター
の就労支援につなげることで、女性の就職・正規雇用化を後押しする。

●女性向け委託訓練 産業労働局

　結婚、出産、育児等により退職したが、その後再び就職を希望する女性に対し、通学及びｅラーニングによる職業
訓練を実施し、再就職を支援します。

●保育支援つき施設内訓練 産業労働局

　職業能力開発センター等に入校する育児中の人に対し、民間の保育施設を活用して、訓練期間中の保育サービスを
提供することにより、育児等による離職からの再就職を支援します。

○母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業【実施主体：区市、町村については都】 福祉局

　母子家庭の母又は父子家庭の父の就労につながる資格取得を促進するため、養成機関で修業している一定の訓練期
間にかかる訓練促進給付金を支給して、負担の軽減を図る事業について、全区市町村において取り組みます。

●東京しごとセンター事業 産業労働局

　東京しごとセンターにおいて、一人ひとりの適性や状況を踏まえたきめ細かなキャリアカウンセリングを実施する
ほか、各種セミナーや能力開発、職業紹介などを行い、就職活動を支援します。また、東京しごとセンター内の「女
性しごと応援テラス」において、家庭と両立しながら仕事に就きたいと考えている女性などを対象に、きめ細かい再
就職支援を実施します。
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３　子育て支援・生活の場の整備

3-1　子育て支援体制

34

35

36

37

●働く女性への総合サポート事業 産業労働局

女性管理職等も含め、女性の「働き方」や「活躍の基盤づくり」を後押しする拠点として「はたらく女性スクエア」
を運営し、キャリアアップや育業との両立、女性の健康課題に関する相談等に、専門の相談員やメンターが対応し、
はたらく女性をサポートします。

●【新規】成長産業分野へのキャリアシフト等支援事業 産業労働局

＜ひとり親向け就業支援コース＞
ＰＣやＷｉ－Ｆｉを無償で貸与し、ｅラーニング等により、デジタルスキルや柔軟な働き方が可能な業種のスキルの
習得及び職業紹介等の就職支援を一体的に行うことで、ひとり親の方々のキャリア形成や就職活動を支援する。

●【新規】女性再就職支援事業 産業労働局

＜キャリアアップ再就職応援プログラム＞
再就職を希望する女性や、キャリアアップを目指し転職を希望する女性等を対象に、キャリア形成に必要な知識を身
につけるセミナーと企業交流を組み合わせた「キャリアアップ再就職プログラム」を実施することで、理想のキャリ
アの実現に向けた就職を後押しする。

●【新規】女性再就職包括サポート事業 産業労働局

育児や介護を抱えた方が、就職活動をより効率的に実施できるよう、オンラインによるメンター相談やキャリア講座
等の包括的サポートを実施することで、正規雇用など希望する働き方の実現を後押しする。

〇ひとり親向けオンライン訓練・就活支援事業 産業労働局

ＰＣやＷｉ－Ｆｉを無償で貸与し、ｅラーニング等により、資格の取得、スキルの習得及び職業紹介等の就職支援を
一体的に行うことで、ひとり親の方々のキャリア形成や就職活動を支援する。

●夜間保育事業 福祉局

　保護者の就労等の事情により、夜間（おおよそ午後10時まで）のニーズに対応するため、夜間保育に取り組む区市町村を支援
します。

●延長保育事業 福祉局

　保護者の就労の多様化、長い通勤時間等に伴う保育ニーズに対応するため、11時間の開所時間の前後において延長
保育を行う区市町村を支援します。

○ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業【実施主体：市町村　（区部は財政調整算入）】 福祉局

　ひとり親家庭になった直後の生活の激変や就職活動等の理由により、家事や育児等の日常生活に支援が必要なひと
り親家庭に対して、ホームヘルパーを派遣する市町村を支援します。

●保育サービスの拡充
（認可保育所、認証保育所、認定こども園、家庭的保育事業、定期利用保育など）

福祉局

　地域の実情に応じ、認可保育所、認証保育所、認定こども園など、多様な保育サービスを提供する区市町村を支援
します。

・認可保育所：保育を必要とする就学前児童に対する保育を行う、児童福祉法に定める児童福祉施設
・認証保育所：東京の保育ニーズに対応するため、大都市の特性に着目した都独自の基準により設置・運営する保育
施設
・認定こども園：就学前の子供を、保護者の就労の有無に関わらず受け入れ、幼児教育と保育の一体的提供と地域に
おける子育て支援を行う施設
・家庭的保育事業：家庭的保育者がその居宅等において、利用定員５人以下で保育を行う事業
・小規模保育事業：定員が６人以上１９人以下の少人数で保育を行う事業
・居宅訪問型保育事業：家庭的保育者が、乳児または幼児の居宅において保育を行う事業
・事業所内保育事業：事業主が、従業員及び地域の児童のために保育を行う事業
・企業主導型保育事業：国の助成を受けて、企業が主として従業員のために保育を行う事業（地域の児童も受け入れ
可能）
・定期利用保育：パートタイム勤務や育児短時間勤務等、保護者の就労形態の多様化に対応し、保育所等において児
童を一定程度継続的に保育するサービス
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●【拡充】ベビーシッター利用支援事業 福祉局

　待機児童の保護者、育児休業を1年間取得した保護者、夜間帯保育を必要とする保護者又は一時的に保育を必要と
する保護者等が、ベビーシッターを利用する場合の利用料等の一部を補助します。

●【新規】こども家庭センター体制強化事業 福祉局

　児童福祉部門と母子保健部門が一体となり妊娠期から包括的な相談支援等が行えるよう、連携に必要な支援チーム
を配置する区市町村を支援します。

●【新規】東京都病児保育推進事業 福祉局

・病中又は病気の回復期の児童を、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケアを行
う区市町村を支援します。
・病児・病後児保育の経営の安定性確保や新規参入を後押しするとともに、保育中の体調不良児について在籍する保
育所等で看護師等が一時的に預かる取組を推進するため、実施計画を定めた区市町村に対して、都独自に支援を行い
ます。
・保護者が安心してベビーシッターによる病児保育を受けられるよう、都が主体となり、区市町村と連携しながら、
急な依頼にも対応可能な体制の確保やベビーシッターの処遇化善等に取り組む事業者を支援するとともに、認定事業
者の取組の評価・検証を通じて事業内容の充実を目指します。

●認可外保育施設利用支援事業 福祉局

認証保育所の保育料の上限額を基本として、認証保育所・認可外保育施設の保育料（利用者負担分）について、無償
化を図る区市町村を支援します。

●緊急１歳児等受入事業 福祉局

　認可保育所等の空き定員や余裕スペースを活用して、１歳児等を緊急的に受け入れる区市町村を支援します。

●認証保育所１歳児等受入促進事業 福祉局

　認証保育所の空き定員や余裕スペースを活用して、１歳児等の受入れを更に促進する区市町村を支援します。

●夜間帯保育事業 福祉局

　都民が安心して利用できる夜間帯（22時から翌７時まで）及び休日の保育サービスを提供するため、認証保育所に
おいて、深夜帯の保育や24時間保育に取り組む区市町村を支援します。

●休日保育事業 福祉局

　保護者の就労形態の多様化により、日曜日、国民の祝日等のニーズに対応するため、休日保育に取り組む区市町村
を支援します。

●一時預かり事業 福祉局

　保護者の疾病や育児疲れなど、保護者の事情に応じて一時的に保育を提供することができるよう、一時預かり事業
に取り組む区市町村や事業者を支援します。

●保育所等利用世帯負担軽減事業 福祉局

安心して子供を産み育てられるよう、保育所等の保育料の無償化を図る区市町村を支援します。
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●乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 福祉局

　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する乳児家庭全戸訪問事業に取り組む区市町村を支援します。

●養育支援訪問事業 福祉局

　保護者の養育を支援することが特に必要な家庭を訪問し支援する養育支援訪問事業に取り組む区市町村を支援しま
す。

●ファミサポマイスター推進事業＜子供家庭支援区市町村包括補助事業＞ 福祉局

　ファミリー・サポート・センターで子育てを援助する提供会員に、子育てに関する研修の充実を行い、受講した提
供会員に対して報酬の上乗せを行うことで、提供会員の質と量を確保します。

●ショートステイ事業の拡充＜子供家庭支援区市町村包括補助事業＞ 福祉局

　子供の年齢等にかかわらず、全ての子育て家庭が、ショートステイ・トワイライトステイのサービスを、必要に応
じて利用することができるよう取り組む区町村を支援します。

●ファミリー・サポート・センター推進事業＜子供家庭支援区市町村包括補助事業及び国の交付金＞ 福祉局

　仕事と家庭の両立や子を持つ全ての家庭の子育てを支援するため、地域の会員同士で育児の援助を行うファミリー･
サポート･センターの安定的な実施に取り組む区市町村を支援します。

●子育てひろば事業（地域子育て支援拠点事業）の充実 福祉局

・子育てひろばにおいて、地域支援や利用者支援事業を実施し、地域社会で子育てを支援する体制や保護者の相談体
制の充実に取り組む区市町村を支援します。
・子育てひろばにおいて障害や発達に関する相談支援を担当する専門職を配置し、障害の有無にかかわらず、全ての
子育て親子が子育てひろばを気軽に利用できる環境を整備します。

●利用者支援事業 福祉局

　子供及びその保護者等、又は妊娠している方が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよ
う、身近な場所で情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する区市町
村を支援します。

●子育て家庭に対するアウトリーチ型の食事支援事業＜子供家庭支援区市町村包括補助事業＞ 福祉局

　公的な支援につながっていない子供のいる家庭や食の支援を必要とする家庭等に、食事の調理を行うヘルパーや栄
養士等を派遣し、養育力の向上及び子供の健康の増進を図りながら、家庭の現状と課題を把握し、適切な支援につな
げることで、子供の健やかな成長を支援します。

●子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 福祉局

　子供の年齢等にかかわらず、全ての子育て家庭が、ショートステイ・トワイライトステイのサービスを、必要に応
じて利用することができるよう取り組む区町村を支援します。

●性と健康の相談センター事業 福祉局

　電話相談事業（「女性のための健康ホットライン」「妊娠相談ほっとライン」「不妊・不育ホットライン」）によ
り女性の様々な悩みに対応するとともに、若い世代が妊娠適齢期や不妊等について、正確な知識を持つことができる
よう、普及啓発を行います。

●とうきょうママパパ応援事業・東京都出産・子育て応援事業 福祉局

・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を提供するため、こども家庭センターの設置促進を図るとともに、妊婦全数
面接や産後ケア事業、家事育児支援等を行う区市町村の取組を支援します。
・妊婦や子育て家庭に対し、妊娠時、出産後及び１歳・２歳前後の時期において、子育て支援サービスの利用や育児
用品等の提供による経済的支援を行うとともに、とうきょうママパパ応援事業による伴走型相談支援を一体的に実施
することにより、区市町村と連携して妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の整備を推進します。
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59

60

61

62

63

64

65

66

●子供の貧困対策支援事業 福祉局

　生活に困窮する要支援家庭やひとり親家庭等を必要な支援につなげることを目的に、専任職員を配置し、関係機関
との連携強化など子供の貧困対策の推進に取り組む区市町村を支援します。

●子育て応援とうきょうパスポート事業 福祉局

　社会全体で子育て家庭を応援する機運を醸成する本事業の趣旨に賛同する企業や店舗等の善意により、18歳未満の
子供や、妊娠中の方がいる世帯に様々なサービスを提供します。

●【拡充】妊産婦等生活援助事業 福祉局

　家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供
等に取り組む民間団体等を支援します。

●未就園児等全戸訪問事業 福祉局

　未就園児等のいる家庭への訪問による安全確認を行う区市町村を支援することで、児童虐待の早期発見・早期対応
の取組を強化します。

●【新規・拡充】学童クラブ運営費補助事業・学童クラブの設置促進 福祉局

・就業などにより、保護者が昼間いない小学生の健全な育成を図るために、区市町村が実施する、又は区市町村が運
営費を補助する、学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）の供給体制の整備を支援します。開所日数、障害児受
入、放課後児童支援員のキャリアアップ等の取組に加算を設け、地域のニーズに応じた取組を支援します。
・認証学童クラブ制度では、国基準を上回る放課後児童支援員の配置や、保護者の多様な働き方に合わせた開所時間
の設定などの基準を定め、学童クラブの質の向上を支援し、 区市町村と連携して早期の認証化を目指します。
・既存施設を活用して、学童クラブ事業を新たに実施するための改修及び設備の整備等を行う事業に対する補助を実
施することで、学童クラブの設置を促進します。

●放課後居場所緊急対策事業 福祉局

　学童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、児童館、公民館等の既存の社会資源を活用すること
により、放課後に子供の安全・安心な居場所を提供します。

●要支援家庭の早期発見に向けた取組 福祉局

　母子健康手帳交付時や新生児訪問時の機会等を活用して、支援が必要な家庭の早期発見を図り、保健所・保健セン
ターの個別指導、子供家庭支援センターで実施する在宅サービスなど、適切な支援につなげる区市町村の取組を促進
します。

●要支援家庭を対象としたショートステイ事業 福祉局

　養育に特に支援が必要な家庭の児童に対し、子育て支援の一環としてショートステイサービスを提供し、子供の成
長や保護者を支援することにより、安心して子育てに取り組むことができる環境整備を支援します。
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3-2　子供の居場所づくりや学習支援の推進

67

68

69

再掲

70

71

72

73

74

75

●【拡充】受験生チャレンジ支援貸付事業 福祉局

　学習塾等の受講費用並びに高等学校及び大学等の受験費用を捻出できない低所得世帯に対して、これらの費用に必
要な資金を貸し付けることにより、低所得世帯の子供を支援します。

●被保護者自立促進事業 福祉局

　小中学生及び高校生のいる生活保護受給世帯に向けて、学習塾等の費用、学習・相談ボランティアの派遣費用、ボ
ランティア体験イベントや社会教養セミナー等への参加費用等を支給します。実施については、都が定めた要件の範
囲内において、区市が要綱等を定めて行います。

●地域未来塾 教育庁

　経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていない中学生等
に対して、地域と学校の連携・協働による学習支援を実施します。

●校内寺子屋 教育庁

　「学力向上研究校」として30校を指定し、各学校において、義務教育段階の基礎学力の定着状況が十分ではない生
徒に対して、放課後等に学習の場を確保するとともに、外部人材を活用することにより、個に応じた学習支援を実施
します。

●東京都ひとり親家庭等生活向上事業（子供の生活・学習支援事業） 福祉局

　ひとり親家庭や養育者家庭、 低所得子育て世帯等の子供に対し、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援等を行う
ことで、ひとり親家庭の子供の生活の向上を図る事業に取り組む区市町村を支援します。

●生活困窮者自立支援法に基づく子供の学習・生活支援事業 福祉局

　貧困の連鎖を防止するため、低所得世帯の子供に対する学習支援及び保護者も含めた生活習慣・育成環境の改善に
関する支援を行います。

●放課後子供教室 教育庁

　全ての子供を対象として、放課後や週末等に小学校等を活用して、安全・安心な子供の活動拠点（居場所）を設
け、地域の人々の参画を得て、子供たちに学習、文化・スポーツ活動、地域住民との交流の機会を提供することによ
り、子供たちが地域社会の中で、心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進します。

●子供食堂推進事業 福祉局

　子供食堂の安定的な実施環境を整備することにより、地域に根差した子供食堂の活動を支援します。

●子供の居場所創設事業 福祉局

　子供が気軽に立ち寄ることができ、学習支援や食事の提供を行う「居場所」（拠点）を設置し、地域全体で気にな
る家庭等への見守りを行う体制を整備する区市町村を支援します。

●【新規】子どもの進路選択支援事業 福祉局

西多摩福祉事務所において、生活保護受給中の子育て世帯に対し、訪問等のアウトリーチ型手法により、学習・生活
環境の改善、進路選択や奨学金の活用等に関する相談・助言を行う。
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3-3　住居の確保

76

77

78

79

80

●若年夫婦・子育て世帯への入居機会の確保 住宅政策本部

　若年夫婦・子育て世帯（ひとり親世帯含む）向けに、一般募集とは別枠で行う入居期間を10年（ただし、10年経
過した時点で子がいる場合は、末子の高校修了期まで延長）までとする期限付きの入居者募集方式である「都営住宅
定期使用住宅募集」や、入居期限のない「若年夫婦・子育て世帯向（ひとり親世帯含む）」の毎月募集を通して、若
年夫婦・子育て世帯の入居の機会を確保します。

●住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進 住宅政策本部

　子育て世帯などの住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、入居を拒まない民間賃貸住宅の登録を促進するとと
もに入居者への家賃債務保証や入居に係る情報提供、相談、見守り等の生活支援を行う居住支援法人の指定を進めま
す。
　また、地域に身近な基礎的自治体である区市町村が居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮者への支援に係る具
体的な取組を実施できるよう、広域的な立場から区市町村による協議会の設立促進・活動支援などを実施します。

○都営住宅の優先入居 住宅政策本部

　ひとり親家庭の生活の場を確保するため、都営住宅の当せん倍率の優遇制度、ポイント方式による入居者募集、母
子生活支援施設退所者向け特別割当等により、住宅を提供します。

○【拡充】公社住宅における入居機会の確保 住宅政策本部

　公社住宅では、ひとり親世帯の方が収入審査を受ける際に、申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、各自治
体から交付される「児童育成手当」「児童扶養手当」「児童手当」を月収額に合算して審査を実施します（「児童手
当」の月収合算については、すべての子育て世帯に適用）。
また、公社住宅の市部の一部の住戸を対象に、「子どもが18歳になる年度の末日まで」又は「入居から３年間」毎月
の家賃を20％割引とする「こどもすくすく割」を実施します。加えて、適用期間のうち契約始期日から１か月間の家
賃を無料にします。

●子育て世帯等が住みやすいアフォーダブル住宅の供給
産業労働局・

住宅政策本部・都市整備局

・金融スキームの活用 〔産業労働局〕
複数のファンドを組成し、子育て世帯等へのアフォーダブルな住宅供給を実現します。
・空き家の有効活用 〔住宅政策本部〕
区市町村と連携し、空き家を地域資源として活用し地域の課題解決に取り組む民間事業者等に対して、ひとり親世帯
等を対象としたシェアハウスへの改修に係るメニューを新たに設けるなど、取組を後押しします。
・開発と合わせた導入 〔都市整備局〕
都市開発諸制度等による開発と合わせたアフォーダブル住宅の導入に向けた促進策を検討します。
・多摩ニュータウンのまちづくり 〔都市整備局〕
子育て世代に選ばれ、ライフステージに合わせて、空き住戸の活用など多様な住まいの供給を促進します。
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４　経済的支援

81

82

83

再掲

再掲

84

85

再掲

86

○自立生活スタート支援事業 福祉局

　母子生活支援施設等の利用者の退所後の自立生活の支援を行うことを目的に、施設等と連携して相談援助を行うと
ともに必要な資金の貸付を行います。貸付後、自立に向けた真摯な努力をし、継続勤務や入学した学校の卒業等の一
定条件を満たした場合には、申請によって償還が免除されます。

●被保護者自立促進事業 福祉局

　生活保護受給者を対象に、就労支援や地域生活への移行、次世代育成支援など自立支援に要する経費の一部を支給
する区市に対し、支援します。実施の有無や支給内容は区市により異なります（都が定めた要件の範囲内において区
市が要綱等を定めています。）。
・母子世帯等で母や子の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合の保育料
・母子世帯等が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場
合の入園料・保育料
・小中学生及び高校生のいる生活保護受給世帯に向けて、学習塾等の費用、学習・相談ボランティアの派遣費用、ボ
ランティア体験イベントや社会教養セミナー等への参加費用等の支給(再掲)

○養育費取得に関する支援 福祉局

　子供の成長に必要な養育費の取得のために、以下の事業を実施します。
・東京都ひとり親家庭支援センターにおいて、　ひとり親家庭の養育費相談、離婚前後の親支援講座、相談支援員研
修を実施します。（再掲）
・「養育費確保支援事業」により、ひとり親家庭の養育費の安定した取得に向け、民間保証会社と連携し、養育費の
立替保証を実施する区市町村を支援します。

○自立援助促進事業 福祉局

　母子生活支援施設等を退所し、就職や進学をする際、又はアパートなどへ入居する際に、他の援助を期待できない
場合に、施設長が身元保証や連帯保証を行うことにより、社会的な自立を促進します。

●【拡充】受験生チャレンジ支援貸付事業 福祉局

　学習塾等の受講費用並びに高等学校及び大学等の受験費用を捻出できない低所得世帯に対して、これらの費用に必
要な資金を貸し付けることにより、低所得世帯の子供を支援します。

○児童扶養手当・児童育成手当・母子及び父子福祉資金貸付 福祉局

・ひとり親家庭に対する児童扶養手当の支給、児童育成手当の支給により、ひとり親家庭を経済的に支援します。
・ひとり親家庭等に対し、母子及び父子福祉資金の貸付けを実施し、ひとり親家庭等を経済的に支援します。

●フードパントリー設置事業 福祉局

　住民の身近な地域に「フードパントリー（食の中継地点）」を設置し、生活困窮者に対して食料提供を行うととも
に、それぞれの生活の状況や食以外の困りごと等について話を聴くことで、現在区市等の相談支援窓口を利用してい
ない生活困窮者を、それぞれの状況・移行に応じた適切な相談支援機関に繋ぐ取組を行う区市町村を支援します。

●子供食堂推進事業 福祉局

　子供食堂の安定的な実施環境を整備することにより、地域に根差した子供食堂の活動を支援します。

●０１８サポート 福祉局

　都内に在住する18歳以下の子供に対し、１人当たり月額5,000円（年額６万円）を支給することで、学びなど子
供の育ちを切れ目なくサポートし、子育てのしやすい東京を実現する。
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5　母子生活支援施設の具体的な展開

1　課題（ニーズ）を有する母子への支援

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

○社会的養護自立支援事業 福祉局

・施設退所者が社会に出た後、就職等の相談をしたり、同じ悩みを抱える者同士が集える場（ふらっとホーム）を提
供します。
・施設退所者等に対して、ソーシャル・スキル・トレーニングや就職活動支援等を行い、退所後の自立支援を図りま
す。
・措置延長を行った２０歳到達後から２２歳に達する日の属する年度の末日までの間にある児童とその保護者を対象
に、母子生活支援施設等において居住の場を提供し、日常生活上の支援、金銭管理の指導、自立生活への不安や悩み
等の相談に応じるとともに、生活費を支給します。（社会的養護自立支援事業における居住費支援・生活費支援）

○母子生活支援施設の施設整備 福祉局

　老朽化した母子生活支援施設等について、利用者の安全の確保と居住環境の改善を図るため、需要動向も踏まえ、
施設の整備を計画的に進めます。また、入居者の生活環境改善を図るための改修等について、支援を行います。

●【新規】社会的養護職員の奨学金返済・育成支援事業 福祉局

　社会的養護等の分野において新規採用者を対象とした奨学金返済支援事業を実施し、
人材確保・定着を強化します。

〇性被害防止対策に係る設備等支援事業 福祉局

　母子生活支援施設等におけるパーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置による、こどものプライバシー保護や
保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる支援内容（保育の実践記録等）の記録などを通じ、設備におけ
る性被害防止対策を支援する。

○医療機関等連携強化事業 福祉局

　母子生活支援施設等における医療機関との連携強化を図り、継続的な服薬管理や健康管理が必要な児童等の円滑な
受入を促進します。

○児童養護施設等体制強化事業 福祉局

　児童指導員等の資格要件を満たすことを目指す者を、児童指導員等の補助を行う者として雇い上げることにより、
児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員等の人材の確保を図ります。

○施設に入所する子供の自立支援の充実 福祉局

　養育環境により、十分な学習機会が確保されていない小学生から高校生までの児童に対し、標準的学力を備えさ
せ、退所後の自立のための学習支援の充実を図ります。

○育児指導機能強化事業 福祉局

　母子生活支援施設等に育児指導担当職員を配置し、入所者やその家族及び地域で子育て中の家庭等からの子育てに
関する相談に応じる等により、子育てに関する不安を解消するなどの育児指導機能の充実を図ります。

○東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助 福祉局

　社会福祉法人等が設置する母子生活支援施設における入所者の福祉の向上を図るため、心理ケアやアフターケアな
どの支援を実施する場合に、運営等に要する費用の一部を補助します。

○母子生活支援施設等の支援力の向上 福祉局

・母子生活支援施設等における支援の核となる基幹的職員を育成するとともに、各職種の職員に対し、専門性向上や
スーパーバイズ等実践的な技術の習得等を支援します。
・母子生活支援施設等職員の研修への参加を促進するとともに、児童に対するケアの充実と職員の資質向上及び研修
指導者の養成を図ります。また、母子生活支援施設等における実習体制等を充実させることにより、職員の人材確保
を図ります。
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2　地域の子育て資源としての積極的活用
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再掲

再掲

99

100

再掲

区市町村の取り組み支援
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102

○母子・父子等緊急一時保護事業【実施主体：区市（子供家庭支援区市町村包括補助事業）、町村については都】 福祉局

　DVからの避難等で、緊急に保護の必要な母子家庭等を一時保護し、その安全・安心を確保するため、緊急一時保
護事業を実施します。
（※父子に対しては、母子生活支援施設ではなく、ホテル等を活用し実施しています。）

○【拡充】ひとり親家庭等医療費助成事業補助 【実施主体：市町村　（区部は財政調整算入）】 福祉局

　ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分の助成を行う区市町村を支援します。

本事業が準拠している児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げられたため、本事業についてもR7.1月からひとり親
本人の所得制限限度額を引き上げました。これにより、新たに各区市町村で実施する医療費助成の対象となるひとり
親家庭等への医療費の助成に要する経費についても都から補助し、区市町村を支援します。

●【拡充】子供家庭支援区市町村包括補助事業（ひとり親家庭支援） 福祉局

　区市町村が地域の実情に応じ、創意工夫を凝らして主体的に実施する子供家庭分野における基盤の整備及びサービ
スの充実を目的とする事業を支援することにより、都における福祉保健施策総体の向上を図ります。
・先駆的事業：子供の多様な体験の機会確保事業
・選択事業：ひとり親家庭相談体制強化事業、母子・父子自立支援プログラム策定推進事業、ひとり親家庭就業促進
事業、ひとり親家庭職業訓練等支援事業、ひとり親家庭親子心のふれあい事業、ひとり親家庭地域生活サポート事
業、母子一体型ショートケア事業など
・一般事業：ホームヘルプサービス（対象：市町村）

○母子一体型ショートケア事業＜子供家庭支援区市町村包括補助事業＞ 福祉局

　見守りが必要な母子等に対し、区市町村が母子生活支援施設を活用して母子が一緒に滞在するショートステイを実
施し、育児・家事指導を行うことにより、その後の生活支援につなげます。

○母子・父子自立支援員の資質の向上（母子・父子自立支援員研修） 福祉局

　母子生活支援施設への入所、退所後の支援等を適切に実施できるよう、母子・父子自立支援員と母子生活支援施設
職員双方の役割や支援内容等のガイドラインを作成するなど、母子生活支援施設の活用促進を図ります。

〇ひとり親家庭地域生活支援事業（ひとり親家庭等生活向上事業） 福祉局

離婚前後において、一定期間、母子生活支援施設等を活用し、離婚後の住まい・就業
の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える支援を実施する
区市町村を支援します。

●子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 福祉局

　子供の年齢等にかかわらず、全ての子育て家庭が、ショートステイ・トワイライトステイのサービスを、必要に応
じて利用することができるよう取り組む区町村を支援します。

〇親子支援事業（施設機能強化推進費） 福祉局

　区市町村、児童相談所およびその他関係機関と連携し、地域における要支援家庭等の
親子を通所又は宿泊により受け入れて、親子分離に至る前に親子関係の再構築に向け
た日常的な支援を行う母子生活支援施設を支援します。

●【拡充】妊産婦等生活援助事業 福祉局

　社会全体で子育て家庭を応援する機運を醸成する本事業の趣旨に賛同する企業や店舗等の善意により、18歳未満の
子供や、妊娠中の方がいる世帯に様々なサービスを提供します。
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参参考考資資料料 

主主ななひひととりり親親家家庭庭福福祉祉関関連連デデーータタ

（（ ）） 離離婚婚件件数数とと離離婚婚率率（（全全国国・・東東京京都都）） （単位：人）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

（（ ）） ひひととりり親親世世帯帯数数（（全全国国・・東東京京都都）） （単位：世帯、人）

資料：総務省「国勢調査」 

  

 
全国 東京都 

離婚件数 離婚率 
（人口千対） 離婚件数 離婚率 

（人口千対） 

 
全国 東京都 

ひとり親 
世帯総数 母子世帯 父子世帯 ひとり親 

世帯総数 母子世帯 父子世帯 
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（（ ）） 母母子子世世帯帯・・父父子子世世帯帯のの推推計計値値（（東東京京都都）） （単位：人、％、世帯）

資料：東京都福祉局調べ 
 

（（ ）） 東東京京都都ひひととりり親親家家庭庭支支援援セセンンタターーのの相相談談等等実実績績

アア 就就業業相相談談・・生生活活相相談談 （単位：件、人、％）

相談件数 相談人数
求人

登録者数
求人数

就職者数

うち正社員就職者数

人数
就職者に占

める割合

％

％

％

％

％

資料：東京都福祉局調べ 

  

月 日の住民基本

台帳による世帯数

母子家庭

出現率

推計

母子世帯数

父子家庭

出現率

推計

父子世帯数

 

参参考考資資料料 

主主ななひひととりり親親家家庭庭福福祉祉関関連連デデーータタ

（（ ）） 離離婚婚件件数数とと離離婚婚率率（（全全国国・・東東京京都都）） （単位：人）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

（（ ）） ひひととりり親親世世帯帯数数（（全全国国・・東東京京都都）） （単位：世帯、人）

資料：総務省「国勢調査」 

  

 
全国 東京都 

離婚件数 離婚率 
（人口千対） 離婚件数 離婚率 

（人口千対） 

 
全国 東京都 

ひとり親 
世帯総数 母子世帯 父子世帯 ひとり親 

世帯総数 母子世帯 父子世帯 
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イイ 養養育育費費相相談談 （単位：件、人）  

一般相談
相談件数（件）

相談人数（人）

専門相談

実施日数（日）

実施時間（時間）

相談人数（人）

資料：東京都福祉局調べ 
 

ウウ 親親子子交交流流支支援援          （単位：件、家庭）  

事前相談等件数

母

父

その他

（小計）

事前調整 支援件数

親子交流
援助件数

援助家庭数

資料：東京都福祉局調べ 
 

エエ 養養育育費費等等相相談談支支援援推推進進事事業業（（離離婚婚前前後後のの法法律律相相談談））   

※令和２年度よりはあと多摩で実施。

資料：東京都福祉局調べ 
 

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭等等生生活活向向上上事事業業

実施自治体数 生活支援事業
子供の生活・学習支援事業

集合型 派遣型

注：子供の生活・学習支援事業の内訳は、集合型・派遣型ともに実施の自治体があるため、一致しない。

資料：東京都福祉局調べ 
  

相談件数（件）

相談人数（人）
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（（ ）） 高高等等学学校校卒卒業業程程度度認認定定試試験験合合格格支支援援事事業業

実施自治体数 支給件数（件）

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

注：八王子市（中核市）を除く。

資料：東京都福祉局調べ 

（（ ）） 母母子子家家庭庭及及びび父父子子家家庭庭自自立立支支援援教教育育訓訓練練給給付付金金事事業業

実施自治体数 実施人数（人）

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

注：平成 年度より八王子市を除く。

資料：東京都福祉局調べ 

（（ ）） 母母子子家家庭庭及及びび父父子子家家庭庭高高等等職職業業訓訓練練促促進進給給付付金金等等事事業業

実施自治体数 実施人数（人）

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

区 市 町村

注：平成 年度より八王子市を除く。

資料：東京都福祉局調べ 

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭高高等等職職業業訓訓練練促促進進資資金金貸貸付付事事業業 （単位：件）

資料：東京都福祉局調べ 

 
 

入学準備金貸付件数

就職準備金貸付件数

 

 
イイ 養養育育費費相相談談 （単位：件、人）  

一般相談
相談件数（件）

相談人数（人）

専門相談

実施日数（日）

実施時間（時間）

相談人数（人）

資料：東京都福祉局調べ 
 

ウウ 親親子子交交流流支支援援          （単位：件、家庭）  

事前相談等件数

母

父

その他

（小計）

事前調整 支援件数

親子交流
援助件数

援助家庭数

資料：東京都福祉局調べ 
 

エエ 養養育育費費等等相相談談支支援援推推進進事事業業（（離離婚婚前前後後のの法法律律相相談談））   

※令和２年度よりはあと多摩で実施。

資料：東京都福祉局調べ 
 

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭等等生生活活向向上上事事業業

実施自治体数 生活支援事業
子供の生活・学習支援事業

集合型 派遣型

注：子供の生活・学習支援事業の内訳は、集合型・派遣型ともに実施の自治体があるため、一致しない。

資料：東京都福祉局調べ 
  

相談件数（件）

相談人数（人）
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（（ ）） 母母子子・・父父子子自自立立支支援援ププロロググララムム策策定定事事業業 （単位：人、％）

実施自治体数 策定人数
就職につながった

人数

就職につながった

割合

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

注：平成 年度より八王子市を除く。

資料：東京都福祉局調べ 
 

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭ホホーームムヘヘルルププササーービビスス事事業業 （単位：回、世帯）

実施自治

体数

延回数 利用実世帯数 平均派遣回数

総数
母子

家庭

父子

家庭
総数

母子

家庭

父子

家庭
総数

母子

家庭

父子

家庭

市町

市町

市町

市町

市町

注 ：市町村部のみ。区部は財政調整参入事業。

注 ：平成 年度より八王子市を除く。

資料：東京都「福祉・衛生 統計年報」 
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22  ひひととりり親親家家庭庭のの相相談談状状況況等等にに関関すするる調調査査  結結果果概概要要  

（（11））  調調査査目目的的  

都内のひとり親家庭における悩みごとや、その相談状況等を把握し、東京都ひとり親家

庭自立支援計画（第５期）の策定にあたっての基礎資料とすることを目的とする。 

 

（（22））  調調査査概概要要  

アア  調調査査方方法法  

○ 郵送による調査 
当事者団体を通じて調査票を配布し、対象者本人が記入し返送するか、記載の 

Ｗｅｂフォームから入力して回答する。 
○ メールによる調査 

当事者団体を通じてメールにより案内をし、対象者本人が記載のＷｅｂフォーム

から入力して回答する。 
 

イイ  調調査査期期間間  
令和６年１月２９日～令和６年 2 月 2９日 

 

ウウ  調調査査対対象象  

都内在住のひとり親家庭の母または父 

 

エエ  調調査査項項目目  

・回答者の属性 

・ 現在の状況について 

・ お子さんとのかかわりについて 

・ 周囲とのつながりについて 

・ 悩みごとや困りごとについて、その解決方法について 

・ コロナ禍による生活への影響について 

 
オオ  調調査査回回収収状状況況  

 
 調査対象者数 回収数 回収率 

郵送調査 200 人 84 人 6.5％ 

Ｗｅｂ調査 1,100 人 601 人 46.2％ 

計 1,300 人 685 人 52.7％ 

 

  

  

 

 

（（ ）） 母母子子・・父父子子自自立立支支援援ププロロググララムム策策定定事事業業 （単位：人、％）

実施自治体数 策定人数
就職につながった

人数

就職につながった

割合

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

区 市 町村 ％

注：平成 年度より八王子市を除く。

資料：東京都福祉局調べ 
 

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭ホホーームムヘヘルルププササーービビスス事事業業 （単位：回、世帯）

実施自治

体数

延回数 利用実世帯数 平均派遣回数

総数
母子

家庭

父子

家庭
総数

母子

家庭

父子

家庭
総数

母子

家庭

父子

家庭

市町

市町

市町

市町

市町

注 ：市町村部のみ。区部は財政調整参入事業。

注 ：平成 年度より八王子市を除く。

資料：東京都「福祉・衛生 統計年報」 
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（（ ）） 調調査査結結果果概概要要

アア 回回答答者者のの属属性性  
○ 性別（ ）

今回の調査対象者のうち、母子家庭の母は 人（ ％）。父子家庭の父は

人（ ％）、回答しない方は 人（ ％）であった。

○ 年齢（ ）

年齢階層別にみると、男性は、「 歳～ 歳」が 名（ ％）、ついで「

歳～ 歳」が 名（ ％）で、女性は「 歳～ 歳」が 人（ ％）

で最も多く、ついで「 歳～ 歳」の 人（ ％）が続き、「 歳～

歳」で 人と全体の ％を占めている。

母子家庭の母 父子家庭の父 回答しない 合計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

歳 ％

歳 ％

歳 ％

歳 ％

歳 ％

歳

歳

歳

歳 ％ ％ ％

年齢不詳 ％ ％

合計

イイ 家家計計のの状状況況

○ 家計の状況については父母ともに、「日常生活の支払いには困らないが、現在余裕

はない」との回答がもっとも多く、「生活保護を受けている」「日常生活の支払いに

困ることがある」を加えた割合は、母では ％、父では ％で、合計 ％

となっている。

生活保護
を受けて
いる

生活保護は受けてい
ないが、日常生活家
賃や光熱水費、食費
等）の支払いに困る
ことがある

日常生活の
支払いには
困らないが、
現在余裕は
ない

特段困って
おらず、現在
は余裕があ
るが、将来が
不安

不安は特
にない

合計

母子計

父子計

％ ％ ％ ％ ％ ％

その他

合計

家計の状況について、お尋ねします。（いずれか つに○）
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ウウ 貯貯蓄蓄のの状状況況

○ 貯蓄については、父母ともに「していない・できない」が ％を超えている。

また、母では「毎月している」という回答は、年齢があがるにつれてその割合が

減る傾向にあった。

毎月している
ときどき
している

していない
・できない

合計

母子

％ ％ ％ ％

％ ％

年齢不詳

％ ％ ％

父子

２

％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％

その他

％ ％ ％

合計

 
 

貯蓄について、お尋ねします。（いずれか つに○）

 

（（ ）） 調調査査結結果果概概要要

アア 回回答答者者のの属属性性  
○ 性別（ ）

今回の調査対象者のうち、母子家庭の母は 人（ ％）。父子家庭の父は

人（ ％）、回答しない方は 人（ ％）であった。

○ 年齢（ ）

年齢階層別にみると、男性は、「 歳～ 歳」が 名（ ％）、ついで「

歳～ 歳」が 名（ ％）で、女性は「 歳～ 歳」が 人（ ％）

で最も多く、ついで「 歳～ 歳」の 人（ ％）が続き、「 歳～

歳」で 人と全体の ％を占めている。

母子家庭の母 父子家庭の父 回答しない 合計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

歳 ％

歳 ％

歳 ％

歳 ％

歳 ％

歳

歳

歳

歳 ％ ％ ％

年齢不詳 ％ ％

合計

イイ 家家計計のの状状況況

○ 家計の状況については父母ともに、「日常生活の支払いには困らないが、現在余裕

はない」との回答がもっとも多く、「生活保護を受けている」「日常生活の支払いに

困ることがある」を加えた割合は、母では ％、父では ％で、合計 ％

となっている。

生活保護
を受けて
いる

生活保護は受けてい
ないが、日常生活家
賃や光熱水費、食費
等）の支払いに困る
ことがある

日常生活の
支払いには
困らないが、
現在余裕は
ない

特段困って
おらず、現在
は余裕があ
るが、将来が
不安

不安は特
にない

合計

母子計

父子計

％ ％ ％ ％ ％ ％

その他

合計

家計の状況について、お尋ねします。（いずれか つに○）
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エエ 養養育育費費のの状状況況

○ 福祉保健基礎調査でも同様の項目を設けているが、取決め方法等についても踏み

込んで尋ねた。 
○ 母子では、取り決めの有無にかかわらず、「受け取っている」との回答が ％

であり、全国平均（令和 年度全国ひとり親世帯等調査）の ％を上回ってい

る。父子は、同調査の全国平均 ％を下回っており、回答としては「取り決めは

なく、受け取っていない」が最も多く、母子では ％、父子では ％となっ

ている。その他では、受け取らないという取り決めをしたものが 件、養育費の代

わりに家のローンを払ってもらっているものが 件あった。

○ 母子では、養育費に関して何らかの取り決めがある場合、 ％が受け取ってい

るが、取り決めがあっても ％は支払われていない。また、文書による取決め

と口頭での取決めを比較すると、文書による取決めがある場合は、 ％が支払わ

れているが、口頭のみの取決めの場合は、 ％が支払われていない。

取り決めがあ

り、受け取って

いる

取り決めがあるが、

受け取っていない・

支払われていない

合計

母子

文書（判決、調停、審判など裁判所

による取決め、公正証書）がある

その他の文書による養育費の取決

めがある

文書によらないが、口頭などでの

取決めがある

父子

文書（判決、調停、審判など裁判所

による取決め、公正証書）がある

その他の文書による養育費の取り

決めがある ％ ％

その他

％ ％

文書（判決、調停、審判など裁判所

による取決め、公正証書）がある ％ ％

その他の文書による養育費の取り

決めがある ％ ％

合計

ひとり親になった理由が「離婚」又は「非婚・未婚」の方に、養育費の

状況について、お尋ねします。（いずれか つに○）

で「取決めがある」と答えた方に、取決めの方法について、お尋ね

します。（いずれか つに○）
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オオ 親親子子交交流流のの状状況況

○ 福祉保健基礎調査でも同様の項目を設けているが、実施していない理由などにつ

いても尋ねた。 

○ 母子では、取り決めがあるとの回答が ％あり、全国平均（令和３年度全国

ひとり親世帯等調査）の ％を上回っている。しかし、回答としては「取り決め

はなく、実施もしていない」が最も多く、 ％となっている。父子も、「取り決

めはなく、実施もしていない」が最も多く、 ％となっている。

○ 親子交流をしていない理由について、母子では「自身が相手と関わりたくない」、

「相手方が希望していない」などの理由が上位を占めており、親側の理由によるも

のが多かった。「子供が会いたがらない」も一定数おり、特に父母の年齢があがるに

つれて高くなっていくが、同時に子供の年齢も上がっていることが推測される。

また、「その他」の自由記述で多かったものは「連絡とれず/行方知れず・相手が死
亡/行方不明・遠方のため」が 件あり、「養育費が支払われていない」は 件あ

った。 
 

 
カカ 子子供供とと過過ごごすす時時間間

○ 子供と過ごす時間については、母は「十分にとれている」が ％、父は ％

と父の方が十分にとれていると回答した方が多い。また、母では、年齢が「 ～

歳」と若い場合に、その割合が ％と他の年齢層に比べて高くなっている。

（あなた
自身が、）
相手と関
わりたく
ない

（あなた自
身が、）面会
することは
子供のため
にならない
と思う

子供が会
いたがら
ない

子供の連
れ去りや
虐待の可
能性があ
る

相手が親
子交流を
希望しな
い

その他 合計

母子

％

父子

その他 ２ １ ３

％ ％ ％

合計

％

ひとり親になった理由が「離婚」又は「非婚・未婚」の方に、面会交流

の状況について、お尋ねします。（いずれか つに○）

で「実施していない」と答えた方に、その理由について、お尋ねし

ます。（当てはまるものすべてに○）

お子さんと過ごす時間について、お尋ねします。（いずれか つに○）

お子さんとの会話について、お尋ねします。（いずれか つに○）

 

エエ 養養育育費費のの状状況況

○ 福祉保健基礎調査でも同様の項目を設けているが、取決め方法等についても踏み

込んで尋ねた。 
○ 母子では、取り決めの有無にかかわらず、「受け取っている」との回答が ％

であり、全国平均（令和 年度全国ひとり親世帯等調査）の ％を上回ってい

る。父子は、同調査の全国平均 ％を下回っており、回答としては「取り決めは

なく、受け取っていない」が最も多く、母子では ％、父子では ％となっ

ている。その他では、受け取らないという取り決めをしたものが 件、養育費の代

わりに家のローンを払ってもらっているものが 件あった。

○ 母子では、養育費に関して何らかの取り決めがある場合、 ％が受け取ってい

るが、取り決めがあっても ％は支払われていない。また、文書による取決め

と口頭での取決めを比較すると、文書による取決めがある場合は、 ％が支払わ

れているが、口頭のみの取決めの場合は、 ％が支払われていない。

取り決めがあ

り、受け取って

いる

取り決めがあるが、

受け取っていない・

支払われていない

合計

母子

文書（判決、調停、審判など裁判所

による取決め、公正証書）がある

その他の文書による養育費の取決

めがある

文書によらないが、口頭などでの

取決めがある

父子

文書（判決、調停、審判など裁判所

による取決め、公正証書）がある

その他の文書による養育費の取り

決めがある ％ ％

その他

％ ％

文書（判決、調停、審判など裁判所

による取決め、公正証書）がある ％ ％

その他の文書による養育費の取り

決めがある ％ ％

合計

ひとり親になった理由が「離婚」又は「非婚・未婚」の方に、養育費の

状況について、お尋ねします。（いずれか つに○）

で「取決めがある」と答えた方に、取決めの方法について、お尋ね

します。（いずれか つに○）
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112 

 

〇 就業状況別にみると、母では「正規職員」で「十分とれていない」との回答が

69.2％と高くなっており、父では「自営業・家業」で「十分とれていない」との回

答が 60.0％と最も高く、次いで「正規職員」が 50.0％となっている。 

 

○ 子供との会話について、母では、49.4％が「十分にできている」と回答している

のに対し、父は 70.6％となっている。また、母の年齢があがるにつれ、子供との会

話が減っていることがうかがえる。その背景として、子供の年齢もあがっているこ

とが理由として考えられる一方で、父子では年齢による傾向はみられない。 

 

  

キキ  子子供供をを通通ししたた親親同同士士のの交交流流等等  

○ 母では 54.0％、父では 70.6％が「ない」と回答している。年齢による相関は見

られなかった。 

 

○ 保育所や学校行事への参加状況について、母は、「都合がつく場合は参加してい

る・参加しているほうが多い」との回答が最も多く、51.5％となっている。父は、

「必ず参加している」「都合がつく場合は参加している・参加している方が多い」と

も同率で、「参加していない」の回答がない。 

 
必ず参加し

ている 

都合がつく場合は
参加している・参
加していることの

ほうが多い 

参加しない・
できないこと
のほうが多い 

参加してい
ない 

合計 

母子 22.1% 51.5% 21.2% 5.2% 100.0% 

父子 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 100.0% 

その他 25.0％ 50.0％ 25％ 0.0％ 100.0％ 

合計 22.5% 51.1% 21.3% 5.0% 100.0% 

 

Q19 お子さんを通じた親同士の交流について、お尋ねします。（いずれか 1 つ

に○） 

Q20 保育所や学校行事の参加について、お尋ねします。（いずれか 1 つに○） 
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113 

 

○ 近所との交流について、母は「ご近所の方と会話することはほとんどない」との

回答がもっとも多く、32.4％、父は「月に数度はご近所の方と会話している」が

41.2％ともっとも高くなっている。 

 
週に数度はご
近所の方と会
話をしている 

月に数度はご
近所の方と会
話をしている 

ご近所の方と会
話することはほ
とんどない 

近所で会話す
る方はいない 

合計 

母子計 13.1% 27.5% 32.4% 27.0% 100.0% 

18-25 33.4%  33.3% 33.3% 100.0% 

26-30 25.0% 25.0% 29.2% 20.8% 100.0% 

31-35 18.2% 18.2% 36.4% 27.3% 100.0% 

36-40 14.1% 29.4% 31.3% 25.2% 100.0% 

41-45 12.2% 29.5% 34.6% 23.7% 100.0% 

46-50 11.4% 29.3% 30.7% 28.6% 100.0% 

51-55 6.3% 25.4% 31.7% 36.5% 100.0% 

56-60 9.1% 36.4% 18.2% 36.4% 100.0% 

61-65  50.0%  50.0% 100.0% 

年齢不詳   100.0%  100.0% 

父子計 5.9% 41.2% 29.4% 23.5% 100.0% 

18-25  100.0%    

36-40   50.0% 50.0% 100.0% 

41-45  50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

46-50  50.0% 50.0%  100.0% 

51-55 25.0%  50.0% 25.0% 100.0% 

56－60  100.0%   100.0% 

61－65  50.0%  50.0% 100.0% 

その他計  50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

31－35  100.0%   100.0% 

36－40    100.0% 100.0% 

41－45  50.0% 50.0%  100.0% 

合計 12.8% 27.9% 32.3% 26.9% 100.0% 

 
クク  他他ののひひととりり親親のの仲仲間間・・友友人人ととののつつななががりり（（QQ2222、、2244、、2266））  

○ 他のひとり親の仲間・友人の有無では、母では 51.3％が「いる」と回答してい

る。しかし、年齢別にみると、「46～60 歳」では、「いない」との回答が「いる」

を上回っている。 

Q21 ご近所との交流について、お尋ねします。（いずれか 1 つに○） 

Q22 他のひとり親の仲間・友人について、お尋ねします。（いずれか１つに○） 

112 

 

〇 就業状況別にみると、母では「正規職員」で「十分とれていない」との回答が

69.2％と高くなっており、父では「自営業・家業」で「十分とれていない」との回

答が 60.0％と最も高く、次いで「正規職員」が 50.0％となっている。 

 

○ 子供との会話について、母では、49.4％が「十分にできている」と回答している

のに対し、父は 70.6％となっている。また、母の年齢があがるにつれ、子供との会

話が減っていることがうかがえる。その背景として、子供の年齢もあがっているこ

とが理由として考えられる一方で、父子では年齢による傾向はみられない。 

 

  

キキ  子子供供をを通通ししたた親親同同士士のの交交流流等等  

○ 母では 54.0％、父では 70.6％が「ない」と回答している。年齢による相関は見

られなかった。 

 

○ 保育所や学校行事への参加状況について、母は、「都合がつく場合は参加してい

る・参加しているほうが多い」との回答が最も多く、51.5％となっている。父は、

「必ず参加している」「都合がつく場合は参加している・参加している方が多い」と

も同率で、「参加していない」の回答がない。 

 
必ず参加し

ている 

都合がつく場合は
参加している・参
加していることの

ほうが多い 

参加しない・
できないこと
のほうが多い 

参加してい
ない 

合計 

母子 22.1% 51.5% 21.2% 5.2% 100.0% 

父子 37.5% 37.5% 25.0% 0.0% 100.0% 

その他 25.0％ 50.0％ 25％ 0.0％ 100.0％ 

合計 22.5% 51.1% 21.3% 5.0% 100.0% 

 

Q19 お子さんを通じた親同士の交流について、お尋ねします。（いずれか 1 つ

に○） 

Q20 保育所や学校行事の参加について、お尋ねします。（いずれか 1 つに○） 
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○ ひとり親の仲間・友人と知り合った時期では、母では「ひとり親になる前から」

と「ひとり親になってから」の割合がほぼ同数となっている。父では、「ひとり親に

なってからの知人のほうが多い」との回答が、 となった。

他のひとり親の仲間・友人について 性別 年齢別

母子計

年齢不詳

父子計

その他計

合計

ひとり親の仲間・友人がいる いない

でひとり親の仲間・友人がいないと答えた方に、その理由につい

てお尋ねします。（当てはまるものすべてに○）

でひとり親の仲間・友人がいると答えた方に、お尋ねします。ひと

り親の仲間・友人とは、いつ知り合いになりましたか。（いずれか つに○）
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○ ひとり親の仲間・友人がいない理由について、ひとり親の仲間・友人がいない理

由では、母では、「機会がない」が ％と最も多く、次いで「出会い方がわから

ない」が ％、「交流する時間がない」が ％となっている。また、「ひとり

親であることを知られたくない」との回答も ％ある。

父も、「機会がない」が ％と最も多く、次いで「出会い方がわからない」

が ％、「交流する時間がない」が ％であった。 
ひとり親
の仲間や
友人は必
要ない

仲間や友人
を作る機会
がない

仲間や友
人と交流
する時間
がない

ひとり親の仲
間や友人との
出会い方がわ
からない

自分がひと
り親である
ことを知ら
れたくない

その他

母子計 ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％
％ ％ ％ ％ ％ ％
％ ％ ％ ％ ％
％ ％ ％ ％ ％
％ ％ ％ ％ ％ ％
％ ％ ％ ％ ％
％ ％ ％ ％ ％

％
年齢不詳 ％ ％ ％ ％

父子計 ％ ％ ％ ％ ％ ％

％

％ ％
％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

％

その他計 ％ ％ ％ ％

％

％ ％

％ ％

合計 ％ ％ ％ ％ ％ ％

ケケ 行行政政のの相相談談窓窓口口のの利利用用状状況況（（ 、、 ））

○ 行政の相談窓口について、母の ％が「相談したことはない」と回答してい

る。年齢別にみると、「 ～ 歳」では「相談したことがない」が ％と、「相

談したことがある」の ％を上回っている。また、父では相談したことがある

世帯は ％となっている。

 

行政に相談しにくい（しにくかった）理由について、お尋ねします。（当

てはまるものすべてに○）

行政の相談窓口に行った経験について、お尋ねします。（いずれか つ

に○）

 

 

○ ひとり親の仲間・友人と知り合った時期では、母では「ひとり親になる前から」

と「ひとり親になってから」の割合がほぼ同数となっている。父では、「ひとり親に

なってからの知人のほうが多い」との回答が、 となった。

他のひとり親の仲間・友人について 性別 年齢別

母子計

年齢不詳

父子計

その他計

合計

ひとり親の仲間・友人がいる いない

でひとり親の仲間・友人がいないと答えた方に、その理由につい

てお尋ねします。（当てはまるものすべてに○）

でひとり親の仲間・友人がいると答えた方に、お尋ねします。ひと

り親の仲間・友人とは、いつ知り合いになりましたか。（いずれか つに○）
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○ 行政に相談しにくい（しにくかった）理由としては、父母ともにどの層でも「相

談しても解決しないと思う／解決しなかった」との回答が多く、母は 44.0％、父

は 47.4％であった。 

 

ココ  悩悩みみごごととやや困困りりごごととととそそのの解解決決方方法法  

○ ひとり親になる前に知りたかったことでは、母、父ともに「お金に関する支援の

こと」「子育てに関する支援のこと」が上位となっている。特に父子では、「子育て

に関する支援のこと」が 63.2％と他の項目に比べて高くなっている。 

 

○ ひとり親になったとき、悩んだ・困ったことでは、母では、「お金に関すること」

で 42.2％、「子育てに関すること」で 36.5％、「住まいに関すること」で 34.2％

が上位項目となっている。 

一方父では、「お金に関すること」、「子育てに関すること」が同率で 47.4％と最

も高く、「就労に関すること」は 36.8％と、母に比べて低い。 

 
○ 現在の悩み、困りごとでは、母では「お金に関すること」が 69.3％と最も高く、

次いで「子育てに関すること」が 43.6％、「住まいに関すること」が 38.3％とな

った。また、「お金に関すること」は、ひとり親になる前（51.0％）やひとり親に

なったとき（42.2％）より回答割合が高くなっている。 

父では、「子育てに関すること」が 52.6％で最も高いが、ひとり親になったとき

（63.2％）よりは低くなっている。 

 

○ 悩んだり、困ったときの解決方法としては、母は「46～50 歳」を除いてどの年

齢層でも「ネット・SNS で情報収集」が最も多くなっており、年齢が若いとその傾

向が顕著である。次いで、「友人に相談」が 24.5％、「行政に相談」が 14.1％とな

り、「家族に相談」が 13.0％となっている。父でも、「ネット・SNS で情報収集」

が 42.1％と最も高く、次いで「友人に相談」が 26.3％とである。「特に何もしな

い」も 21.1％と多い。 

  

Q29 ひとり親になる前に知りたかったことについて、お尋ねします。（上位 3

つに○） 

Q30 ひとり親になったとき、悩んだ・困ったことについて、お尋ねします。

（上位 3 つに○） 

Q31 現在、悩んでいる・困っていることについて、お尋ねします。（上位 3 つ

に○） 

Q32 悩んだり、困ったときの解決方法について、お尋ねします。（上位 3 つ

に○） 
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ササ 支支援援施施策策のの認認知知経経路路

○ 認知経路は、母・父ともにどの層においても「インターネット・ 」が最も多

く、母全体では ％、父全体では ％である。

次いで、「行政窓口で聞いた」が母全体で ％、父全体で ％となってお

り、さらに、「チラシ・ポスター」が母全体で ％となっている。

 
シシ ココロロナナ禍禍にによよるる生生活活へへのの影影響響

〇 母子家庭では「コロナ禍以前と比べて就業状況は変わらない」が ％で最も

割合が高く、次いで「転職した」が ％となっている。父子家庭は、「コロナ禍

以前と比べて就業状況は変わらない」が ％で最も割合が高く、次いで「コロ

ナ禍以前より仕事の量が減った」が ％と母子家庭に比べ 倍の割合となって

いる。

 
〇 「転職した」と回答した 人のうち 名から回答をいただいた。そのう

ち、母が 名、父が 名であった。

転職前が正規職員の方の現在の雇用形態について、「正規職員」への転職が

％と最も高く、特に「 ～ 歳」 ％、「 ～ 歳」 ％と 代

の層に多い。

転職前が派遣・契約職員の方の現在の雇用形態について、「派遣・契約職員」への

転職が ％と最も高い。 歳より下の層は、正規職員への転職もみられるが、

歳より上の層では他の層に比べ「派遣・契約職員」の雇用形態を変えずに転職

した割合が高い。

また、転職前が非常勤・パート・アルバイトの方の現在の雇用形態について、「非

常勤・パート・アルバイト」への転職が ％と最も高い。「正規職員」への転職

も ％と、 人に 人の割合でなされている。

転職前が自営・家業の方の現在の雇用形態について、「正規職員」、「派遣・契約職

員」への転職が同率で ％と最も高い。一方で、「自営・家業」と回答したもの

はいない。

 

〇 収入状況については、父母ともに「変わらない」、「収入が減った」がそれぞれ 4
割を超えている。 

支援策については、どのようにお知りになりましたか。（当てはまるもの

すべてに○）

コロナ禍前後の就業状況の変化について、お尋ねします。（いずれか１つ

の番号に○）

 
Ｑ で、「転職をした」と答えた方に、転職前と転職後の就業形態につ

いて、お尋ねします。（それぞれの項目ごとに、１つ○）

７ コロナ禍前後でのあなたの状況の変化についてお尋ねします。
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は 47.4％であった。 

 

ココ  悩悩みみごごととやや困困りりごごととととそそのの解解決決方方法法  

○ ひとり親になる前に知りたかったことでは、母、父ともに「お金に関する支援の

こと」「子育てに関する支援のこと」が上位となっている。特に父子では、「子育て

に関する支援のこと」が 63.2％と他の項目に比べて高くなっている。 

 

○ ひとり親になったとき、悩んだ・困ったことでは、母では、「お金に関すること」

で 42.2％、「子育てに関すること」で 36.5％、「住まいに関すること」で 34.2％

が上位項目となっている。 

一方父では、「お金に関すること」、「子育てに関すること」が同率で 47.4％と最

も高く、「就労に関すること」は 36.8％と、母に比べて低い。 

 
○ 現在の悩み、困りごとでは、母では「お金に関すること」が 69.3％と最も高く、

次いで「子育てに関すること」が 43.6％、「住まいに関すること」が 38.3％とな

った。また、「お金に関すること」は、ひとり親になる前（51.0％）やひとり親に

なったとき（42.2％）より回答割合が高くなっている。 

父では、「子育てに関すること」が 52.6％で最も高いが、ひとり親になったとき

（63.2％）よりは低くなっている。 

 

○ 悩んだり、困ったときの解決方法としては、母は「46～50 歳」を除いてどの年

齢層でも「ネット・SNS で情報収集」が最も多くなっており、年齢が若いとその傾

向が顕著である。次いで、「友人に相談」が 24.5％、「行政に相談」が 14.1％とな

り、「家族に相談」が 13.0％となっている。父でも、「ネット・SNS で情報収集」

が 42.1％と最も高く、次いで「友人に相談」が 26.3％とである。「特に何もしな

い」も 21.1％と多い。 

  

Q29 ひとり親になる前に知りたかったことについて、お尋ねします。（上位 3

つに○） 

Q30 ひとり親になったとき、悩んだ・困ったことについて、お尋ねします。

（上位 3 つに○） 

Q31 現在、悩んでいる・困っていることについて、お尋ねします。（上位 3 つ

に○） 

Q32 悩んだり、困ったときの解決方法について、お尋ねします。（上位 3 つ

に○） 
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〇 支出状況については、父母ともに「支出が増えた」が最も高く、父全体では 75.2％、
母全体では 64.7％となっている。父母どちらも 18～50 歳まででみると「支出が減
った」の回答率が低い。 

〇 健康状態については、父母ともに「変わらない」が最も高く、母全体では 49.8％、
父全体では 58.8％となっている。また母では、「悪い」と回答したものが、51歳以
降の層で高くなっている。 

〇 悩み・ストレスについては、父母ともに「増えた」が最も高く、母全体では 68.2％、
父全体では 76.5％となっている。また、父では「減った」と回答するものはいなか
った。 

〇 親子で過ごす時間については、父母ともに「変わらない」が最も高く、母全体で

はでは 47.1％、父全体では 47.4％となっている。母では「減った」と回答するもの
が父の 2倍近くいる。 

〇 お子さんとの会話・やり取りについては、父母ともに「変わらない」が最も高く、

母全体ではでは 53.5％、父全体では 58.8％と半数以上である。 
〇 お子さんを通じた親同士の交流については、父母ともに「増えた」が極めて低く、

母全体では 10.1％、父全体では 6.3％となっている。特に母では年齢があがるにつ
れて、減少傾向にある。 

 
シシ 自自由由意意見見（（ ８８））

○ 回答者 人のうち 人から回答をいただいた。

最も多かったものは、「手当・制度について」で 件。支援制度に関する意見

が寄せられた。また、「相談体制について」の要望が 件、「子供の教育支援」が

件、「育児支援について」が 件あった。

さらに、不安や孤独感に関する意見が 件あった。

【手当・制度について】 
〇 児童扶養手当を受給していますが、収入の制限をもっと緩和してほしい。フルタ

イムで働いていて、児童扶養手当をもらっていても生活が厳しい。 
〇 子供との時間を減らして頑張って働いたら、所得制限を数万超えただけで、扶養

手当がもらえなくなり、その他支援も受けられない。養育費ももらえず、日々の生

活はカツカツで、ボーナスでなんとかやりくりしている。給料の半分は家賃で無く

なる。 
〇 ひとり親は常に一人で戦い、不安定である。安心するために収入を上げようと頑

張っても支援が打ち切られる。収入により支援度を下げるのではなく、ひとり親で

ある限りお金の支援、住居の支援は継続して行なってほしい。 
〇 若干ではあるものの、社会情勢も含め、近年、ひとり親の男性も増えてきている

とは思うが、まだ社会的認知が低い。サービスについても女性視点が多いため、利

用の仕方にも困難を有すことが多い。 
 

８ ひとり親への支援について、ご意見やご要望がありましたら自由に記載

してください。
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【相談体制について】 
〇 経済的支援というよりは、母子ともに精神的支援を必要としている。家庭への 

助っ人的な存在。 
 〇 養育費等について弁護士や専門の人に無料で相談ができる機会をもっと増やして

ほしい。 
   〇 まだ知らない行政サービスがあり、管轄も異なるのが苦労する。コンシェルジュ

のように、毎日オンライン相談ができる行政の方がいると親子の未来はもっと開け

ると思う。ＬＩＮＥ等、ひとり親であれば勝手に情報が入ってくる「プル型」を切

に願う。ひとり親女性は平日窓口に行くのは仕事で無理である。 
 

【子供の教育支援】 
〇 収入格差が教育や経験の格差につながるため、その差を埋めるような支援がある

とうれしい。（中学受験支援など。） 
〇 子供が大学生になると、色々な支援が一気になくなり、本当に困っている。大学

に行く子供も増えているため、大学生にも支援していただけると助かる。 
 

【育児支援について】 
〇 仕事と家事に追われるため、ショートステイのように１ヶ月も前から予約を抑え

ないと使えないとか、在宅の際にしか使えないといった用途の極々限られたホーム

ヘルプサービスではなく、数日前に分かった残業や出張などにも柔軟に対応できる

預け先があると、安心してお仕事や休養がとれると感じています。 
〇 忙しさで子供とじっくり向き合ってあげる時間が取れない＆ふたり親家庭より体

験活動が減ってしまうと感じているため、親子で気兼ねなく参加できる体験活動が

あると良いと感じている。 
〇 ひとり親対象のホームヘルプサービス(子供預かり、病院預かり含め)を充実させ

てほしい。 
〇 病児保育の利用のハードルが下がると嬉しい。 
〇 貯金をしながら健康に働けて、日々焦らずに暮らせるよう助言してくれる支援者

が欲しい。私の場合は、家に来て力いっぱい子供と遊んでくれたり、おしゃべりし

たりしてくれるボランティアさんの支援が欲しい。 
 

【不安や孤独感】 
〇 近くのひとり親同士で交流できる場があると嬉しい。 
〇 お金、自分の健康状態に困っている。なんとかしたいがうまくいかず、悩んでい

る。 
○ 老後が心配。夫と死別後すぐ働きはじめたが、非正規雇用であり、老後は自分の

厚生年金ではとても生活はできない見込み。健康なうちは働き続けるつもりたが、

介護が必要になったらどのように生計をたてていけば良いのか不安。 
  

 

〇 支出状況については、父母ともに「支出が増えた」が最も高く、父全体では 75.2％、
母全体では 64.7％となっている。父母どちらも 18～50 歳まででみると「支出が減
った」の回答率が低い。 

〇 健康状態については、父母ともに「変わらない」が最も高く、母全体では 49.8％、
父全体では 58.8％となっている。また母では、「悪い」と回答したものが、51歳以
降の層で高くなっている。 

〇 悩み・ストレスについては、父母ともに「増えた」が最も高く、母全体では 68.2％、
父全体では 76.5％となっている。また、父では「減った」と回答するものはいなか
った。 

〇 親子で過ごす時間については、父母ともに「変わらない」が最も高く、母全体で

はでは 47.1％、父全体では 47.4％となっている。母では「減った」と回答するもの
が父の 2倍近くいる。 

〇 お子さんとの会話・やり取りについては、父母ともに「変わらない」が最も高く、

母全体ではでは 53.5％、父全体では 58.8％と半数以上である。 
〇 お子さんを通じた親同士の交流については、父母ともに「増えた」が極めて低く、

母全体では 10.1％、父全体では 6.3％となっている。特に母では年齢があがるにつ
れて、減少傾向にある。 

 
シシ 自自由由意意見見（（ ８８））

○ 回答者 人のうち 人から回答をいただいた。

最も多かったものは、「手当・制度について」で 件。支援制度に関する意見

が寄せられた。また、「相談体制について」の要望が 件、「子供の教育支援」が

件、「育児支援について」が 件あった。

さらに、不安や孤独感に関する意見が 件あった。

【手当・制度について】 
〇 児童扶養手当を受給していますが、収入の制限をもっと緩和してほしい。フルタ

イムで働いていて、児童扶養手当をもらっていても生活が厳しい。 
〇 子供との時間を減らして頑張って働いたら、所得制限を数万超えただけで、扶養

手当がもらえなくなり、その他支援も受けられない。養育費ももらえず、日々の生

活はカツカツで、ボーナスでなんとかやりくりしている。給料の半分は家賃で無く

なる。 
〇 ひとり親は常に一人で戦い、不安定である。安心するために収入を上げようと頑

張っても支援が打ち切られる。収入により支援度を下げるのではなく、ひとり親で

ある限りお金の支援、住居の支援は継続して行なってほしい。 
〇 若干ではあるものの、社会情勢も含め、近年、ひとり親の男性も増えてきている

とは思うが、まだ社会的認知が低い。サービスについても女性視点が多いため、利

用の仕方にも困難を有すことが多い。 
 

８ ひとり親への支援について、ご意見やご要望がありましたら自由に記載

してください。
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ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供へへののヒヒアアリリンンググ 結結果果概概要要

（（ ）） 目目的的

東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）の策定にあたり、ひとり親家庭への支援策

の検討のため、ひとり親家庭で育つ子供に対し、ヒアリングを実施した。

 

（（ ）） 調調査査概概要要

アア 実実施施方方法法

・ひとり親家庭の子供 人を１グループとして グループ（年代別）を作り、懇談形

式で実施

・それぞれのグループにファシリテーターとして東京都ひとり親家庭自立支援計画検

討員会の森田委員長、泉谷副委員長のほか児童福祉分野の専門家が入り、大学生がフ

ァシリテーター補佐として加わった。

 
イイ 実実施施日日時時  

令和６年９月１６日（月曜日）１４時から１６時まで

ウウ 対対象象

・母子・父子福祉団体の会員の子供（小学校中学年から高校生まで）

エエ ヒヒアアリリンンググテテーーママ

・今日話し合いたい事

・されて嫌だったことや嫌だった場所、困ったこと

・これまで楽しかった活動や、遊び、居場所など

・あったらいい場所、サポート

 
オオ 調調査査人人数数

全体 人

小学生 人

中学生 人

高校生 人
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（（33））  子子供供たたちちかかららのの主主なな意意見見  

【【今今日日話話しし合合いいたたいい事事】】  
・所得が上がった時に支援が切れちゃうのは厳しい。段階的に所得が上がっても数年

支援が受けられるとかそういうのがあってもいい。 
・支援が切れちゃうと、やる気というかスキルアップして仕事を頑張っていきたい気

持ちが削られるというか、頑張るのが悪いような感じがする。 
・家賃補助がほしい。 
・習い事に補助がほしい。 
・塾代の支援の上限をなくしてくれるとよい。利用する際の教材や夏期講習の費用、

夏期講習とか。 
 
【【さされれてて嫌嫌だだっったたここととやや嫌嫌だだっったた場場所所、、困困っったたこことと】】  
・勉強が苦手。 

 
【【ここれれままでで楽楽ししかかっったた活活動動やや、、遊遊びび、、居居場場所所ななどど】】  
・家族と本屋や遊園地、旅行に行ったときが楽しかった。 

 
【【ああっったたららいいいい場場所所、、ササポポーートト】】  
・親との距離が近すぎるときは友達と遊んだり、自治体でやっている無料塾の自習室

に行ったりする。地域にある中高生が集まるようなところは、どこにあるのかあんま

りわからない。ひとりで行く勇気はない。 
・通っている無料塾で、今ないけれど前は月に１回専門の人が来てくれて一対一で話

して、家庭のことでも学校のことでも勉強のことでもなんでも話していいというのが

あった。 
 

・相談を目的とした場所よりも日常的な居場所の中で相談できるとよい。 
 
・中高生が自由に利用できる居場所があるといい。 

 
・全国のひとり親家庭等、様々な事情を抱えた子が参加するキャンプは、友達ができ

たり、いろいろ勉強になったりして楽しい。子供たちだけでも楽しめる場所があった

らいい。似たような子と友達になれるところがあったらいいかも。 
・６時間の授業が長く休み時間を増やしてほしい。 
・学校の教室や体育館の冷房が不満。暑さが厳しい。 
・学校にエレベーターやエスカレーターを設置してほしい。 
・自然が多く、清潔なトイレがある公園、高学年向けの遊具がある公園がほしい。 
・学校や友達との遊びは楽しい。給食は楽しみのひとつ。 

 
 
 

 

ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供へへののヒヒアアリリンンググ 結結果果概概要要

（（ ）） 目目的的

東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）の策定にあたり、ひとり親家庭への支援策

の検討のため、ひとり親家庭で育つ子供に対し、ヒアリングを実施した。

 

（（ ）） 調調査査概概要要

アア 実実施施方方法法

・ひとり親家庭の子供 人を１グループとして グループ（年代別）を作り、懇談形

式で実施

・それぞれのグループにファシリテーターとして東京都ひとり親家庭自立支援計画検

討員会の森田委員長、泉谷副委員長のほか児童福祉分野の専門家が入り、大学生がフ

ァシリテーター補佐として加わった。

 
イイ 実実施施日日時時  

令和６年９月１６日（月曜日）１４時から１６時まで

ウウ 対対象象

・母子・父子福祉団体の会員の子供（小学校中学年から高校生まで）

エエ ヒヒアアリリンンググテテーーママ

・今日話し合いたい事

・されて嫌だったことや嫌だった場所、困ったこと

・これまで楽しかった活動や、遊び、居場所など

・あったらいい場所、サポート

 
オオ 調調査査人人数数

全体 人

小学生 人

中学生 人

高校生 人
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【その他（テーマ以外）】 
・親が遅くまで仕事したり、帰ってくる時間が遅かったり、家を出る時間も早いから

一緒にいる時間がない。きょうだいと喧嘩することもある。お世話は結構きつい。 
親の体調が悪い時はご飯を作ったり、買いに行ったりする。 
小さい時からお手伝いをやっている。 
 
・きょうだいがいる場合、世話や家事負担が大きい。食事の準備や掃除などの家事負

担への支援があると家庭の負担が減る。 
 
・（宿題をやる場所は）学童を利用している。土曜日は習い事のあと、学童を利用して

いる。 
・ひとり親家庭で育ったが、自分の家庭環境について話すことに抵抗を感じている。

また、ひとり親であることが恋愛や将来のパートナーシップに影響を及ぼす不安があ

る。（「ひとり親＝裕福ではない」と思われるのではないか。） 
・ひとり親であることは友人や家族とも話さない現状がある。 
・ひとりで寂しいと感じても周囲には話す機会がなく、これからも話したくない。 
・体調を崩しやすく、すぐ病院に行くが、医療費助成があってすごく助けられていた。 
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（（44））  フファァシシリリテテーータターーのの主主なな意意見見  

アア  子子供供たたちちへへののヒヒアアリリンンググのの取取組組ににつついいてて  
 

・子供たちの参加は簡単ではなく、参加のプロセスや反映の仕方も難しい。当事者性を

考慮したアプローチが必要。 
・子供たちが自分の夢や将来、自分の意見を自由に話せる場を提供することが重要であ

り、それが子供の成長や支援に繋がる。 
・少人数のヒアリングが有効であるため、それを活用しながら、意見を言えない子供た

ちの声をどう拾うかが課題。 
・子供たちの居場所の確保や適切な支援につなげるため、子供たちや保護者に対する効

果的な周知が必要。 
  

イイ  意意見見をを踏踏ままええたた支支援援ににつついいてて  
 

〇子供たちの情報格差と適切な情報提供 
 ・子供たちの間で情報の格差があり、それを解消するための適切な情報提供が必要。 
 ・子供たちが必要な支援を受けられるようにするため、子供たちに直接情報が届くよ

うにする必要がある。 
 ・学校が子供たちへの情報提供の役割を果たせるとよい。 
 

〇子供たちの遊びと居場所（子供食堂や学習支援の場等）の拡充 
 ・子供たちが安心して遊びや勉強ができる居場所が必要。 
 ・要支援家庭等の把握のためにも学習支援の場を広げることは重要。 
 ・子供食堂や学習支援の場に、どのような人がいるかでその役割も変わってくる。 
 ・ひとり親家庭の子供たちとっての行きやすい環境、行く気になる場所を考え、環境

を整える必要がある。 
 

〇ひとり親家庭の負担への対応 
 ・兄弟がいる場合、弟や妹の世話をする必要があり、そのことを含めた家事が子供の

負担となることがある。 
 ・経済的には、特に子供たちの習い事や受験期の負担が大きい。 
 ・ひとり親家庭の状況に応じた支援が必要。 
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【その他（テーマ以外）】 
・親が遅くまで仕事したり、帰ってくる時間が遅かったり、家を出る時間も早いから

一緒にいる時間がない。きょうだいと喧嘩することもある。お世話は結構きつい。 
親の体調が悪い時はご飯を作ったり、買いに行ったりする。 
小さい時からお手伝いをやっている。 
 
・きょうだいがいる場合、世話や家事負担が大きい。食事の準備や掃除などの家事負

担への支援があると家庭の負担が減る。 
 
・（宿題をやる場所は）学童を利用している。土曜日は習い事のあと、学童を利用して

いる。 
・ひとり親家庭で育ったが、自分の家庭環境について話すことに抵抗を感じている。

また、ひとり親であることが恋愛や将来のパートナーシップに影響を及ぼす不安があ

る。（「ひとり親＝裕福ではない」と思われるのではないか。） 
・ひとり親であることは友人や家族とも話さない現状がある。 
・ひとりで寂しいと感じても周囲には話す機会がなく、これからも話したくない。 
・体調を崩しやすく、すぐ病院に行くが、医療費助成があってすごく助けられていた。 
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４４ 区区市市町町村村アアンンケケーートト調調査査 結結果果概概要要

（（ ）） 目目的的

「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」策定にあたり、区市町村の相談実施状況

や事業への課題、都への要望等について調査を実施し、ひとり親施策検討の参考とする。

 

（（ ）） 調調査査概概要要

アア 調調査査方方法法

フォームにより調査を実施した。

 
イイ 調調査査期期間間  

令和６年９月１３日から令和６年９月２７日まで

 
ウウ 調調査査対対象象

都内６２区市町村

 
エエ 調調査査項項目目

・母子・父子自立支援員の配置状況（２問）

・相談支援の実施状況（４問）

・ひとり親家庭ホームヘルプサービス（ 問）

・養育費確保支援の取組（ 問）

・民法等の一部を改正する法律成立関係（２問）

・ひとり親家庭支援について都への意見・要望等（自由記載）
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（（３３）） 調調査査結結果果概概要要

アア 相相談談支支援援のの実実施施状状況況

○最も多かったものは、「経済的支援」で 件。「離婚前の相談」が４４件、「住居支

援」が４０件、「就業支援」が４０件あった。

 

○最も多かったものは、「障害や精神疾患がある方への対応」で３３件。「外国籍の方

への対応」が３０件、「ＤＶへの対応」が３０件、「支援が必要な人に情報が届かない」

が２９件あった。

その他
学習支援（親）

病気・障害（子ども）
不登校、ひきこもり

親子交流
学習支援（子供）
病気・障害（親）

法律関係
養育費

子育て・生活支援
就業支援
住居支援

離婚前の相談
経済的支援

ひとり親による相談が多い内容

ひとり親家庭による相談が多い内容を選択してください。【複数回答】

ひとり親家庭の相談支援を行う中での課題を選択してください。【複数回答】

 

４４ 区区市市町町村村アアンンケケーートト調調査査 結結果果概概要要

（（ ）） 目目的的

「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」策定にあたり、区市町村の相談実施状況

や事業への課題、都への要望等について調査を実施し、ひとり親施策検討の参考とする。

 

（（ ）） 調調査査概概要要

アア 調調査査方方法法

フォームにより調査を実施した。

 
イイ 調調査査期期間間  

令和６年９月１３日から令和６年９月２７日まで

 
ウウ 調調査査対対象象

都内６２区市町村

 
エエ 調調査査項項目目

・母子・父子自立支援員の配置状況（２問）

・相談支援の実施状況（４問）

・ひとり親家庭ホームヘルプサービス（ 問）

・養育費確保支援の取組（ 問）

・民法等の一部を改正する法律成立関係（２問）

・ひとり親家庭支援について都への意見・要望等（自由記載）
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〇課題を「支援するためのサービスが不足している」と回答した場合の内容 
・ひとり親家庭に限定した子育て支援サービスが少ない。 
・離婚費用の請求に時間がかかるため、経済的理由で別居・離婚を選択できない相

談者が多い。 
・予期できない妊娠出産（または中絶）に対応できるサービス。 
・中絶費用の助成、若年層に対する啓蒙、妊娠時から入所できる母子生活施設を増

やしてほしい。 
・対象と対象外の狭間にいる方へのサービス。 
・所得制限を超過すると給付金が減額される。 
・父子家庭支援 
・生活保護にならずに生活を立て直すサービス 
・離婚前後の居住支援（一時避難所、宿泊所や宿所提供所のような中期生活出来る

その他

青年・若者期の子育て相談の増加

ヤングケアラーの状況把握や対応

虐待への対応

支援するためのサービスが不足している

ひとり親家庭の相談窓口以外で把握した情報が共有されない

経済的に困窮している家庭の増加による支援策、サービスの不足

支援が必要な人に情報が届かない

への対応

外国籍の方への対応

障害や精神疾患がある方への対応

ひとり親の相談支援を行う中での課題
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施設等含む） 
・住宅支援（公益住宅）の枠でひとり親入居の優遇措置。 
・社会資源、支援機関が少ない。 
・事業者の参入がない。 
・人手不足 

 
〇課題を「障害や精神疾患がある方への対応」と回答した場合の内容 

 
・相談者本人に病識が無く、医療機関等に繋がりにくい。 
・障害や精神疾患に応じた対応が必要となり、相談時間が長くなることが多い。 
話を聞くだけでは依存傾向に陥るため、本人の訴えや状況、本人を取り巻く環境

に寄り添いながら方針を決めている。 
・制度等の理解が得られない場合がある。 
・障害があり、自立が難しい親の家庭にホームヘルパーを入れようとしても、自立

に向けた姿勢や意欲がないと利用対象外となるが、子供に対する支援サービスがな

いため、子供がヤングケアラーとなる。 
【自治体における対応】 
・境界知能の方、パーソナリティ障害の方への支援ニーズと対応が困難。 
・精神疾患のある方でDVの訴えがある場合に、加害者と同居している場合の対応。 
・専門性の高い内容や未治療ケースへの対応 
・相談員の安全の確保 

 
〇課題を「外国籍の方への対応」と回答した場合の内容 
・翻訳機を利用していても意思疎通が困難で、背景や状況把握に難航する。 
・文化、価値観の違いで制度への理解が得られにくい。 
・受診時に病院から支援員の同行を求められる。 
・在留資格の問題。 

 

〇最も多かったのは、「必要に応じて情報提供を行っている」が５９件、次に多かったのが、

「事業周知への協力を求めている」が１６件であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ ひとり親家庭への相談窓口となる部署において、戸籍・住民、生活保護、教

育、就労、住居等の関係部署とどのように連携を取っているか。（複数回答可）

 

 

 
 
〇課題を「支援するためのサービスが不足している」と回答した場合の内容 
・ひとり親家庭に限定した子育て支援サービスが少ない。 
・離婚費用の請求に時間がかかるため、経済的理由で別居・離婚を選択できない相

談者が多い。 
・予期できない妊娠出産（または中絶）に対応できるサービス。 
・中絶費用の助成、若年層に対する啓蒙、妊娠時から入所できる母子生活施設を増

やしてほしい。 
・対象と対象外の狭間にいる方へのサービス。 
・所得制限を超過すると給付金が減額される。 
・父子家庭支援 
・生活保護にならずに生活を立て直すサービス 
・離婚前後の居住支援（一時避難所、宿泊所や宿所提供所のような中期生活出来る

その他

青年・若者期の子育て相談の増加

ヤングケアラーの状況把握や対応

虐待への対応

支援するためのサービスが不足している

ひとり親家庭の相談窓口以外で把握した情報が共有されない

経済的に困窮している家庭の増加による支援策、サービスの不足

支援が必要な人に情報が届かない

への対応

外国籍の方への対応

障害や精神疾患がある方への対応

ひとり親の相談支援を行う中での課題
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イイ ひひととりり親親ホホーームムヘヘルルププササーービビスス

 

〇６２区市町村のうち、４５自治体が実施している。 
 

〇４５区市町村のうち、３７自治体で組み込まれている。 
 

〇（生活援助（家事・介護その他の日常生活の便宜）は４４件、子育て支援（保育サービ

ス及びこれに付帯する便宜）は２８件であった。 
 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、委託業者が１つの自治体が２２自治体、委

託業者が複数の自治体が２３自治体あった。 
 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、不足していると回答した自治体が２５自治

体、足りていると回答した自治体が２０自治体あった。 
 
〇委託業者が不足している理由 
・ヘルパーの確保が困難（特に需要の多い早朝や夕方~夜の時間帯）。 
・ヘルパーが高齢化している。 
・派遣単価が安価である。 
＊家政婦事業を行う企業の単価との差が大きい。 
＊介護保険サービスと比較して安価である。 

・未就学児育児支援の対応可能な事業者が少ない。 
・委託できる事業者がいない。 
・多子世帯に対応するヘルパーがいない。 
・他制度のヘルパーサービスのような細かな基準がない。 
・単なる家事支援ではなく、ひとり親支援を目的として従事してもらうことが難しい。 

 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、他の事業と一体で実施している自治体が３

１ ひとり親家庭ホームヘルプサービスを実施していますか。

２ 子ども・子育て支援事業計画（または子供計画）に組み込まれていますか。

３ 実施している支援内容を選択してください。（複数回答可）

選択肢：（生活援助（家事・介護その他の日常生活の便宜）、子育て支援（保育サービス

及びこれに付帯する便宜） 

４ 支援内容によって複数の事業者に委託していますか。 

５ 委託事業者は足りていますか。 

６ ほかの事業と抱き合わせで委託していますか。 
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自治体、一体で実施していない自治体が４２自治体あった。 
 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、支援者の要件がある自治体は３２自治体、

要件がない自治体は１３自治体であった。 
 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、育成を行っていると回答したのは３自治体、

育成を行っていないと回答したのは４２自治体であった。 
 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、８自治体が、マッチングが適切に行われて

いないと回答した。 
 
〇適切でないと感じる内容 
・利用者が希望する時間帯に空きがない。 
・介護保険事業者のため、保育園の送迎のニーズに対応できない、等。 

 

・利用したい方が仕事等の都合で役所の窓口の営業時間に申請に来所することができな

い。 
・子供が中学生になると利用が難しい。 
・保育園等への迎えは高齢のヘルパーでは安全確保ができず、支援を受けにくい。 
・委託可能な事業者が少ない。事業者がいない。 
・交通費が補助対象でないこと。 
・ヘルパー資格を要件にしていないと保育に対応できない。 
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援ヘルパー）と異なるため、業者や利用者が混同している。 
 
 
 
 

７ 支援者の要件はありますか。 

８ 支援者の育成を行っていますか。 

９ 利用者のニーズとサービスのマッチングは適切に行われていますか。 

事業を実施する上での課題を記載してください。 

 

イイ ひひととりり親親ホホーームムヘヘルルププササーービビスス

 

〇６２区市町村のうち、４５自治体が実施している。 
 

〇４５区市町村のうち、３７自治体で組み込まれている。 
 

〇（生活援助（家事・介護その他の日常生活の便宜）は４４件、子育て支援（保育サービ
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〇実施していると回答した４５自治体のうち、委託業者が１つの自治体が２２自治体、委
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・単なる家事支援ではなく、ひとり親支援を目的として従事してもらうことが難しい。 

 

〇実施していると回答した４５自治体のうち、他の事業と一体で実施している自治体が３

１ ひとり親家庭ホームヘルプサービスを実施していますか。

２ 子ども・子育て支援事業計画（または子供計画）に組み込まれていますか。

３ 実施している支援内容を選択してください。（複数回答可）

選択肢：（生活援助（家事・介護その他の日常生活の便宜）、子育て支援（保育サービス

及びこれに付帯する便宜） 

４ 支援内容によって複数の事業者に委託していますか。 

５ 委託事業者は足りていますか。 

６ ほかの事業と抱き合わせで委託していますか。 
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ウウ 養養育育費費確確保保支支援援

 
 
〇取組で「戸籍・住民担当部局との連携」と回答した場合の内容 
 
・離婚届を提出された方に、本事業のチラシやパンフレットを配布している。 
・法務省発行のリーフレットを配布、紹介している。 
・離婚届の用紙にＱＲコードを付け、読み取ると区のＨＰやひとり親家庭支援事業のペ

ージを見ることができる。 
・他部署と連携し、離婚時の養育費の取り決め等に関する啓発文書を作成し、各相談時

に活用している。 
・窓口への同行 

 

〇最も多かった課題として、「事業内容の周知」と回答した自治体が３５自治体、次に「職

員の資質向上や専門相談員の確保」と回答した自治体が３２自治体であった。 

その他
支払い義務者への連絡・調整

自治体が養育費の催促・立替・回収を行う事業
養育費に関する講演会・セミナー等の開催

家庭裁判所調停委員、社会保険労務士等による専門相談
戸籍・住民担当部局との連携

（裁判外紛争解決手続）の利用に係る費用の助成
養育費立替保証契約締結に要する保証料の助成

母子・父子自立支援員による相談
戸籍抄本等の書類取得支援

チラシ・リーフレット等の配布
公正証書等による債務名義の作成支援

養育費確保のために実施している 実施していないがニーズがあると思う取組

１ 養育費確保支援のために実施している／実施していないがニーズがあると

思う取組を選択してください。（複数回答可）

２ 養育費確保支援を行う上での課題（複数回答可）
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エエ 民民法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律関関係係

 
〇最も多かった回答として、「制度の周知」が５１自治体、次に多い回答が「母子・父子自

立支援員等の相談対応を行う職員の制度理解」４３自治体であった。 
 

 
 

 
〇最も多かった回答として、「新たな制度についての普及啓発」が４９自治体、次に多い回

答が「母子・父子自立支援員等を対象にした研修の実施」４１自治体であった。

そそのの他他

関関係係部部署署ととのの連連携携

予予算算のの確確保保

事事業業をを実実施施すするるたためめののノノウウハハウウがが不不足足

職職員員のの資資質質向向上上やや専専門門相相談談員員のの確確保保

事事業業内内容容のの周周知知
養養育育費費確確保保支支援援をを行行うう上上ででのの課課題題

その他

関係機関（学校、医療機関等）への制度の周知

親子交流支援

離婚時の子どもの意思の確認

当事者からの法的な相談の増加

母子・父子自立支援員等の相談対応を行う職員の制度理解

ひとり親、離婚を考えている方への制度の周知

民法等の一部を改正する法律が成立したことによる課題

１ 離婚後の父母の子の養育に関する責務を明確化するとともに、親権・監護、

養育費、親子交流等に関する規定が見直されたことに関して、課題だと考えてい

ること（複数回答）

２ 民法等の一部を改正する法律成立に関する都への要望に当てはまるもの

【複数回答】

 

ウウ 養養育育費費確確保保支支援援

 
 
〇取組で「戸籍・住民担当部局との連携」と回答した場合の内容 
 
・離婚届を提出された方に、本事業のチラシやパンフレットを配布している。 
・法務省発行のリーフレットを配布、紹介している。 
・離婚届の用紙にＱＲコードを付け、読み取ると区のＨＰやひとり親家庭支援事業のペ

ージを見ることができる。 
・他部署と連携し、離婚時の養育費の取り決め等に関する啓発文書を作成し、各相談時

に活用している。 
・窓口への同行 

 

〇最も多かった課題として、「事業内容の周知」と回答した自治体が３５自治体、次に「職

員の資質向上や専門相談員の確保」と回答した自治体が３２自治体であった。 

その他
支払い義務者への連絡・調整

自治体が養育費の催促・立替・回収を行う事業
養育費に関する講演会・セミナー等の開催

家庭裁判所調停委員、社会保険労務士等による専門相談
戸籍・住民担当部局との連携

（裁判外紛争解決手続）の利用に係る費用の助成
養育費立替保証契約締結に要する保証料の助成

母子・父子自立支援員による相談
戸籍抄本等の書類取得支援

チラシ・リーフレット等の配布
公正証書等による債務名義の作成支援

養育費確保のために実施している 実施していないがニーズがあると思う取組

１ 養育費確保支援のために実施している／実施していないがニーズがあると

思う取組を選択してください。（複数回答可）

２ 養育費確保支援を行う上での課題（複数回答可）
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オオ  ひひととりり親親家家庭庭支支援援ににつついいてて、、都都へへのの意意見見・・要要望望等等  

 

・転宅への補助金・家賃助成 

・対応歴の短い相談(例：高卒認定)等の対応はとても苦慮する。制度を精査し、わかりや

すい内容にしてほしい。 

・児童育成手当の増額、物価上昇に合わせた給付の拡充 

・就業しているひとり親の女性は、役所への来所や電話をすることが時間的に難しい。

ひとり親家庭支援センターはあと等、ネット等で情報収集できるツールをより整備し

てほしい。育児と両立するために、非正規雇用や低賃金で働くことを是正できる支援

がほしい。 

・定期的にひとり親施策について説明会を実施してほしい。 

・第４期計画において、母子生活支援施設はショートステイやトワイライトステイなど、

施設の多機能化支援が掲げられている一方で、従事職員については、国庫負担金の制

度上、兼任が認められていない。母子生活支援施設を活用した一体的な支援の推進と

併せて、実施体制の整理を進めてほしい。 

・高等職業訓練促進給付金について、都内は物価や家賃などが高いため、都単独の加算

の創設を願いたい。 

・ひとり親家庭に対しての事業の利用が増えており、予算の確保が難しい。自治体財源

の格差がサービスの格差に直結する恐れがあるので、補助金を増額してほしい。 

・養育費確保支援事業補助金（都負担 1/4）について、今後国の養育費に関する事業拡

大に伴う補助金適用事業の拡大及び負担率の向上。 

・保育園の保育士や子ども家庭支援センターの社会福祉士の確保が難しい中、ひとり親

家庭支援を行う余裕がない。（島しょ） 

 

 

 

 

  

7

31

41

49

0 10 20 30 40 50 60

そそのの他他

母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員等等へへのの助助言言

母母子子・・父父子子自自立立支支援援員員等等をを対対象象ににししたた研研修修のの実実施施

新新たたなな制制度度ににつついいててのの普普及及啓啓発発

民民法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律成成立立にに関関すするる都都へへのの要要望望
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